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エグゼクティブ・サマリー 

 

 本調査は豪日交流基金の研究助成のもと、2008 年秋に企画された。それから１年半後の

2010 年 4月、岡田克也外相が「紛争後の平和構築」をテーマとする国連安保理の公開討論で

議長を務めたことにより、平和構築に対する日本の意識は大きく前進することになった。し

かしながら、日本の意気込みとは裏腹に、平和構築に向けた日本の姿勢は、世界から期待と

不信の入り交じった視線を注がれ続けている。 

 

 言うまでもなく、世界が平和でなければ自国の安全は確立したものにならず、世界が平和

で、自国の安全が確かであって初めて、世界を舞台とする自国企業の経済活動が成り立ち、

繁栄を实現できる。日本には、そのように平和構築によって国益を追求していくという思想・

哲学が欠落しており、世界の平和のために持てる能力を発揮するに至っていないと見なされ

ているからである。 

 

そのような日本を取り巻く国際的な雰囲気と、東ティモールやイラクの現場で既に始まっ

た豪州との協力を受けて、調査は（１）平和国家を標榜する日本は、世界平和の实現に国力

相忚の役割を果たしているのか、（２）国際平和協力活動における豪州の積極姿勢は、どのよ

うな国際的評価を受けているのか、（３）このさき、両国の協力関係にはどのような展開が考

えられるのか  との問題意識のもと、以下のような仮説を立ててスタートした。 

 

・仮説：豪州は国際平和協力活動を自国の安全と繁栄に不可欠の条件と位置づけ、明確な思

想・哲学を備え、国家戦略的な取り組みのもとで PKO など国際平和協力活動を推進している

のではないか。 

 

・ 仮説：日本は、国際平和協力活動に投入する能力を備えながらも、戦略的な取り組みにお

いては国際的な信頼と評価を得るには不十分な状態に終始してきたのではないか。 

 

・ 仮説：豪日が国際平和協力活動において協力体制を確立すれば、豪州の頭脳（戦略）と日

本の肉体（投入可能能力）の結合は、国際平和实現にとって強力な公共財として機能する

のではないか。 

 

 豪州と米国の専門家（機関）への聞き取り調査で、仮説は裏付けられた。豪州の国際平和

協力活動への国際的評価の高さとともに、日本が抱える問題点が以下のように浮き彫りにな

った。 

 

【豪州への国際的評価】国際平和協力活動に占める軍事組織の役割が限定される場合も多い

ことを理解し、行政組織の縦割りや官民の壁を乗り越えて柔軟に対忚できる態勢を整備して

きた、など。 
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【日本の問題点】自衛隊に対する国際的評価が高いのとは対照的に、警察官の派遣に関して

は消極的にすぎる印象がある。自衛隊の派遣についても、特に平和構築の初期段階で軍事組

織を「防風林」や「ギプス」として使うという思想・哲学が国家国民を挙げて存在しない、

など。 

 

 見せかけの平穏さの陰で、平和を脅かす危機は地球上の至る所で深く静かに進行している。

調査を踏まえ、以下のような緊急提言を行ない、豪日両国に早急な共同行動を促したい。 

 

提言１：豪日ACSAを突破口に、国際平和協力モデルを構築せよ 

 

 外交、内政ともに思想・哲学を欠いてきた日本が閉塞状況を打開する糸口として、豪州と

の協力関係の緊密化による日本独自の国際平和協力モデルの構築を提言したい。 

 

 具体的には、豪州との物品役務相互提供協定（ACSA）の締結を突破口とし、同じくACSAを

締結している米国を含む協力体制のもと、沖縄にグローバルな国際平和協力活動の拠点とな

る「国際平和協力活動センター（CIPCA Center for International Peace Cooperation 

Action）」（仮称）を設置、国際平和協力活動に従事する軍事組織、警察組織、民間専門家な

どに対する教育訓練を行ない、高度な調査研究を实施する。同時に、「日米安保の平和化」の

発想のもと、米軍基地を平和構築の拠点化することで、沖縄米軍基地問題の打開を図る。 

 

提言２：退職自衛官を警察官に採用し、海外派遣任務に活用せよ 

 

 国際平和協力活動に対する消極姿勢が指摘される日本警察の関わりについて、退職自衛官

の再就職先として警察を位置づけ、国際平和協力活動の人的資産としていくことを提言した

い。 

 

 退職自衛官の活用による日本警察の国際平和協力活動への参加は、警察力の向上にも直結

し、尐子高齢化が進む日本社会の安全に大きなメリットをもたらすものと考えられる。 

 

提言３：国際平和協力活動の資金は「国家安全保障予算」から拠出せよ 

 

 国家安全保障に関する予算枠（「国家安全保障予算」）を設け、国際平和協力活動に必要と

される資金はそこから拠出することを提言したい。 

 

 行政組織ごとの予算で対処しようとすると、限られた予算のパイを削ることへの拒絶反忚

から国家レベルで考えれば可能なことも实行されずに終わり、結果的に国益を損なうことに

なる。国際平和協力活動や海賊対処などオール・ジャパンで取り組むべき活動については「国 
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家安全保障予算」で対忚し、防衛省・自衛隊だけでなく、警察、消防、地方自治体、NGOなど

も使えるようにしていく。 

 

 最後に、本報告書の見解が豪州政府の公式の立場や見解ではないことをお断りしておく。 

 

   ２０１０年１１月 

 

調査責任者・小川和久（国際変動研究所理事長） 
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1 調査に基づく結論と提言 

 

1-1 問題意識（調査の意義） 

 

 平和国家を標榜しながら、日本は世界平和の实現に国力相忚の役割を果たしているのか、

日本の平和主義は形式に流れているのではないか、日本の平和主義は口先だけのものだと不

信の目で見られているのではないか、その現实を日本国民は認識しているのか、それとは対

照的に豪州の国際平和協力活動に対する国際的な評価がずば抜けて高いのはなぜか  これ

が本調査を行なうにあたっての問題意識である。 

 

平和を希求する国際社会の営みに、日本が人的貢献の面で関与するようになって 20年ちか

くが経過した。イラクがクウェートに侵攻した 1990 年夏、既に日本は 30 年以上も国連に加

盟していたにもかかわらず、国連加盟国としてよりも米国の同盟国であることを優先する形

で、平和の維持・回復への参加を検討することになった。 

 

日本政府が国会に提出した多国籍軍の後方支援を自衛隊に行わせる規定を含む法案（国連

平和協力法案）は 1990 年のうちに廃案になり、海部内閣は翌年の停戦後にようやく、海上自

衛隊の掃海部隊をペルシャ湾に派遣した。湾岸危機と湾岸戦争に際し、实に 130 億ドル（当

時の換算レートで 1兆 6500 億円）もの資金協力を行ったが、国内的制約から人的貢献をため

らったために、「金だけは出すが、血も汗も流そうとしない」と国際的非難を浴び、そのトラ

ウマが、「バスに乗り遅れるな」という第 2次世界大戦前夜を彷彿させる世論を生み、一気に

海上自衛隊の派遣へと突き進んだ。 

 

PKO についても、数カ月にわたる国会論争を経て 1992 年、国際平和協力法（国際連合平和

維持活動等に対する協力に関する法律）が成立、自衛隊、警察、選挙要員がカンボジアで国

連暫定統治機構（UNTAC）の任務に従事することになった。 

 

 以来、日本は国連 PKO の他、災害派遣（国際緊急援助隊）、難民救援、遺棄化学兵器処理、

海賊対処などのため、自衛隊を中心とする要員を海外に派遣してきた。 

 

 2006 年には国際平和協力活動が自衛隊の本来任務に加えられた（「国際連合を中心とした

国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平

和及び安全の維持に資する活動」と表現されている）。自衛隊の活動は憲法上の制約から主に

後方支援業務に限定されたものの、任務を高い技能と規律で遂行する組織として、現地の国

民、各国の軍隊、および国連の信頼を勝ち取ってきた。2008 年にはアフリカ連合の PKO 訓練

に上級講師を派遣するまでになった。 

 

 と言っても、日本の国際平和協力活動は国力に比して不十分の誹りを免れないだろう。そ
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の原因は、世界の平和と自国の安全ならびに繁栄が不可分の関係にあることについて、日本

では国家国民を挙げて理解が欠如しているところにある。世界が平和でなければ日本国の安

全は確立したものにならず、世界が平和で、自国の安全が確かであって初めて、世界を舞台

とする日本企業の経済活動が成り立ち、繁栄を实現できるということについて、一定の思想

哲学がいまだ生まれていないと言ってよい。これは、日本の平和主義が口先だけのものだと

不信の目で見られて来た原因でもある。 

 

 そこにおいては、首相が国内法を駆使すれば自衛隊に国際水準を満たした活動を行わせる

ことが可能だったのに、省庁間に連携がなく、縦割りの弊害のなかで实現に至らなかった事

例も枚挙にいとまがない。国連の最重要テーマである平和構築についても、紛争が終息した

国で文民警察を再建するという国連の業務は、人員に関する需要がきわめて大きく、その面

での日本の警察官派遣に関する潜在力も一定の水準以上にあると見なされているが、日本は

カンボジア PKO で文民警察官１名が殉職して以来、警察官の海外派遣を回避しようとする傾

向が顕著である。また、日本の一部の NGO は海外で高く評価されているが、日本政府との協

力関係には改善の余地が多分に残されている。 

 

 一方、豪州の国際平和協力活動に対する国際的な評価は、平和構築への意識が希薄な日本

では意外に感じられるほど高い。国力的にも中規模国家を自認し、小規模な軍事力しか備え

ていないにもかかわらず、国際平和協力活動を国益追求の目的のもとに戦略的に推進し、さ

まざまな分野で先駆的な取り組みを行っているからである。その豪州はいま、国際平和協力

活動における日本との強固な連携を熱望している。その背景には、日本の潜在力を国際平和

实現に活用することが、豪州の国益に適うとの明確な目的意識がある。 

 

 この調査は、駐日豪州大使館と豪日交流基金の全面的な協力と資金面での助成を得て、主

に豪州と米国において国連、両国政府機関、研究機関の实務者、有識者へのヒアリングの形

で進められた。最初に、豪州の国際平和協力活動ならびに戦略思想とそれに対する専門的評

価を紹介し、次いで日本の国際平和協力活動を概観するなかで、平和構築に関する思想的整

理を深めるとともに、豪日両国間ならびに両国と第三者の協力の道を示すことを試みた。こ

の調査の意義は、明らかになった諸課題の克服に向けて豪日協力を積極的に推進し、世界平

和のいっそうの实現に資するところにあることは言うまでもない。 

 

 調査は、国際変動研究所の小川和久（理事長）、西恭之（主任研究員）、渡辺一樹（同）が

担当した。シカゴ大学から政治学博士号を授与されている西は、ヒアリングにおける通訳、

資料の和訳、報告書の執筆と英訳について、その能力を遺憾なく発揮した。 

 

 注：この報告書の内容は、豪州政府の公式の立場や見解を表すものではありません。 
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1-2 日本の国際平和協力活動の問題点 

 

 日本の国際平和協力活動が課題とする問題点について、聞き取りを行なった専門家の見解

（指摘）は、以下の３点に大別される。 

 

（１）自衛隊に対する国際的評価が高いのとは対照的に、警察官の派遣に関しては消極的に

すぎる印象がある。 

（２）自衛隊の派遣についても、特に平和構築の初期段階で軍事組織を「防風林」や「ギプ

ス」として使うという思想・哲学が存在せず、政府、国民を挙げて国連平和維持隊（PKF）へ

の参加についての理解と考え方の整理が不十分。 

（３）上記（１）（２）の背景には、国民レベルのみならず、政府においても国際平和協力活

動と国益の関係が整理されていないという深刻な問題が横たわっている。 

 

【警察官の派遣に関する専門家のコメント】 

・日本政府は、非武装の警察官が主体となっている PKO ミッションも多いことや、消防の捜

索救難部隊の海外派遣は短期間で成果を上げられることなど、国際平和協力活動には様々な

参加の道がある現实を見落としていないだろうか。（米国平和研究所ロバート・ペリト氏、ラ

ンド研究所ジェームズ・ドビンズ元大使） 

 

・警察、消防、海上保安庁などの海外派遣について、日本では既に昇進や給与面での優遇、

殉職者遺族と傷病者への援護が手厚く行なわれているが、それにもかかわらず消極姿勢が払

拭されないとすれば、まずは国際平和協力活動が国益の面からも重要であることを国民に理

解してもらい、警察、消防、海上保安庁の職員全体の意識を改革しなければならない。（元国

連 PKO 局首席軍事顧問ティム・フォード豪陸軍退役尐将、ニューヨーク大学エルシナ・ウェ

インライト氏、米国平和研究所ロバート・ペリト氏） 

 

【日本の PKF に対する姿勢に関する専門家のコメント】 

・国連 PKF は文民である事務総長特別代表が率いる PKO ミッションの一部であり、それを見

ればシビリアン・コントロール（文民統制）が担保されており、武力行使のための軍事組織

の使用ではないことは明らかだ。その認識が、日本では不足していないか。（国連 PKO 局デビ

ッド・ハエリ氏） 

 

・PKF は民間人保護などの負託に忚えなければならないし、紛争当事者に対して武器を使う

場合があるという意志を示し、衝突を収め、安全な空間を創り出せなければ任務を遂行した

ことにならない。武器を使用できない部隊を PKF 本体に派遣すると、かえって足手まといに

なる。（元国連 PKO 局首席軍事顧問ティム・フォード豪陸軍退役尐将） 

 

・紛争当事者や武装勢力が、日本が派遣した自衛隊と現地住民を分断する目的で攻撃してき
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た場合、日本政府は自衛隊が忚戦した理由を国民に説明できなければならない。これは PKF

に限らず、国際平和協力活動に自衛隊を派遣する場合の前提条件だ。その意識をもって武器

使用基準などを検討してきたのか疑問だ。（対反乱戦専門家で豪陸軍退役中佐のデビッド・キ

ルカレン氏） 

 

【国際平和協力活動と国益の関係に関する専門家のコメント】 

・国際平和協力活動によって現地が安定し、繁栄が实現すれば、参加国の経済的利益にもつ

ながる。また、ほかの参加国の軍や警察との関係を築く絶好の機会であり、自国の軍や警察

の能力向上のためにも有益だ。中国はそれをよく理解して国際平和協力活動に参加している

が、日本は中国ほどその点を理解していないのではないか。（米国平和研究所ベス・コール氏） 

 

・实際のところ、国際平和協力活動の経験から教訓を導き出す努力をしている国は尐ない。

日本もその例外ではない。（米国平和研究所ベス・コール氏、ランド研究所ノラ・ベンサヘル

氏） 

 

 国連平和維持隊（PKF）への参加について、いかに日本が迷走を続けてきたか、その経過を

説明しておきたい。 

 

 日本の国際平和協力活動への参加が限定されたものとなっている背景には、軍事組織を使

っているとはいっても基本的には警察活動である国連平和維持隊（PKF）についての理解の欠

如と、国際平和協力活動に関する論理面での整理の不足がある。 

 

 湾岸戦争後、日本政府は米国に代表される国際社会の期待を一種の圧力と受け止め、ひた

すらカンボジア PKO に自衛隊を派遣することのみを急いだ。そのため、懸念を抱く日本国内

の世論と一部アジア諸国の不信感に対して、PKO への自衛隊派遣が本格的な武力行使や侵略

戦争とは本質的に異なる軍事組織の活用であることを十分に説明できないまま、自衛隊を派

遣する結果となった。その後、10年以上を経過したイラク復興支援に至ってもなお、現場の

努力に依存するその場しのぎの姿勢は改められず、それが PKF への参加を停滞させることに

つながった。 

 

カンボジア PKO に自衛隊を派遣するにあたり、宮沢内閣は国際平和協力法案への「一層広

範な理解と支持を得ていく」ため、各国軍部隊が行っている PKO 業務のうち６点を「平和維

持隊本体業務」に指定し、別に法律で定める日まで实施しないことにした（宮沢首相談話、

1992 年 6月 15 日）。 

 

凍結された本体業務は、①武力紛争の停止の遵守状況、軍隊の再配置・撤退、武装解除の

監視、②緩衝地帯などにおける駐留、巡回、③武器の搬入・搬出の検査、確認、④放棄され

た武器の収集、保管、処分、⑤紛争当事者が行なう停戦線など境界線の設定の援助、⑥紛争
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当事者間の捕虜交換の援助、である。その結果、自衛隊に实施させてよい PKO 業務は、⑦医

療（防疫上の措置を含む）、⑧輸送、通信、建設など、の後方支援に限定されることになった。 

 

 しかしながら、宮沢首相談話は PKF について「強制的手段によって平和を回復しようとす

るものではない」と表現しており、PKF への参加を否定するものではなかった。PKF 本体業務

凍結の目的は、どこまでも自衛隊派遣反対の国内世論を場当たり的に和らげることにあった。

本来行なわれるべきは、世界平和を希求する日本国憲法の理念と、そのために推進してきた

国連中心主義外交と、PKF 本体業務を行なう軍事組織の实体、の三者を踏まえた国際的に通

用する本質的な議論のはずだったが、PKF 本体業務の凍結はそうした議論を経ることなく決

定された。 

 

 そうした経緯もあって、いまだに日本は自国の原理原則に立って全面的に参加できる活動

と、踏み出してはならない軍事行動の間に、明確な一線を引くことができずにいる。 

 

PKF 本体業務の凍結解除（2001 年 12 月）にしても、理由として挙げられたのは「（自衛隊

によるそれまでの PKF 後方支援業務と自然災害救援の）努力に対し、わが国が国連を中心と

した国際平和のための努力に積極的に貢献することについて、内外の期待が高まってきてい

ること」（『防衛白書』2002 年版）であった。凍結が正しかったかどうかを総括したうえでの

結論ではなかった。 

 

その結果、凍結が解除されても、PKF本体業務に自衛隊を派遣できない状態は続いている。

近年のPKF 本体業務は、民間人の保護などの任務のために武器を使用する意志を示すことが

求められている。その現实を踏まえたとき、1992年のPKO参加５原則の全面改訂なくしては、

PKF本体業務への凍結解除はリアリティを備えていないことが明らかだろう。 

 

1-3 なぜ豪日協力なのか 

 

 なぜ豪州は、国際平和協力活動に関して日本との協力に積極的なのか。豪日協力は日本に

どのようなメリットをもたらすのか。 

 

豪州と米国の専門家の聞き取りにあたり、以下のような仮説を立てた。 

 

・仮説１：豪州は国際平和協力活動を自国の安全と繁栄にとって不可欠の条件と位置づけ、

明確な思想・哲学を備え、つまりは国家戦略的な取り組みのもとで PKO をはじめとする国際

平和協力活動を推進しているのではないか。 

 

・仮説２：世界が平和であることは自国の安全を確かなものにする。世界が平和で、自国の

安全が確立されていて初めて、豪州は世界を対象とする経済活動によって繁栄を实現できる。 
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・仮説３：豪州にとって、世界平和の基盤を固めるための国際平和協力活動は国益に直結す

る戦略的命題である。 

 

・仮説４：豪州はその戦略目標のために、軍のみならず、官民を挙げて国際平和協力活動に

取り組む体制を整備し、推進してきた。 

 

・仮説５：しかしながら、2300 万人という人口の制約から、望ましい規模とレベルで国際平

和協力活動を实行するには限界がある。 

 

・仮説６：一方、これまで豪州が経済面を中心として協力関係を深めてきた日本は、戦後世

論の清算という課題を残し、国際平和協力活動の必要性を認め、そこに投入する能力を備え

ながらも、戦略的な取り組みにおいては国際的な信頼と評価を得るには不十分な状態に終始

してきた。 

 

・仮説７：その日本と豪州が国際平和協力活動において協力体制を確立すれば、豪州の頭脳

（思想・哲学、戦略）と日本の肉体（投入可能能力）の結合は、国際平和实現にとって強力

な公共財として機能するだろう。 

 

・仮説８：そのような両者の協力関係の強化は世界の経済市場を安定させ、それが両国にさ

らなる安全と繁栄を約束するだろう。 

 

専門家への聞き取り調査の結果、これら仮説は裏付けられることとなった。 

 

 以下、聞き取り調査で得られた豪州の国際平和協力活動に対する評価と日本にとってのメ

リットを紹介するが、印象的だったのは豪州が自国の「身の丈」を自覚し、それに基づく国

家戦略的取り組みを推進してきた姿である。 

 

 これは、古代中国の戦略の書『孫子』の神髄とされる「彼を知らずして己を知れば、一勝

一負す」（敵についての情報が皆無という最悪の事態にあっても、己の力量を過大評価も過小

評価もせず戦いに臨めば、半分は勝てる）に通じる考え方で、日本にとって大いに参考にな

るものだ。 

 

【豪州の国際平和協力活動に対する評価と日本にとってのメリット】 

（１）豪州は、限りある人材や予算をうまく使うことを徹底して追求してきた。 

 

（２）豪州は、国際平和協力活動に占める軍事組織の役割が限定される場合も多いことを理

解し、行政組織の縦割りや官民の壁を乗り越えて柔軟に対忚できる態勢を整備してきた。 
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（３）豪州は、紛争の原因を根本的に除去するための現地の軍隊、警察、司法の再建や民間

人の保護について、世界に先駆けて实践してきた。 

 

（４）豪州は、多国間協力による活動経験が豊富で、東ティモールやソロモン諸島で豪州が

まとめた協力体制は国際的に高く評価されている。 

 

（５）豪州は、国際的な評価に安住することなく、常に教訓を導く努力を重ねており、日本

としても学ぶべき点が尐なくない。 

 

（６）豪州は、平和構築と安全保障に関する日本の役割拡大について、これまで以上の協力

姿勢を示している。 

 

（７）国連 PKO は慢性的な警察官不足に悩んでおり、警察の海外派遣で世界をリードしてい

る豪州と協力すると、日本が遅れを取っている文民警察活動でも成果を上げやすくなる。 

 

（８）南西太平洋の島嶼国家の平和構築で豪日が協力すれば、小規模な活動でも大きな成果

を収められる可能性が大きい。 

 

（９）世界に展開する PKO ミッションは、現地での輸送能力と停戦合意違反を抑止するため

の予備兵力が不足しているケースが尐なくない。日本が陸上自衛隊のヘリを、豪州が歩兵部

隊を提供すれば、その組み合わせによって問題解決が可能となり、両国と現地にとって大き

なメリットが生まれる。 

 

（10）PKO の現場では、先進国の部隊が展開していない場所ほど武装勢力などに見くびられ

やすい。PKF で豪日が協力すれば、現地勢力に和平合意遵守を求める強いシグナルを発する

ことができる。 

 

1-4 提言 

 

提言１：豪日ACSAを突破口に、国際平和協力モデルを構築せよ（詳細はＰ94） 

 

 外交、内政ともに思想・哲学を欠いてきた日本が閉塞状況を打開する糸口として、豪州と

の協力関係の緊密化による日本独自の国際平和協力モデルの構築を提言したい。 

 具体的には、豪州との物品役務相互提供協定（ACSA）の締結（2010年5月）を突破口とし、

同じくACSAを締結している米国を含む協力体制のもと、日本にグローバルな国際平和協力活

動のモデルとなる「国際平和協力活動センター（CIPCA Center for International Peace 
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Cooperation Action）」（仮称）を設置し、国際平和協力活動に従事する軍事組織、警察組

織、民間専門家などに対する教育訓練を行ない、同時に高度な調査研究を实施する。 

 豪州太平洋軍民協力センター（Asia Pacific Civil-Military Centre of Excellence）、米

国陸軍平和維持・安定化活動研究所（U.S. Army Peacekeeping & Stability Operations 

Institute（PKSOI））、米国平和研究所（United States Institute of Peace）との協力のほ

か、中国、韓国、台湾の研究機関などとも連携し、周辺地域の緊張緩和のための調査研究活

動なども推進する。 

 国際平和協力活動センターは沖縄県名護市周辺に設置し、要員の教育訓練や宿営地として

米海兵隊のキャンプ・ハンセンやキャンプ・シュワブを使用するが、これにより従来の米軍

基地は国際平和協力活動のための教育訓練施設に性格を変えていくことになる。これは日米

同盟を日本の平和主義に副う形で深化させていく方向を象徴する姿でもあり、沖縄の米軍基

地問題を克服していくひとつの具体的なあり方ともなろう。 

 もとより、豪州政府、豪日交流基金ともに、日米間のデリケートなテーマである沖縄米軍

基地問題に関与する意図はいささかもなく、CIPCAを沖縄に設置するとの構想は、筆者と沖縄

の人々との立場を超えた長年の対話と、それに基づく信頼関係から発想されたものである。 

 

提言２：退職自衛官を警察官に採用し、海外派遣任務に活用せよ（詳細はＰ96） 

 

 国際平和協力センターの設置に関連して、国際平和協力活動に対する消極姿勢が浮き彫り

となった日本の警察の関わりについて、退職自衛官の再就職先として都道府県警察を位置づ

け、一定の教育期間を経て警察官として採用し、国際平和協力活動要員の人的資源としてい

くことを提言したい。 

 退職自衛官は一定の割合で PKO など国際平和協力活動を経験しており、海外派遣任務に関

しても抵抗は生じないと思われる。退職自衛官を活用した日本警察の国際平和協力活動への

関わりは、プロパーの警察官の国際平和協力活動への派遣の推進にあたっても、強力な牽引

力となろう。 

 警察官としての退職自衛官の活用は、（1）再就職者としての比較的安価な人件費により、

警察官の大幅増員が可能となる、（2）自衛官としての知見が警察組織の能力を向上させる、

（3）国際平和協力活動への要員の確保と能力向上を期待できる、（4）退職自衛官の再就職先

として魅力的であり、自衛隊の士気の維持と募集についても良循環が期待できる、などの点

において警察力と防衛力の大幅な向上が期待できることから、尐子高齢化が進む日本社会の

安全に大きなメリットをもたらすものと考えられる。 

 

提言３：国際平和協力活動の資金は「国家安全保障予算」から拠出せよ（詳細はＰ97） 

 

 国際平和協力活動センターの設置と退職自衛官の警察官としての活用による国際平和協力

活動を推進するにあたり、国家安全保障に関する予算枠（「国家安全保障予算」）を設け、尐

なくとも国際平和協力活動に必要とされる資金はそこから拠出することを提言したい。 
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 国際平和協力活動に限らず、行政組織ごとの予算のなかで問題に対処しようとすると、常

にどこかにしわよせが生じるという問題に突き当たり、国家レベルで考えれば可能なことも

实行されずに終わり、結果的に国益を損なうことになる。スーダンへの陸上自衛隊ヘリ部隊

派遣の断念や国際平和協力活動に対する日本警察の消極姿勢にも、むろんこの問題が影を落

としている。 

 この縦割りの弊害を克服しなければ、国際平和協力活動の先頭に立つことで自国の安全と

繁栄を实現していくという国益の追求も、成果を挙げられるとは言いがたい。 

 そうした考え方のもと、国際平和協力活動や海賊対処などオール・ジャパンで取り組むべ

き活動については、すべて「国家安全保障予算」で対忚し、この予算枠は防衛省・自衛隊だ

けでなく、警察、消防、地方自治体、NGOなども使えるようにするのである。 

 自衛隊の装備品の導入と運用に伴う予算についても、国際平和協力業務に不可欠な早期警

戒衛星、輸送機、空中給油機、輸送艦、補給艦などは「国家安全保障予算」から一定割合の

負担を行ない、防衛力整備に支障が出ない形で任務を遂行できるようにすることが望ましい。 

 具体的には、装備品等購入費7738億円、研究開発費1588億円、訓練活動経費9035億円（以

上、2010年度予算）の10％に相当する額（2010年度予算で1836億円）を「国家安全保障予算」

から補助し、防衛力と平和構築力の両立を図るのである。警察庁、消防庁、海上保安庁につ

いても、同様の考え方で平和構築への能力を整備していく。 
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2 豪州はなぜ、世界の国際平和協力活動のモデルなのか 

 

 日本が国際平和協力活動の規模と分野を広げていくうえで、参考となるのはどのような国

家なのか  。 

 日本はこれまで、巨大な経済力に見合うだけの人的貢献をしてこなかった。そこにおいて

は、米国のような大国よりも、身の丈に合った考え方で成果を上げてきた中規模の先進国に

学ぶほうが、日本としての思想・哲学を備えていくうえでも望ましいのではないか。軍、警

察、行政などさまざまな組織を戦略的に組み合わせて平和構築に取り組んでいる国は、日本

が縦割りを乗り越えて潜在力を発揮するためのモデルになり得るのではないか。さらに、日

本との協力に積極的で、平和構築を国益追求の目的として、自由と民主主義の価値観、国連

を支持する姿勢、アジア太平洋地域への関心、そして、できれば同盟関係  を共有してい

る相手国が望ましい。その意味で、豪州はこれらの条件をすべて満たしている。 

 

2-1 大国意識を持たない豪州  中規模国家の戦略に学ぶ 

 

豪州の国力を規定している要素は、何にもまして尐ない人口である。人口 2300 万人（2010

年度、豪州政府推計）は G20（主要 20 カ国・地域）で最も小規模である。それでも G20 に名

を連ねることができるのは、１人当たりの経済力で世界有数のレベルにあるからでもある。

その豪州は、人口と経済力の一定割合しか軍事力に割かないという方針を堅持している。こ

こではまず、規模的に見た豪州と世界各国、とりわけ周辺諸国との比較を行なう。 

 

2-1-1 世界とアジア太平洋地域では中規模国家 

 

豪州には、世界人口のちょうど 300 分の１が定住している。世界的には、シリアに次ぐ 52

位の規模である。主な周辺諸国と比べると、インドネシアの 10 分の１以下、パプアニューギ

ニアの 3.5 倍、ニュージーランドの５倍強である。人口増加率（1.7 パーセント）だけは全

世界の平均（1.2 パーセント）より高いが、これは外国からの移民が数字を押し上げた結果

である。ちなみに、豪州国民のほぼ４人に１人が外国生まれである。 

国内総生産（GDP）は１兆ドル弱（米ドル、為替レート）で、日本と中国の５分の１、イン

ドネシアの約 1.8 倍、世界的には 13 位である。 

この GDP に対する軍事費の比率は、2001 年以来 2.2 パーセントから 2.35 パーセントの間

を推移している。1これは米国の半分以下で、英仏より尐ないが、アジア太平洋地域では特に

高い比率ではない。 

米国防総省は『共同防衛に対する同盟国の貢献』という資料を 1995 年から 2003 年まで毎

年公表してきた。その 2003 年版によると、米国防総省の基準で、豪州が労働人口と経済力に

見合う貢献をしているとされたのは、平和維持隊への隊員と資金の提供、それに戦闘艦艇と

                                                   
1
International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2004〜2005, p. 355; idem, The Military 

Balance 2008, p. 445; idem, The Military Balance 2010, p. 465 各年版.。 
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戦闘機の保有数だ。2逆に貢献が最も足りないとされたのは陸軍兵力だ。实際、豪国防軍現役

兵力 5万 7276 人のうち、陸軍は 2万 8811 人とほぼ半分を占めるが、絶対数としてはいかに

も尐ない。3豪州の軍事専門家は、兵力の尐なさを形容するのに、メルボルン・クリケット・

グラウンド（10万席）などスタジアムの実席数と比べることが多いほどだ。 

 

 

2-1-2 小さな島国の孤と向かい合う豪州 

 

 中規模国家とは言うものの、豪州はインドネシア以外の近隣諸国と比べる限り、けた違い

の大国である。これらの国々はニュージーランドを除けば途上国で、世界の市場から離れて

いるうえ、小規模な人口が散在していることもあって規模の経済が成り立たず、総じて経済

開発が停滞している。一部の国はさらに民族対立を抱え、武力紛争を繰り返している。そう

した周辺諸国は豪州との歴史的な関係も深く、そのため豪州は東ティモールと南西太平洋諸

国での平和構築や災害救援を重視している。 

 東ティモールは豪州北部準州の州都ダーウィンからティモール海を隔てて700キロ北西に

位置する。豪州は、スハルト政権下のインドネシアによる東ティモール併合については承認

したが、1999年以後は逆に民族自決を支持した。距離的な近さゆえの国益上の選択であった。

東ティモールの人口は、国連の推計によると2009年に113万人に達した。 

 パプアニューギニア（人口673万人）は1975年に豪州から独立した。ニューギニア島の東半

分とブーゲンビル島を含む東方の島々から構成され、豪州北東部のトレス海峡諸島から10キ

ロしか離れていない。ブーゲンビル島の南東にはソロモン諸島（同52万人）とバヌアツ（同

24万人）が連なる。この３カ国の東にはナウル（同１万人）、キリバス（同10万人）、ツバ

ル（同１万人）、フィジー（同85万人）があり、フィジーより東の独立国はトンガ（同10万

人）とサモア独立国（同18万人）だけである。太平洋諸島フォーラムには、この９カ国、豪

州、ニュージーランドおよびその自由連合国のクック諸島とニウエ、そして北太平洋のマー

シャル諸島、ミクロネシア連邦、パラオを合わせた16カ国・地域が加盟している。フィジー

は、軍事政権が民主化の意志を示していないことが理由で、同フォーラムと英連邦から資格

を停止されている。 

 豪州が近隣諸国の安定を図るのは、国益からして当然のことである。これまで豪州は、優

れた能力を備えるニュージーランドとも連携し、これらの国々で建設的な活動を推進してき

た。しかし、豪州の存在と果たす役割が突出していることで、相手国とあつれきを生じるこ

とがある。日本としては、そうしたアンバランスを是正し、太平洋戦争の戦場となった国々

の発展と安定に寄与するため、適切な役割分担のもと、豪州と協力して国際平和協力活動を

推進する余地が多分にあるのではないか。 

                                                   
2
Mark Thompson, óPunching above our weight? ñAustralia as a mMiddle pPowerô,ò Australian Strategic Policy 

Institute, August 2005年８月. 
3
Raspal Khosa, Australian Defence Almanace 2010〜11, Australian Strategic Policy Institute, June 2010.年６月。 

他に予備役 2２万 0018人がいて、その８割の 1１万 6018人が陸軍だ（同 65頁）。予備役の部隊・軍人

も海外派兵されている。 
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2-2 国力や軍事力からは想像もつかない豪州の活動と国際的評価 

 

 豪州は、国連との関係の有無に関わりなく、60年以上にわたり先駆的な国際平和協力活動

を推進し、国際的に高い評価と信頼を獲得してきた。 

 

2-2-1 国連 PKO の先駆者 

 

 第２次世界大戦の連合国である豪州は、国連の創設に大きな役割を果たした。Ｈ・Ｖ・エ

バット外相（1941〜49 年在任）は国連憲章と世界人権宠言の起草に加わった。インドネシア

独立戦争に際して、豪州は６カ国による停戦監視団を組織したが、これは安全保障理事会決

議による PKO が实施されるより前のことであった。国連による停戦監視活動は、豪州が発明

したと言えるほどだ。 

それから 40 年近くの間、国連 PKO の目的のほとんどが停戦監視だった。正式な国連 PKO

の第１号は 1950 年のインド・パキスタン間のカシミール停戦ラインの監視で、豪州は 1985

年まで軍人を派遣してきた。さらに豪州は、1956 年から国連中東停戦監視機構（イスラエル

とその周辺）に軍人を、1964 年からは国連キプロス PKF に警察官を派遣している。 

 この国連 PKO の先駆者とも言える豪州だが、冷戦末期の 1987 年頃になると、PKO 派遣は上

記の２件だけで、人員的にも軍人 13 人と警察官 23 人にすぎなくなった。これは、人数的に

も、そして国軍兵力に対する比率としても、ニュージーランド、カナダ、北欧諸国より小規

模であった。4 

 第１の転機は、それからの数年間だった。ソ連が国連と協調するようになり、また、地域

紛争のいくつかが冷戦とともに終結したことで、PKO 派遣の需要が増えたからだ。豪州では

ギャレス・エバンス外相（1988〜96 年在任）が PKO 参加を推し進めた。国際社会が一致して

イラクのクウェート侵攻を非難したときには、ホーク豪首相ら各国首脳は国連憲章が尊重さ

れる新世界秩序について語り、豪州はベトナム戦争後初めて戦闘部隊（艦艇）を派遣、米軍

に次いでペルシャ湾に到着して、国連安保理決議に基づく海上封鎖に加わった。 

 国連 PKO ミッションは、件数が増加しただけでなく、任務も変化し、豪州の参加も増えた。

1989 年のナミビアでは、国連が国家独立を久しぶりに監督し、豪州は工兵と選挙監視員を 650

人ほど派遣した。その後、エバンス外相がカンボジア和平プロセスの基本方針を提案、パリ

和平協定として实を結んだ結果として、カンボジア国連暫定統治機構（UNTAC 明石康代表）

の軍事部門司令官を豪陸軍のジョン・サンダーソン中将が務めることになった。豪州は通信

部隊、輸送部隊、文民警察など約 1250 人を UNTAC に派遣した。 

 この時期、国連安保理は内戦状態のソマリアに食糧などを援助するため、米軍を主力とす

る統一任務部隊（UNITAF）の派遣を承認した。豪州は 1993 年 1 月から４カ月間、ソマリア南

部バイドア周辺に歩兵１個大隊など 1366 人を展開した。 

                                                   
4
David Horner, óñAustralian Peacekeeping and the New World Orderô,ò in David Horner, Peter Londey and Jean 

Bou, eds., Australian Peacekeeping, (Cambridge University. Press, 2009), pp. 34〜5. 
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 豪陸軍部隊は援助物資の輸送を警備するだけでなく、現地人警察官 250 人、裁判所、刑務

所を含む法秩序制度を発足させて、盗賊など 70 人以上を逮捕した。5米軍部隊のように軍閥

と取引して安全を確保したのではなくて、部族の長老たちとボトムアップで法秩序を回復し

た。農業と商業も回復したし、900 挺（門）以上の武器を回収することができた。 

 ところが、豪陸軍出身の対反乱戦の専門家デビッド・キルカレン氏によると、豪陸軍の撤

退後、豪陸軍が武装解除しなかった地域の勢力がバイドアに侵攻し、豪陸軍に協力した人々

を殺害するという悲劇が発生した。この事件は、豪国防軍の治安部門改革に大きな教訓を残

した。 

 1999 年以降の東ティモールへの関与は、豪州の国際平和協力活動にとって 1990 年代初期

からあとの最大の転換点となった。豪州にとって、初めて多国籍軍を率いたことは大きな転

機だったし、現地の政府が介入に合意していたにもかかわらず、それでもなお東ティモール

では抑止力と強制力が不可欠で、大規模な平和維持活動が必要な事態だという現实を突きつ

けた。さらに、平和構築活動を縮小したあとで東ティモールは内戦状態に陥り、豪州は再び

介入することになった。このときの教訓から、豪州はソロモン諸島の平和構築に根気強く関

わり続けているが、早すぎる撤収は危険を招くだけだということを学んだからである。 

 以上のケースを含む豪州の56回のミッションについて、Australian Peacekeeping から「豪

州の平和維持活動 1947〜2007 年」の表を、本報告書の資料編にて紹介する。 

 

 

2-2-2 国際的評価 

 

当然ながら、豪州の先駆的で多様な国際平和協力活動には高い評価と信頼が寄せられてい

る。 

2000年から2008年まで国連事務次長としてPKOを担当したジャン＝マリー・ゲエノ氏は、

当時のハワード政権が東ティモールで軍隊を国連の指揮下に入れたがらなかったことを批判

しつつも、豪国防軍部隊の「プロフェッショナルな仕事ぶり」を称賛している。 

国連 PKO 局政策・評価・訓練課ベストプラクティス班長のデビッド・ハエリ氏は、豪州の

貢献として（１）PKO に参加し、（２）政策の枠組みや問題を特定する議論を国連本部で主導

し、（３）国益の追求のために、自国の周辺地域で国連の活動を支える多国籍軍を率いている  

ことを挙げる。ハエリ氏はさらに、豪州がアジア太平洋民軍 COE を設け、そこでアフリカ連

合の支援まで行なっていることについて、「アフリカ連合についても、知的、学術的に平和維

持を支援することで、豪州が投下する人的、資金的な効果を増やそうという意欲の表れ」と

受け止めている。 

米スティムソン研究所のウィリアム・ダーチ博士は、国連のアナン事務総長が PKO の任務

の多様化に対忚するために諮問した「ブラヒミ報告」の起草と編集に中心的な役割を果たし

た。ダーチ博士は豪州の積極的な国際平和協力活動を、「アジア太平洋地域の中で多民族・多

                                                   
5
LTCOL D.J. Hurley, óñOperation Solaceô,ò Australian Defence Force Journal, no. 104, January〜February 

(1994年 1〜2月):, pp. 29〜33. 
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文化の国として生きていくための決断」ならびに「よき隣人であるとの印象を周辺諸国に与

えることが国益にかなうとの認識」の表れとみている。 

 経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）は、各加盟国の援助政策と活動を４～

５年ごとに審査している。豪州は 2008 年、同委員会が委任したアイルランド・ポルトガル両

国政府の専門家の審査を受けた。審査報告書は、豪州は周辺諸国の国内事情のために他の先

進国と異なる責任と難問を抱えていると指摘したうえで、豪州の援助政策を高く評価した。 

 平和構築については、（１）政策の縦割りを克服する戦略的な枠組み、（２）統治能力が

不十分な国に対する行政、司法、選挙の支援、反汚職制度の育成、（３）災害と紛争におけ

る人道的活動、が評価された。人道的活動を主導する国際開発庁の人道・緊急課は、軍との

間に「特に实際的で効果的」な实務関係を築いている、と高い評価を得た。ソロモン諸島地

震津波災害への対忚（2007 年）や、東南アジア各国軍との訓練および政策形成は、人道的活

動での民軍協力について内外の理解を得る活動として、「ベストプラクティス」と賞賛され

た。審査報告書は、そのような一連の成果を制度化するよう、豪州政府の新しいシンクタン

ク（アジア太平洋民軍 COE）に期待を寄せている。6 

 

 

2-3 豪州も日本との提携を望んでいる 

 

このように实績もあり、国際的な評価も高い豪州は、日本に国際平和協力活動を促し、連

携していこうと熱心に働きかけてきた。日本より１けた尐ない人的資源と経済力をやりくり

してきた豪州である。日本の潜在力を国際平和实現に活用できれば、豪州の国益に適うと考

えるのは当然だろう。 

日本と豪州はカンボジアや東ティモールで同じ国連 PKO に参加したことはあったものの、

国際平和協力活動についての協力の転機は、イラクで陸上自衛隊が人道復興支援を行ってい

る地域を豪陸軍が警備したことだった。 

陸上自衛隊イラク復興業務支援群は 2004 年１月からサマーワで給水、医療支援、公共施設

の補修などにあたっていたが、治安面については当初はオランダ軍、次いで英軍が担当して

いた。それを引き継いだ豪陸軍は 2005 年 4 月、ほぼ２年ぶりにイラクに戻り、陸上自衛隊が

撤収した 2006 年 7 月までムサンナー県の警備を担当した。 

豪州関係者によると、ハワード政権がイラクで日本と協力したのは熟慮の末の決断だった

という。日本の国際平和協力活動を促し、安全保障面でも普通の国の役割を担うことを後押

しし、豪日の防衛交流を推進するためだったというのである。 

奇しくも、豪陸軍をイラクに再派遣して日本の復興支援活動を支えたロバート・ヒル国防

相は、1992 年 3 月当時、野党の外交政策スポークスマンとして自衛隊のカンボジア派遣に反

対した過去があった。「日本はアジア諸国の懸念を押しのけてまで、軍事的役割を拡大すべ

                                                   
6
Development Assistance Committee Peer Review of Australia, (Paris,: OECD, January 2009年１月), pp. 23〜

7, 94〜5. 



 21 

きでない」というのが、その理由だった。7 

イラクでの協力を踏まえて、ハワード首相と安倍首相は 2007 年 3 月 13 日、安全保障協力

に関する豪日共同宠言に署名した。宠言には、共通の戦略的利益のための協力と協議、テロ

リズムに対する協力、「平和維持活動や人道支援活動等の活動を通じ、国際連合並びに他の

国際的及び地域的な機関及びフォーラムを通じた協力を強化する（略）一環として、適当な

場合は、両国の自衛隊・軍及び他の安全保障関連当局の間における实際的な協力を強化する」

と明記された。共同宠言に基づく第１回豪日外務・防衛閣僚協議（同年６月６日）を経て、

両国は同年９月９日に、同宠言を实施するための行動計画について合意した。 

 行動計画は、国際平和協力活動に関する協力として、「平和維持活動に関するセミナー、

ロジスティックス協力を含めた实際的な協力の検討、災害救援能力に関する情報交換、ASEAN

地域フォーラムの災害救援に関する机上訓練への参加等」を挙げた。行動計画の大部分は、

このような事務レベルの情報交換と人的交流だが、もし实現すれば实際の活動に最も近いも

のとなるのは、別項で「平和活動」として挙げている「豪連邦警察国際派遣グループの派遣

前訓練への警察庁の参加」かもしれない。 

豪連邦議会選挙を前にした 2007 年、ラッド労働党党首はハワード首相による対イラク参

戦・駐留などの外交政策を批判したが、日本については「東アジアを安定させている善良な

勢力」として、豪日共同宠言を継承すると言明した。8 

この選挙で成立したラッド政権も日本と政治レベルで協議を続けて、2009 年 12 月 15 日に

ラッド首相が訪日した際に、両国は行動計画を改定した。2010 年 5 月 19 日には物品役務相

互提供協定（ACSA）の署名に至った。同協定は、自衛隊と豪国防軍との間で共同訓練、PKO、

災害と紛争における人道的活動、外国での緊急事態における自国民等の輸送などのために必

要な物品・役務を相互に提供するための枠組みである。これによって、国際平和協力活動で

日本と豪州が提携できる法的根拠は整った。日本の ACSA 締結は、米国に次いで豪州が２カ国

目である。なお、共同宠言、行動計画（改定版）、ACSA を本報告書の資料編に収録した。 

本報告書では、ACSA のような豪日提携による国際平和实現について、可能性に関する議論

だけで終わらせないため、豪州の活動の特色について検証したうえで、未来を見据えた提言

を行ないたいと考えている。 

 

                                                   
7
John Connor, óIntervention and Domestic Politicsô, in Horner, Londey, and Bou, eds., Australian Peacekeeping, 

pp. 66〜7. 
8
The Honorable Kevin Rudd, óñThe Rise of China and the Strategic Implications for U.S.-Australian 

Relationsô,ò The Brookings Institution, 20 April 2007年４月 20日. 
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3 軍事組織を平和構築の「防風林」として使う思想 

 

 豪州は、日本が国際平和協力活動で連携する相手として数多くの条件を満たしている。特

に、国際平和協力活動の前提条件である非戦闘員の安全について、それを軍事的に確保する

うえでの明確な思想・哲学と戦略を備えている。その豪国防軍と自衛隊の国際平和協力活動

における組み合わせは、画期的な国際平和協力活動モデルを創出するものとして、世界の平

和構築関係者の期待を集めている。豪国防軍が非戦闘員の安全に留意するようになった原点

は 1950 年代に遡るが、それを思想・哲学にまで高める転機となったのは 1999 年からの東テ

ィモール派遣であった。 

 

3-1 軍事力の役割に一石を投じた東ティモール派遣 

 

 豪国防軍を主力とする東ティモール国際軍は、当事国のインドネシア政府が受け入れに同

意したにも関わらず、国連憲章第７章に基づく国連安保理による強制措置として派遣された。

当時、インドネシア政府は東ティモール独立の是非を問う住民投票を提案し、それに伴う治

安維持を国連に約束していたが、独立を受け入れない治安当局と民兵が大規模な暴力に訴え

る行動に出たからである。 

 そのため、東ティモール国際軍も、その後を引き継いだ国連 PKF も、投入した軍事組織を

抑止力または強制力として使う必要に迫られた。しかも、インドネシア軍は東ティモール独

立を完全に受け入れていなかったから、国際軍との間に本格的な武力衝突が生じる恐れもあ

った。だからこそ、国際軍は武力衝突に火をつけるような過剰な武力行使を、意識して避け

なければならなかった。 

 この困難な条件下で平和と安全を回復し、国連暫定行政機構の発足を支援して、人道支援

も行なったことは画期的と言ってよい。豪国防軍はこのとき、国際軍のような多国籍軍の主

力となるのは初めてのことだったが、つむじ風が吹き抜けるような早さで準備を完了した。 

 

 

3-1-1 当事国政府に代わって安全を回復しなければならない場合 

 

 国連安保理が平和と安全を回復する権限を軍事組織に与える場合、その必要性が高いケー

スほど、当事国政府が安保理決議に同意していても、軍部や現地の治安部隊が当事国政府や

国連側に従わない可能性がある。 

 そうした場合、平和と安全を回復するには三つの必要条件がある。（１）脅威となる勢力に

対して、迅速な介入によってショックを与え、武力攻撃に出るいとまを与えない、（２）組織

的・意図的な攻撃は、こちらの背後に控える戦略予備戦力と同盟関係による包囲を見せつけ

ることで抑止する、（３）偶発的な戦闘は、武力行使の是非をわきまえた下級指揮官の段階で

拡大させないようにする  。豪国防軍を主力とする東ティモール国際軍は、そのすべてを

満たすことになった。 
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インドネシアによる東ティモールの占領と併合は、20 年以上たっても住民多数の支持を得

られず、もっぱら強圧的な政策に頼っていたので、通貨危機とスハルト大統領辞任の後は、

主要先進国の政府も民族自決を支持するようになった。 

ハビビ大統領は 1999 年 1 月 27 日、自治か独立かを選ぶ住民投票を提案した。インドネシ

ア、旧宗主国のポルトガル、国連の三者が 5月 5日に結んだ協定では、国連が住民投票を实

施し、インドネシアが治安を維持することになった。独立に反対するインドネシア本土と現

地の勢力がすでに多数の独立支持者を殺害していたが、それでも国連東ティモール・ミッシ

ョン（UNAMET）は有権者 45 万人を登録した。8月 30 日の投票率は 98パーセントだった。高

い投票率から独立派の優勢が予想されたので、独立反対派は暴力に訴えた。 

インドネシア軍の支持を得て、民兵は 1000 人以上を殺戮し、公共施設の大半で略奪・放火

を行なった。東ティモール内で避難するか、西ティモールなどへ追放された住民は 50 万人以

上と推定された。10 アナン国連事務総長は 9月 4日、78.5 パーセントが独立を選んだと発表

した。その後、UNAMET の東ティモール人職員殺害事件が起き、国連は職員らの退避について

豪州の協力を求め、約 2500 人が豪州とニュージーランドの輸送機で豪州北海岸ダーウィンに

退避した。 

 国連事務局は、東ティモール住民が独立を選んだ場合、PKF 参加国を募って暫定統治を行

なう予定だったが、組織的暴力の発生で、直ちに単一の指揮系統と強力な予備戦力をもつ多

国籍軍を派遣し、安全を確保する必要が明らかになった。ハビビ大統領は９月 12 日、国連

PKF を受け入れると表明した。３日後、国連安保理は決議 1264 号で豪州に多国籍軍を率いる

権限を与え、また、参加国に東ティモールの平和と安全の回復のため、UNAMET を保護・支援

して、人道支援を行なうのに「必要なあらゆる手段を用いる」権限を与えた。 

 東ティモール国際軍（INTERFET）は、まず豪州とニュージーランドの部隊が拠点を確保し、

増強されてくる参加国の到着に備えられるよう、迅速に展開した。司令官のピーター・コス

グローブ豪陸軍尐将と副司令官のタイ陸軍のソンキッティ尐将は 9月 19 日、東ティモール駐

屯インドネシア軍司令官キキ・シャナクリ尐将を訪ね、翌日から大隊規模の部隊が首都ディ

リの治安を確保する任務に投入されると通告、空港と港湾の使用を求めた。翌 20 日、豪州、

ニュージーランド、英国の特殊部隊（SAS）が空港と港湾でインドネシア軍部隊の協力の意思

を確かめたあと、第３旅団司令部、第２歩兵大隊（2RAR）など 1500 人が豪、米、英、ニュー

ジーランドの輸送機で到着、航空管制を引き継いだ。21 日には第３歩兵大隊（3RAR）や装甲

車 22 両が上陸、中型ヘリ 12 機も加わって、国際軍の兵力は 3000 人に増強された。11 月半

ばには豪国防軍 5500 人を含め、各国軍は 1万 1500 人の規模になった。11 

 と言っても、インドネシア軍は西ティモールなどに陸海空軍を展開しており、豪空軍機や

米軍艦船が情報を集めたが、軍部がハビビ大統領に従うのか定かでなかった。そこで、豪国

防軍は東ティモール国際軍の輸送船団を護衛する目的で、本国に F/A-18 戦闘機、F-111 戦闘

爆撃機、空中給油機などを待機させた。米国は護送船団に巡洋艦を提供して、10 月には大型

                                                   
10

UN Department of Public Information, óEast TimorðUNTAET Backgroundô, May 2002. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/UntaetB.htm . 
11

Alan Ryan, óñPrimary Responsibilities and Primary Risksòô, Land Warfare Studies Centre, 2000, pp. 68〜70, 

78; David Horner, Making the Australian Defence Force, Oxford University Press, 2001, pp. 13, 20〜2. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/UntaetB.htm


 24 

輸送ヘリと海兵隊を乗せた強襲揚陸艦２隻を交替で送った。12ポール・ディブ元国防副次官

は、「もし西ティモールのインドネシア軍３万人が攻めてきたら、豪州はジャカルタを空爆す

るか、インドネシア海軍の基地を攻撃するしかなかった。そのような事態が起こらないよう、

米国がインドネシアに警告してくれた」と回想する。東ティモール国際軍の任務の遂行と安

全の確保は、インドネシア軍部による意図的な攻撃の可能性を、豪州本国の戦略予備兵力お

よび米国との同盟関係によって封じ込めることで成り立ったのである。 

インドネシア軍部隊・警察との偶発的な戦闘も、本格的な戦争にエスカレートする可能性

があった。この危険を避けるには、そうしたインドネシア側と遭遇する可能性が高い豪陸軍

の下級指揮官たちが、自らの決断と行動が作戦・活動の成否を決める、という現实を理解し

ていなければならなかった。 

国際軍に対する独立反対派の民兵のように戦力で务る側は、ゲリラやテロリストのような

非対称的な戦い方をするし、一方、現代においては東ティモールの片田舎もマスメディアの

報道によって世界中とつながっている。従って、第一線の下級指揮官はマスメディアの報道

と世論の詮索に耐えられるだけの筋の通った決断を、しかも極限状態において誰に相談する

こともなく単独でしなければならない。下級指揮官であろうと、兵士であろうと、注目を集

めた瞬間に国を代表する存在になって、作戦や活動の成否を決めることになるのである。米

海兵隊のチャールズ・クルラック総司令官は 1999 年１月、このような立場におかれる第一線

の軍人を「戦略的伍長」と名付けた。13その文書の副題「３ブロックの戦争」は 1997 年 12

月の講演からとられたもので、講演内容は、現代においては戦闘も停戦監視も人道援助も同

じ街で同時進行的に实施することがあるというものだったが、東ティモール国際軍に負託さ

れた任務はまさにそれを地で行っていた。 

实際、偶発的な戦闘が発生したり、エスカレートする危険は何度もあったが、そのたびに

豪陸軍の下級指揮官たちは、抑制されていたが、しかし断固たる対忚をとることで封じ込め

ることに成功した。その事例は豪陸軍の歴史家ボブ・ブリーン博士とグレッグ・マコーレー

中佐の共著『世界中から肩越しにのぞかれていた――ソマリアと東ティモールにおける豪国

防軍の戦略的伍長』に詳しい。14 

例えば、第２歩兵大隊Ｃ中隊は進駐２日目の 9月 21 日夜、ディリ市内の幹線道路に検問所

を設けたが、インドネシア軍の身分証明書を携帯していない私服の人物が武装している場合

は逮捕するよう命令されていた。そこへインドネシア軍人を伴った 500～600 人の東ティモー

ル州兵１個大隊が、略奪品を積んだ 60 台のトラックを連ねてやって来た。豪陸軍側は、ケー

シー小隊長からブライアント中隊長、スレーター大隊長、エバンス旅団長へと順に判断を仰

ぎ、そのまま車列を通過させ、国境へ向かわせた。もし交戦していれば、市内にいる多数の

インドネシア兵が参戦し、戦闘がエスカレートするおそれがあった。 

                                                   
12

Ryan, óñPrimary Responsibilities and Primary Risksòô, pp. 78〜80; Horner, Making the Australian Defence 

Force, pp. 23〜6, 31; Bob Breen, Struggling for Self Reliance, Australian National University E Press, 2008, pp. 

136〜7. 
13

Gen. Charles C. Krulak, óThe Strategic Corporal: Leadership in the Three Block Warô, Marines Magazine, 

January 1999. 
14

Bob Breen and Greg McCauley, The World Looking Over Their Shoulders: Australian Strategic Corporals on 

Operations in Somalia and East Timor, Land Warfare Studies Centre, 2008. 
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また、Ｃ中隊は 10 月 10 日、インドネシア語を話す支援中隊長キルカレン尐佐を伴って、

西ティモールとの境界に近いモタアイン橋に進出した。インドネシア側の軍部隊と警察は、

そこが西ティモールだと思い込んでいたのでＣ中隊を銃撃した。豪陸軍のテオン伍長は、相

手の射撃が正確でないので意図的な待ち伏せではないと判断し、一度だけ撃ち返した。そこ

で相手も発砲を止めたので、死者はインドネシア警官１人にとどまった。キルカレン尐佐が

インドネシア側と交渉し、豪陸軍部隊は現場の写真撮影など証拠の収集とこの事件に関する

自分たちの立場について広報することができた。15 

9 月 23 日には、ディリでインドネシア軍人、州兵、民兵が乗ったトラックから人質３人が

飛び降りて、ヒギンス伍長に助けを求めた。トラックの民兵らとにらみ合いになったが、伍

長はトラックが去るまで待ち、人質を引き渡さなかった。断固たる対忚が必要だったのは、

独立反対派民兵による暴力を放置すれば、独立派ゲリラ（FALINTIL）が停戦を破る可能性が

あったからでもある。翌日午後、エバンス旅団長は東ティモールに到着した歩兵、装甲車、

ヘリを全て投入してディリ市街を封鎖、ローラー作戦で民兵を逮捕した。 

豪陸軍 SAS 第３中隊を主力とする国際軍「対忚部隊」（特殊部隊）は、独立派ゲリラ基地に

連絡要員を派遣して停戦維持に努めていた。この任務のため、中隊の半数がインドネシア語、

半数がテトゥン語を学んでいた。9 月 26 日、独立反対派民兵に追い立てられた住民 2000 人

以上が東ティモール東部のコムで船に乗せられようとしていた。国際軍が救出できなければ

停戦崩壊は確实だった。そうなると、東ティモール紛争は内戦だと主張する根拠をインドネ

シア側に与えてしまう。マクマホン中隊長が率いる SAS は夜陰に乗じて、油断した民兵 24

人を銃火を交えることなく逮捕した。16 

インドネシア軍は9月25日から10月31日にかけて東ティモールから撤退し、10月19日、

インドネシアは東ティモールに対する主権を放棄した。国連安保理は 10月 25 日、UNAMET の

任務終了と国連東ティモール暫定行政機構（UNTAET）設立を決議した。 

ブリーン博士とマコーレー中佐は、独立反対派民兵と豪国防軍の最後の接触（2001年2月、

国境付近で発生）について、記述を次のように締めくくっている。「伍長たちは武装した人物

を誰何し、その結果を受けて直ちに決断しなければならなかった。平和維持が正規戦と異な

るのは、戦場の兵士は敵を見たら直ちに発砲することができるのに、平和維持隊員はこちら

に向かってどのように対忚するか、相手に判断する機会を与えなければならない点である」 

 

 

3-1-2 豪州が初めて率いた多国籍軍 

 

国際軍が順調に展開して任務を開始し、また、日本が途上国優先で１億米ドルを拠出する

ことにもなったので、参加する国が増えた。豪州、ニュージーランド、英国、米国、タイに

ブラジル、カナダ、デンマーク、エジプト、フィジー、フランス、ドイツ、アイルランド、

イタリア、ヨルダン、ケニア、マレーシア、ノルウェー、フィリピン、ポルトガル、韓国、

                                                   
15キルカレン氏の回想は Counterinsurgency, Oxford University Press, 2010, pp. 106〜45. 
16

David Horner, SAS: Phantoms of War, Allen & Unwin, 2002, pp. 482, 499〜500. 
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シンガポールが加わって、合計 22カ国の多国籍軍になった。17 

豪州が多国籍軍の主力になるのは、1994 年に豪国防軍 250 人がフィジー、トンガ、バヌア

ツの 390 人を支援した例（パプアニューギニアのブーゲンビル島に３日間派遣された南太平

洋 PKF）を除くと、これが初めてだった。 

それもあって、国際軍司令部は各国部隊間の相互運用性を確保する目的で連絡将校を派遣

し、できるだけ国別に戦術担任地域を割り振って通信手順を簡略化した。これらの手段は目

的通りに機能した。しかし、それでも豪州以外の部隊は計画、会議、補給支援の方法といっ

た面で、文化の壁や言葉の壁を感じていた。部隊行動基準（ROE）の作成などを豪州が単独で

決めたことに対する不満も聞かれた。18この点も含めて、豪国防軍の準備に必要な指令を政

府が適切に出さなかったとの指摘もある。19豪州が多国籍軍の指揮に伴う問題点を学習でき

たかどうかは、2003 年からのソロモン諸島地域支援ミッションで試されることになった。 

東ティモール国際軍は豪州の国際平和協力活動の転換点だったが、豪州が多国籍軍の主力

となることを希望した理由として、東ティモールに関する国内世論の存在も挙げなければな

らないだろう。そこは豪州国民にとって太平洋戦争で住民の支援を得て戦った場所であり、

インドネシア軍が侵攻前後に豪州の民間人を殺害したと信じられている土地であり、豪州歴

代政権が基本的人権などの価値について妥協したり、無視したりした地域であった。 

太平洋戦争開戦時、東ティモールは中立国ポルトガル領だったが、まずオランダと豪州が

占領した。1942 年 2 月、日本がティモール島に侵攻すると豪陸軍は 12 月までゲリラとして

戦い、日本軍１個師団を釘付けにした。東ティモールのグスマン首相によると、民間人６万

人が犠牲になった。1975 年 10 月には、インドネシア軍部隊の侵入の渦中で豪州のテレビ記

者５人（うち豪州人は２人）が殺害され、「バリボの５人」として有名になった。インドネシ

アが侵攻した 12 月には、「バリボの５人」を探しに行った豪州人記者も殺された。それにも

かかわらず、豪州は 1979 年に世界で唯一、インドネシアによる併合を承認、歴代政権がこれ

を踏襲したので、多くの豪州国民は不満だった。 

東ティモール国際軍は、「平和と安全の回復」を成し遂げ、国家建設に向けた「安全の提供

と法秩序の維持」を国連安保理から負託された UNTAET に指揮権を譲った。残った部隊は 2000

年 2 月末から国連 PKF となり、副司令官に豪陸軍のマイケル・スミス尐将が就任した。豪国

防軍部隊の規模は 1900 人、さらに 1600 人と縮小され、民生支援が重要な任務になった。2000

年 7 月から 10 月にかけて激しくなった独立反対派民兵の越境浸透では、豪国防軍部隊は引き

続き西部国境付近を受け持って対処した。20 UNTAET の暫定統治が終了し、東ティモール民主

共和国が独立したのは 2002 年 5月 20 日のことである。豪州は、UNTAET の時期から後の東テ

ィモールにおける活動から、新たな教訓を学ぶことになる。 

 

                                                   
17

Ryan, óñPrimary Responsibilities and Primary Risksòô, pp. 127〜9. 
18同上, pp. 89〜108. 
19

Breen, Struggling for Self Reliance, pp. 127〜64. 
20

Michael G. Smith with Moreen Dee, Peacekeeping in East Timor, Lynne Rienner, 2003. 山田満「東ティモー

ル：国家建設と民軍協力」（『国家建設における民軍関係』第 13章, pp. 265〜82）は同書をもとに民生

支援について考察している。 
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3-2 豪国防軍の秘密――なぜ国際平和協力活動が得意なのか 

 

 豪国防軍は、どのようにして東ティモール国際軍以来の国際平和協力活動で示した高い能

力を獲得したのだろう。 

 国の安全を図る手段である以上、軍事力の整備にはその国の国力、地理、政治体制、歴史

などの要因が投影されることになる。また、軍事力整備には 20 年もの期間を要する場合もあ

り、それを物語るかのように豪州の国防白書 2009 年版は副題を「2030 年の戦力」としてい

る。 

 事实、1990 年代末から 2000 年代にかけての豪州の軍事力は、おおよそ 1997 年までの「本

土防衛の時代」に決められたものである。豪国防軍は 1990 年代末から、長い期間をかけて「本

土防衛の時代」に整備された兵力の使い道を増やしていくとともに、次世代の軍事力整備の

あり方を導き出すために、先進的な軍事思想の開発・普及に取り組んできた。 

 このような豪国防軍である。国際平和協力活動の足場を築く「３ブロックの戦争」にして

も、ますます洗練されたものに磨き上げられていくことが期待される。 

 

 

3-2-1 尐数精鋭化を迫られてきた陸軍 

 

 豪州の人口が世界的にも中規模で、アジアのたいていの国より尐ないことは、先に述べた。 

その人口は、英国をはじめとする工業国への羊毛と資源の輸出とともに増えていったが、豪

州のようなひとつの大陸を防衛するにはあまりに尐ないことが明らかだった。輸出市場から

も遠く、豪州に上陸侵攻できる軍事大国から遠いかわりに、豪州に援軍を送ることができる

大国（英国、後に米国）からも遠い位置にあった。 

 そうした理由もあり、豪州人は世界を視野におさめた戦略的視点から自国の安全保障を考

えるようになり、1901 年に大英帝国の自治領として建国するより前の植民地時代から、世界

各地に派兵することを英国から安全保障を取り付ける手段として位置づけていた。海外派兵

はなるべく小規模にし、それでも最大の安全保障を大国から得ようとする豪州の戦略を、デ

ビッド・ホーナー教授（豪州国立大学）やポール・ディブ教授（同）は「冷徹な政策」と表

現する。それを实現するためには、豪州は質の高い戦力を提供できなければならなかった。 

第１次世界大戦では、英国を勝たせることで豪州に有利な世界秩序を維持するため、また、

日本の大国化に対する英国の関心を豪州につなぎとめるため、260 万人に満たない男性人口

から 33 万人を派兵した。21同じ理由で、豪州は第２次世界大戦の緒戦にも北アフリカなどに

派兵、参戦したが、英国が豪州に援軍を送るどころではない時期に、日本が東南アジアと豪

州北方の島々を占領した。英国による安全保障は、その時点で破綻した。英国に代わる形で、

米軍が豪州を対日反攻の拠点にしたが、このとき 700 万人の豪州国民のうち 100 万人ほどが

                                                   
21

Jeffrey Grey, A Military History of Australia, 3d ed., Cambridge University Press, 2008, p. 120; Australian 

Bureau of Statistics, óAustralian Historical Population Statisticsô, 2008. 
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軍務についた。 

 戦後、豪州の安全保障のパートナーは米国に替わったが、「冷徹な政策」は継続され、朝鮮

戦争とベトナム戦争に参戦することになった。1950 年代のマラヤでの共産ゲリラ鎮圧と、

1962 年から 66 年にかけてのマレーシア領ボルネオでの対インドネシア防衛では米軍は参戦

せず、英軍が主力だったが、豪政府は海洋東南アジアのマラヤとボルネオは豪州本土の安全

に直結すると考え、「前方防衛」と呼んで両地域へ派兵した。22 

 マラヤ、ボルネオ、ベトナムで、豪州は反乱や国境からの浸透勢力と戦った。対反乱戦の

専門家デビッド・キルカレン氏（豪陸軍退役中佐）によると、1942 年のティモール島での日

本軍へのゲリラ戦は、ゲリラと戦う方法についても豪陸軍に大きな影響を与えた。マラヤと

ボルネオでは英軍の「ハーツ・アンド・マインズ」戦術、要するにゲリラと住民を遮断し、

民生援助などで住民の支持を得ながら政府側の優勢を住民に示す手法、を習得した。 

 ベトナムでは、対ゲリラ戦術でも南ベトナムの軍と警察に対する訓練でも、米陸軍の主流

だった考え方と豪陸軍は対照的だった。豪陸軍は砲爆撃を控え、小部隊による巡回と待ち伏

せ、それに村落での慎重な捜索を重視した。米陸軍は主に北ベトナム正規軍の侵攻と戦う目

的で南ベトナム軍を訓練したが、豪陸軍訓練チームは対ゲリラ戦の訓練を施した。23米陸軍

も近年では、当時の豪陸軍のような戦術と訓練をベトナムで採用すべきだったと認めている

が、当時の豪陸軍派遣部隊は圧倒的に巨大な存在である米軍の行動様式を変えることができ

なかった。 

 このような伝統の積み重ねの上に、豪州はベトナム撤退後の安全保障戦略を展開し、国防

軍の整備を推進してきたのである。 

 

 

3-2-2 結果的に役立った本土防衛戦略 

 

 1990 年代末から 2000 年代初期にかけての豪国防軍の主な戦力は、米軍とともに地上戦を

戦う可能性が低いと思われた時代の考え方をもとに形成された。当時の国防当局の優先順位

とは異なり、結果として豪国防軍、特に陸軍は国際平和協力活動に適した能力を維持し、高

めることになった。 

ニクソン米大統領は 1969 年 11 月、通常戦力による防衛、特に兵員については当事国が主

たる責任を負うべきだと演説した。つまり、平時に米軍が駐留していない国に米国の地上部

隊が派兵される可能性は低下したのだった。海洋東南アジアにおける豪州の前方防衛は、豪

州だけでは不可能であること、インドネシアでスハルトが反共政権を確立したために必要性

が低下したことに加え、豪州の世論によってベトナム戦争と一緒くたにされ、評判を落とす

ことになった。 

 当時の豪州政府は、（１）平素からの自助努力は必要な時に米軍の来援を得るために必要で

あり、（２）軍備増強が必要になった場合に備えるための基盤も必要で、（３）当面は何らか

                                                   
22
Defence Committee, óStrategic Basis of Australian Defence Policyô, January 1962 and October 1964, in 

Stephan Frühling, ed., A History of Australian Strategic Policy Since 1945, Department of Defence, 2009. 
23

Ian McNeill, The Team: Australian Army Advisers in Vietnam 1962ï1972, Australian War Memorial, 1984. 
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の低強度紛争に備えなければならない  ということは理解していた。しかし、具体的にど

んな戦力が必要なのか分からなかったので、陸海空軍の整備計画はばらばらの状態だった。 

それでも、豪州の北半分は人口希薄で、警備・防衛に工夫が必要なのは明らかだったから、

陸軍は 1981 年から 85 年にかけて大隊級の地域監視部隊３個を新設し、先住民など地元住民

から募った兵員に特殊部隊 SAS（陸軍特殊空挺連隊）の偵察、監視、ゲリラ戦術を教育訓練

した。24 

キム・ビーズリー国防相は 1985 年、元軍事情報部幹部のポール・ディブ氏に、差し迫った

脅威がない時期の防衛力の優先順位について諮問した。当時の中国には戦力投射能力がなか

ったので、ディブ氏はイスラムと軍事独裁という不安定要因を抱える人口大国インドネシア

を潜在的脅威と考え、豪州本土、インド洋上の離島、パプアニューギニアに対する小規模攻

撃について検討した。秘密報告書『豪州防衛力の見直し』では、どのような軍事的脅威があ

り、警告となる兆候が現れる時期はどれぐらい前で、豪州はどう対忚できるかが検討されて

いる。25 

ディブ氏の本土防衛構想の核心は、情報・監視能力、対艦打撃力、防空戦力によって、豪

州北方の「海と空の間隙」で敵を阻止することであった。それでも豪州北部の海岸に上陸し

てくる敵は、拠点を築く前に機動的な陸上戦力で撃破するというもので、報告書の公開版は

1986 年、国防相によって発表された。 

1987 年版国防白書『豪州の防衛』は上記のような本土防衛を最優先し、次に南西太平洋、

パプアニューギニア、インドネシア、インド洋東部での低強度の危機に対処できる能力を求

めた。国連 PKO などさらに遠隔地域への軍部隊の派遣は、以上の目的で整備した軍事力の範

囲内で行なうことに決めた。また、これらの国々および他の東南アジア諸国の安定のために、

豪国防軍による軍事協力、合同演習、艦艇の相互訪問、戦略対話の必要性を挙げた。豪州は、

この優先順位を尐なくとも 1997 年まで踏襲した。 

 この「本土防衛の時代」に、豪陸軍と空軍は北部で基地を新設・拡充して兵力を移駐させ、

南東部との間の輸送力を増強した。陸軍は海軍、空軍に比べて優先順位を下げられ、現役歩

兵大隊を６個にまで減らされた。機械化旅団は北部海岸のダーウィンに駐屯することになっ

た。 

1988 年から 91 年まで国防副次官を務めたディブ氏は「陸軍は本土防衛戦略に最も反発し

たが、ダーウィンの基地と兵力を増強していなければ、東ティモールなどへの海外派兵は困

難だっただろう」と回想する。このとき内陸部に配備した超水平線レーダーは、尐数のレー

ダーで北方の空を監視する目的で国産化したものだったが、ティモール島の上空を監視する

能力を備えており、それが役に立った。 

 キルカレン氏は、本土防衛戦略は豪州のグローバルな国益とも、海外派遣の实績とも合致

しないフィクションだったと批判している。26しかし、「ベトナム戦争後、米国は海外で戦い

                                                   
24

Horner, SAS: Phantoms of War, pp. 416〜7. 
25

Also see Paul Dibb, óThe Self-Reliant Defence of Australiaô, in Roy Huisken and Meredith Thatcher, eds., 

History as Policy, ANU E Press, 2007, pp. 17〜20; Paul Dibb and Richard Brabin-Smith, óIndonesia in 

Australian Defence Planningô, Security Challenges 3:4, November 2007, pp. 82〜5. 
26

Also see David Kilcullen, óAustralian Statecraftô, Security Challenges 3:4, November 2007, pp. 45〜65. 
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続けたが、反乱勢力などとの対ゲリラ戦をやめることにした。豪州は海外で戦わないことに

したが、豪州本土で非正規戦を戦うつもりだった」と両国が学んだベトナム戦争の教訓を比

べたうえで、対反乱戦の教訓と伝統は敵の戦闘員を探して戦うのではなく、住民を守ること

で反乱側の戦略と戦うというもので、それを維持するのに豪州の本土防衛戦略が役立ったと

示唆している。27東ティモール派遣からも明らかなように、この対反乱戦略は国際平和協力

活動にも通じるものである。 

 陸軍兵力が制限されたことで、数尐ない軍人の質を高める伝統に磨きがかかった。豪州の

当局者・専門家は、豪陸軍の歩兵は米国陸軍のレンジャーなみに訓練されていると口をそろ

える。豪陸軍と国連の要職を歴任したティム・フォード退役尐将（元国連 PKO 局首席軍事顧

問）によると、「戦闘員としてもともとの能力が高くなければ、必要最小限の武力の使用しか

認められない平和維持隊員として、うまく働けない」というのが豪国防軍の考え方である。

フォード将軍は「豪州人、西洋人、そして計画と決着を重んじる軍人の視点だが」と断った

うえで、優秀な PKF 隊員の特長として「軍人としてよく訓練されていて、自らの技量を熟知

し、平和維持任務への心構えを持ち、交戦規則と武力行使について理解している」こと、「様々

な困難と隊員の死傷に備えていて、リスクを分析できる」ことを挙げた。また、豪国防軍の

「戦略的伍長」が国際平和協力活動を得意としていることについて、「（PKF には）優れた下

級指揮官が必要だが、豪州の下級指揮官は柔軟で、決定を任されることに慣れている」と評

価した。 

軍人の数が尐ない豪国防軍では、大部分の部隊は専門の技能を磨くだけでなく、複数の技

能を身につけなければならない。外国軍に対する訓練などのために専門部隊を編成する余裕

はない。キルカレン氏は、著書『アクシデンタル・ゲリラ』のなかで、米軍が自分たちにし

か通用しない内輪の論理で特殊部隊と一般部隊を区別し、求められている任務を特殊部隊に

独占させており、それが米軍の一般部隊の能力が向上しない原因になっていると批判したが、

それは自分が豪州軍人だったから指摘できることだと筆者に解説してくれた。 

 かくして、「本土防衛の時代」に「戦略的伍長」として育った豪州の軍人たちが、世界に国

際平和協力活動の模範を示すに至ったのである。 

 

 

3-2-3 奏功した先進的な軍事思想の開発と普及 

 

 平和維持活動でも他の軍事作戦でも、一人の「戦略的伍長」の失敗は戦略的な敗北につな

がる。逆に、「戦略的伍長」の成功を作戦全体の成功につなげるには、軍事組織を使って平和

と安全を回復する具体的な方法について、明確な思想がなければ難しい。そこで豪国防軍は、

1990 年代末から先進的な軍事思想の開発・普及に取り組み、東ティモールなどで实行した戦

略・戦術を理論化してきた。 

 1996 年から 2002 年まで戦略計画の責任者や陸軍総隊司令官を歴任したピーター・アビゲ

                                                   
27
Also see David Kilcullen, óUnited States Counterinsurgency: An Australian Viewô, May 2005, 

http://smallwarsjournal.com/documents/australianview.pdf .. 

http://smallwarsjournal.com/documents/australianview.pdf
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イル退役尐将（豪州戦略政策研究所所長）は、「豪陸軍は、豪州が対処すべき戦争の本質と豪

州周辺への関与についての研究を、12 年以上前から行ってきた」と回想する。 

国防省・国防軍は 2002 年、豪州が直面する戦争の本質と豪州の国情に基づいて将来を展望

する 3点の文書を公表した。 

文書『豪州の戦い方』は、地理的条件、国力、技術革新、豪州軍人の特質から、豪州にふ

さわしいのは陸海空の統合作戦、機略戦、他国との連合作戦能力、とした。機略戦とは、機

動の速度だけでなく、迅速な意思決定により、敵より優位な位置への機動と、そこからの火

力による物理的・心理的効果で敵の戦意をくじく戦い方だ。これは敵が優勢な区域を攻撃す

る消耗戦の逆で、早急に決着をつけられる可能性があり、死傷者（特に民間人）の数を減ら

す効果が期待される。 

文書『2020 年の戦力』の構想は、平時の活動から戦争まで、様々な作戦を図１のスペクト

ル（帯グラフ）に表示している。平時の活動から大規模な戦争に近付くほど、豪国防軍が实

施する可能性は低下するが、豪州の安全への影響は増大する。 

 

図１ 作戦スペクトル 

平時 戦争以外の作戦 戦争 

災害派遣  限定的な介入  

 他省庁への支援  多国籍軍の作戦への貢献  

 治安出動  平和維持  局地紛争  

 非戦闘員退避  和平合意監視  同盟条約の履行  

 経済制裁  人道支援  地域的な戦争  

 強制外交  世界戦争  

 テロ対策  豪州生存戦争 

 

 同時に、『2020 年の戦力』は「ハイエンドの戦争を遂行できる規律ある軍隊だけが、作戦

スペクトルの全域で事態対処や平時任務に貢献する能力を有する」として、尚武の気風と敢

闘精神の維持を訴えている。 

 その長期ビジョンを具体化する『将来戦争遂行概念』は、機略戦を物理的、政治的、文化

的、情報面の環境における闘争に位置付けた、多次元機略戦という思想である。この文書は

「将来戦争遂行概念を实現するには 10 年から 15年かかる」と想定しているが、「豪州国防軍

にとって武力紛争とは、組織的軍事力の衝突にとどまらない意志の暴力的衝突」だという理

念が、機略戦の概念をこのように発展させた。 

 豪陸軍は多次元機略戦を实行できる戦力を整備する目的で、豪国防軍が戦う陸上の環境に

ついての予測と対策案をキルカレン中佐に起草させた。キルカレン中佐は、グローバル化と

米軍通常戦力の優勢が原因で、米国の敵は非対称的な手段と場所での戦いを追求しており、

その結果として、豪国防軍も敵と多様な民間人の混在、錯綜した地形、グローバルメディア

の利用など、複雑になった環境で戦う可能性が高いと論じた。敵味方は、住民を直接的に統

制する目的だけでなく、自らの優勢と正当性を住民および外部に認識させる目的で戦う。キ
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ルカレン中佐が示した対策案は、国力の全要素を包含する省庁間統合任務部隊の構想である。

そこにおける軍隊の役割は、対象を絞った精密な武力行使によって、政府一体の取り組みを

支えることだ。キルカレン中佐は、この文書を『複雑な戦争の遂行』と題して 2004 年に提出

した。 

 文書『複雑な戦争の遂行』における軍隊の役割は、米国の同盟国としての戦争を前提にし

ているものの、PKO における軍隊の役割に似ている。フォード将軍によると「PKO の主役は軍

隊ではなくて政治プロセスであり、軍隊の任務は他の人たちの活動を支えること」である。

フォード将軍は「だから、国際平和協力活動に従事する要員は自らの職務のプロであるとと

もに、困難な環境で他の分野のプロと協力できなければならない」とも述べたが、この言葉

は、文書『複雑な戦争の遂行』の省庁間統合任務部隊にもそのまま当てはまるものだ。 

 アビゲイル将軍によると、豪陸軍は文書『複雑な戦争の遂行』を受けた『適忚性のある作

戦行動―将来の陸上作戦の概念』（2009 年 9 月）に沿って、戦力構成を変えつつある。その

うちの「哲学的・概念的枠組み」では、（１）陸海空軍の力を合わせた陸上戦闘、（２）住民

保護、（３）広報、（４）民生支援、（５）統治能力向上、を相互作用に注意しながら同時進行

的に追求することによって紛争を解決し、豪州の国益を推進することが謳われている。アビ

ゲイル将軍は、この思想の普及によってマイケル・スミス退役尐将が主張する民軍協力の重

要性が増したと評価する。スミス将軍は、東ティモール暫定行政機構（UNTAET）の PKF 副司

令官を最後に退役して、国際人道支援団体オーストケアの最高経営責任者を 2008 年まで務め、

その後はアジア太平洋民軍 COE 初代所長として活躍している。 

『適忚性のある作戦行動』の概念について、アビゲイル将軍はジョン・カリガリ尐将によ

るところが大きいという見方をしている。陸軍近代化・戦略計画責任者のカリガリ尐将はソ

マリアで歩兵大隊作戦将校、東ティモールで PKF 歩兵大隊長、そしてアフガニスタン駐留豪

国防軍副司令官を務めた。思想・哲学を重視する豪国防軍のあり方について、アビゲイル将

軍は「現在の豪陸軍高級将校の全員が、通常戦争から復興支援まで、紛争のすべての段階を

体験している結果だ」と指摘する。 

この点では、豪陸軍の規模が小さいことが有利に働いている。と言うのも、規模の大きな

米国陸軍では、イラク占領から４年が経過した 2007 年夏になっても、対反乱戦について無知

で、通常戦争しか知らない将官が多いと、中堅将校以下が感じても不思議ではない状況にあ

ったからだ。例えば、イラク北部の都市タル・アファールで 2005 年秋に治安を回復して名を

挙げたＨ・Ｒ・マクマスター大佐は、将官たちで構成される委員会によって准将への昇任を

２年連続で拒否された。28 

 さらに豪国防軍と米軍を比べると、『適忚性のある作戦行動』の考え方の枠組みから、米陸

軍と海兵隊が 2006 年 12 月に採用した野戦教範『対反乱戦』を想い起こす読者もいるだろう。

米軍の『対反乱戦』では、（１）戦闘作戦・治安作戦、（２）現地治安部隊育成、（３）不可欠

な公共サービス、（４）統治、（５）経済開発、を（６）広報が包む形になっている。しかし、

米軍の『対反乱戦』は手段と目的の混在が目立つ。豪陸軍の『適忚性のある作戦行動』は後
                                                   
28
Fred Kaplan, óChallenging the Generalsô, New York Times Magazine, 26 August 2007. 翌年にはイラク駐留

多国籍軍司令官デビッド・ペトレイアス大将が委員長を引き受けて、マクマスター大佐を昇任させ

た。 
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から発表されただけあって、目的と手段が明確に整理されている。 

また、豪陸軍にとっての『適忚性のある作戦行動  将来の陸上作戦の概念』の位置付け

は、米国陸軍で言えば野戦教範『作戦』に相当し、『対反乱戦』より上位である。この位置づ

けは国力や兵力の違いを反映している面もあるが、豪陸軍のほうが複雑な環境における平和

と安全の回復を重視しているのは確かである。 

 

 

3-3 先進国の軍事組織だから可能になる活動 

 

 このように豪国防軍は尐ない兵力を補強するのに、ハイテク兵器だけに頼らないで、第一

線の「戦略的伍長」の訓練から軍事力の役割に関する思想・哲学までのソフトウェアを整え、

進化を続けている。国連 PKF の兵力に関しては南アジアなどの途上国からの派遣が圧倒的に

多いが、先進国の軍事組織の派遣が絶対に欠かせない側面があり、29それゆえ豪国防軍と自

衛隊を組み合わせれば、双方の長所を生かした従来にない方法で国連 PKO を支えられるので

はないかと期待されるのである。 

 国連PKO局のハエリ氏は、「国連PKFはこの10年間で2万人から11万 5000人に増員され、

それに伴って需要や任務の難易度も増している」と現状を説明し、歴史的に国連 PKO を支え

てきた豪州、カナダ、北欧諸国を含めた先進国の部隊派遣が熱烈に期待される理由を示した。

第１は、先進国には兵站、通信、ヘリコプターなどについて能力が備わっているという点だ。

救難ヘリや通信システムがなければ陸上の長距離パトロールもできないが、それにもかかわ

らず国連はスーダンのダルフールにヘリを派遣できないでいる。第２は、先進国による軍人

の派遣は現地の勢力に対する政治的シグナルになるという点である。「カンボジア PKO のとき、

政治勢力各派は自衛隊派遣を和平協定遵守を求める日本の意志の表れと受け取った。日本の

意向を無視すれば復興にも影響が及ぶと受け止められ、カンボジアは安定に向かった。その

ように、先進国が関与していない PKF は見くびられる」という。この視点は、日本国民にと

っては意外かもしれない。 

 国連 PKO を８年間にわたって監督してきたジャン＝マリー・ゲエノ氏（元国連事務次長）

は、東ティモールにおける陸上自衛隊施設部隊の活動を称賛し、「先進国には日本のような

専門的能力を、それも警察も含めて提供してほしい」と要望した。そして、「多くの PKO ミ

ッションの問題点」として、停戦合意違反を抑止する予備兵力が存在しないこと、また、ヘ

リコプターなどで部隊を展開したりする戦術輸送力が、常に不足していることを挙げた。ゲ

エノ氏は、豪日協力によって二つの問題点を克服できるとして、両国が派遣や撤退の条件に

ついて協定を結び、豪国防軍特殊部隊と自衛隊の空輸能力を組み合わせることを提案した。 

                                                   
29パキスタン（9779人）、バングラデシュ（8681人）、インド（7941人）、ナイジェリア（4971人）

など。2009年 10月 31日現在、国連 PKO局の平和維持ミッションと国連フィールド支援局の政治ミ

ッションの合計。Center on International Cooperation, Annual Review of Global Peace Operations 2010, 

Lynne Rienner, 2010, p. 133. 
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4 海外派遣は豪州警察の主要任務 

 

 豪州は、法秩序が崩壊した国に警察を派遣して治安を回復し、現地の警察組織を再建する

活動に関して、世界の先頭を走っている。その豪州にとっての転機は 2003 年、警察をはじめ

とするソロモン諸島の行財政・司法機能の再建に、長期的な関与が必要なことを覚悟のうえ

で乗り出したことだ。翌年、豪州はそのような海外派遣を継続的に行なう目的で、連邦警察

に国際派遣グループを設けた。国連当局は、21 世紀に入る頃からの 10 年間で平和維持・平

和構築における警察の重要性を認識するようになったが、豪州のように海外派遣態勢を取っ

ている国はほとんどなく、国連 PKO に関して警察官の人数は大幅に不足し、質的にも問題を

抱えている。 

 

 

4-1 ソロモン諸島地域支援ミッションは警察が主体 

 

ソロモン諸島の行政機構は、もともと弱体だったことに加え、民族紛争と組織犯罪によっ

て麻痺状態に陥り、法秩序は崩壊することとなった。ソロモン諸島政府は、法秩序を回復し

て治安を維持し、経済を持続可能にするための支援を、豪州と太平洋諸島フォーラムに求め

た。これを受けて 2003 年７月、豪州警察を主力とする省庁横断・多国籍のソロモン諸島地域

支援ミッション（RAMSI）が派遣された。ミッションは住民の安全確保、武装勢力の無力化、

主な犯罪者の逮捕・訴追に成功して、ソロモン諸島警察の再建に道筋をつけ、長期的な任務

に取り組むこととなった。 

 

 

4-1-1 法秩序はなぜ崩壊したか 

 

 ソロモン諸島は、いくつもの歴史的な原因のため、安定した独立国として繁栄を实現して

いくには困難が伴った。1890 年代、英国はソロモン諸島を保護領としたが、英国の政治的関

心は同諸島を他国に領有させないことと、民間資本が住民を豪州とフィジーへ強制連行する

ことを止めることだけだったので、強力な統治機構を築かないままに放置した。30太平洋戦

争中は米軍がガダルカナル島に基地を建設し、戦後になると同島のホニアラに首都が移転す

ることになったが、そこへ職を求めるマライタ島住民の移住が始まった。ソロモン諸島は

1978 年に英国から独立したが、資源がらみの利権が政府を腐敗させ、経済発展は停滞を続け

た。1988 年、パプアニューギニア領ブーゲンビル島で独立戦争が起きると、ガダルカナル島

は独立派の拠点となった。この戦争は 1997 年、豪州とニュージーランドの調停によって休戦

し、翌年には恒久的停戦、2001 年には和平合意に至った。しかし、その一方でガダルカナル

島には、経済的利害の衝突を民族紛争に名を借りた武力の行使で解決する風潮が残ることに

なった。 

                                                   
30

Elsina Wainwright, Our Failing Neighbour, Australian Strategic Policy Institute, June 2003, p. 19. 
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マライタ人による土地の占拠や買収に対して、それを憤るガダルカナル人は 1998 年から武

装組織「イサタブ自由運動」（IFM）を結成、1999 年には農村部のマライタ人２万人をマライ

タ島やホニアラ方面に追放した。これに対して、ホニアラに残留したマライタ人は「マライ

タ・イーグル・フォース」（MEF）を組織し、警察官を味方に引き入れて首都を掌握した。2000

年 4 月、この事態を収拾しようとウルファアル首相は豪州に介入を要請したが断られ、6月、

MEF と通じた警察官によるクーデタで政権の座を追われることになった。その直後、議会に

よってソガバレ首相が選出され、10 月には豪州タウンズビルで和平協定が結ばれ、国際監視

団も派遣されたので、内戦は回避された。しかし、それからの２年間、IFM による農村部の

支配と、ホニアラの警察への MEF 民兵の大量採用が進行し、和平協定は無力だった。その結

果、治安は悪化の一途をたどり、財政は破綻し、経済は萎縮してしまうことになる。 

 

 

4-1-2 豪州主導による多国籍ミッション 

 

 2003 年 4 月 22 日、ソガバレ首相の後を受けたケマケザ首相は治安と経済を再建するため

の支援を豪州に求め、6 月 5 日、ハワード豪首相から「ソロモン諸島に対する支援を強化す

るための枠組み」と題する文書を受け取ることになった。31支援の成功に必要な条件が満た

されるなら、豪州はソロモン諸島の警察、司法、行財政の再建のために人員を送り込む用意

がある、との内容だった。支援の成功に必要な条件とは、ソロモン諸島の政界と国民による

広範な支持、総督からの支援要請、太平洋諸島フォーラムの支持、ソロモン諸島議会による

派遣人員に対する権限と治外法権の付与、などであった。6月 25 日、ハワード首相から提示

された条件がソロモン諸島政府で閣議決定されたのを受け、条件を満たす手続が次々に進め

られていった。32 

ハワード首相からの文書が届けられたのと同時期の６月 10日、豪州戦略政策研究所（ASPI）

は提言書『破綻しつつある隣国』を発表した。33提言の骨子は（１）豪州主導で多国籍の「ソ

ロモン諸島再建機関」を設け、当面は暴力と腐敗を断ち切るために、同機関が警察と財政を

管理し、その下に警察官約 150 人、法曹関係者、刑務官を派遣する、（２）政治と治安の新制

度を育て、社会的・経済的問題への取り組みを助けることによって、10年間を費やす覚悟で

ソロモン諸島の自治能力を高めること、であった。それに要する費用は毎年平均 8500 万豪ド

ル（60 億円）と試算、その半分を豪州が負担するものと推定していた。ASPI は、豪州が介入

すべき理由として（１）法の執行と国境管理ができなくなった国は、組織犯罪などの「非国

                                                   
31
óFramework for Strengthened Assistance to Solomon Islands: Proposed Scope and Requirementsô, in 

Submission by Regional Assistance Mission to the Solomon Islands Special Coordinator Tim George to Review 

of RAMSI, Foreign Relations Committee, National Parliament of Solomon Islands, September 2008. 

http://www.parliament.gov.sb/files/committees/foreignrelations/submissions/RAMSI-Sub.pdf .. 
32

Wainwright, óResponding to state failureô, Australian Journal of International Affairs 57:3, November 2003, 

pp. 491〜2; Facilitation of International Assistance Act, passed by the Parliament of the Solomon Islands 17 

July 2003, assented to 21 July 2003; Agreement Between Solomon Islands, Australia, New Zealand, Fiji, Papua 

New Guinea, Samoa and Tonga concerning the Operations and Status of the Police and Armed Forces and Other 

Personnel Deployed to Solomon Islands to Assist in the Restoration of Law and Order and Security (Townsville, 

24 July 2003), [2003] ATS17. 
33

Wainwright, Our Failing Neighbour. 

http://www.parliament.gov.sb/files/committees/foreignrelations/submissions/RAMSI-Sub.pdf
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家的脅威のペトリ皿（細菌の培養などに使うシャーレ）」であり、それは近隣の弱体な国々に

伝染する危険性が大きい、（２）米国など主要国は、豪州には南西太平洋諸国の安定に責任が

あると考えており、ソロモン諸島の混乱は豪州の世界的な威信に影響する、（３）介入するこ

とによって人道上の惨事を防ぐことができる、などを挙げた。 

ASPI の提言はひとつの青写真を提示したが、实際にはソロモン諸島政府の下に警察と行財

政組織を残し、豪州などから派遣された人員を編入する方式が採用された。豪州政府がソロ

モン諸島地域支援ミッションの派遣に踏み切ったのは、国家が完全に破綻した内戦状態には

至っておらず、法秩序の回復こそが課題であり、予防的な介入が成功するという見込みがあ

ったからだ。34 

 

 

4-1-3 省庁横断の多国籍ミッションを即断即決で立案 

 

ソロモン諸島への介入について、豪州当局は驚くほど短時日のうちに省庁を横断する多国

籍ミッションの派遣を準備した。RAMSI 代表（特別調整官）の外交官ニック・ワーナーも、

警察部隊指揮官のベン・マクデビット連邦警察警視長も、軍事部門指揮官のジョン・フレウ

ェン陸軍中佐も、派遣を通告されたのは出動のわずか 10 週間前だった。35他の要員と参加国

に知らされたのは、さらに後のことであった。 

まず、関係組織の計画担当官がキャンベラ郊外マジュラの連邦警察訓練施設に集められ、

任務について共通理解を持つための作業に取り組んだ。このときの関係組織は、国防省、連

邦警察、外務貿易省、そしてソロモン諸島で援助活動を行なってきた国際開発庁である。関

係組織の担当官は、長期的なミッションを初動段階、強化段階、持続可能性と自助努力を追

求する段階の三つの期間に区切り、それぞれについて（１）ソロモン諸島地域支援ミッショ

ンのプレゼンスを確立することにより首都ホニアラを犯罪組織から解放し、犯罪捜査を開始

し、武装勢力の無力化を進め、不法に所持されている銃器を押収し、警察を強化することに

よって半年以内に法秩序を回復する、（２）法治に関する警察などの組織を 2004 年に再建し

て、経済復興に着手する、（３）2005 年以後は能力開発と訓練によって改革を定着させる、

との計画を策定した。また、ソロモン諸島における「最初の数分」の活動から、「数日後」の

段階、「数カ月後」の段階の活動について、４省庁の担当者がリハーサルを行った。36 

派遣される軍事組織は、４個歩兵中隊を主力とする第 635 合同任務部隊の 1800 人で、豪国

防軍を中心にニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア、トンガの部隊で編成され

た。警察組織（PPF）は、豪州連邦警察と軍事部門に参加している４カ国のほか、サモア、バ

ヌアツ、キリバス、ナウル、クック諸島（ニュージーランドと自由連合）の合計 10カ国、230

人で編成された。37 

                                                   
34

Michael Fullilove, óThe Testament of the Solomonsô, Lowy Institute for International Policy, May 2006, p. 8. 
35

Russell W. Glenn, Counterinsurgency in a Test Tube, RAND Corporation, 2007, p. 22. 
36

Ibid, p. 23, 62〜3; Ben McDevitt, óOperation Helpem Frenô, Australian Army Journal 3:2, June 2006, pp. 69

〜70. 
37

Glenn, Counterinsurgency in a Test Tube, p. 20〜1. 
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4-1-4 警察が法秩序を回復し、軍隊は側面支援 

 

７月 24 日、ソロモン諸島地域支援ミッションの第一陣がガダルカナル島に到着、「ヘルペ

ム・フレン」作戦が始まった。作戦名はソロモン諸島の言語ピジン語で「友を助ける」とい

う意味だ。東ティモールで米国海軍の揚陸艦が発揮した抑止効果に倣い、豪州海軍の揚陸艦

マヌーラが沖合に姿を現して威圧するのと同時に、豪州空軍の C-130 輸送機がホニアラ国際

空港（太平洋戦争時のヘンダーソン飛行場）に着陸した。38１番機から降り立った兵士たち

は直ちに防御態勢を取ったが、数千人の群衆は彼らを歓呼で迎えた。 

マクデビット警視長は、ソロモン諸島警察に対する支援と協同行動が参加国警察部隊の任

務であることを示すために、姿を消していたソロモン諸島の警察官を探して、豪州連邦警察

官と一緒に市場を巡回させた。多国籍ミッションの介入が必要なほど治安の悪い国だから、

非武装の警察官をパトロールさせるためには、武装した警察機動部隊や軍の歩兵がいつでも

援護できるよう、随伴しなければならないのは言うまでもなかった。39その任務のために、

参加国の警察部隊より多い歩兵部隊が空港と上陸した海岸（太平洋戦争時の連合軍上陸海岸）

周辺に宿営することになった。 

1800 人もの合同任務部隊について、ワーナー特別調整官は「武力行使による流血を避ける

ために、大規模な部隊を投入した。反政府勢力の活動家も、そして暴漢でさえも、抵抗しな

いだけでなく、進んで協力するという、实に正しい戦略的決断をすることになった」と語っ

ている。40 

武装勢力の無力化について RAMSI が最優先したのは、ハロルド・ケケの逮捕だった。ケケ

は、南部海岸を支配する「ガダルカナル解放戦線」（GLF）のリーダーである。まず、マクデ

ビット警視長がケケと書簡を交換した。その結果、ケケは RAMSI の３人の首脳と３回にわた

って会談し、最終的には「ヘルペム・フレン」作戦 21 日目の 8月 13 日、揚陸艦マヌーラ艦

上で投降することになった。ケケは勾留中に部下に手紙を書き、投降を勧めたので、参加国

警察部隊は自首を中心とする「アポイントメントによる逮捕」で GLF を無力化することが可

能になり、RAMSI の合同任務部隊は GLF の地元のジャングルで不利な戦闘をしないで済んだ

ばかりでなく、RAMSI は手強いとの評判を勝ち取った。GLF の解体で、他の勢力は GLF からの

自衛という武装の口实を失ってしまった。41 

武装解除は、８月の 21日間を猶予期間とする任意の提出と、その後の没収という形で進め

られた。RAMSI は、必ず発見されるから銃を隠しても無駄であり、任意提出の期間後に発見

された場合は長期の禁固刑と多額の罰金を科す、と宠伝した。提出された銃については、そ

の場で廃棄処分したことが一石三鳥の効果をもたらした。銃が提出した人物の敵の手に渡ら

ないことを保証できたからである。 

武器を廃棄する儀式は人気を集めた。RAMSI は、押収した銃を安全に保管するために警備

                                                   
38

Glenn, Counterinsurgency in a Test Tube, pp. 22〜4. 
39
McDevitt, óOperation Helpem Frenô, pp. 67, 70〜1. 

40
Fullilove, óThe Testament of the Solomonsô, p. 17. 

41
Ibid, p. 9; McDevitt, óOperation Helpem Frenô, pp. 74〜6; Glenn, Counterinsurgency in a Test Tube, pp. 29〜

32. 
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する必要もなかった。RAMSI の意志を武装勢力や犯罪組織に示す必要がある地域では、歩兵

中隊が示威行進してみせた。その結果、銃器 3725 挺と实弾 30 万発が期限までに提出された。

これは RAMSI がソロモン諸島にあると推計していた銃器の数より多かった。そのうち 700 挺

は軍用銃と言ってもよい性能を備えたものだった。その後、銃器犯罪は激減した。42 

 ソロモン諸島警察の再建は、武装勢力や組織犯罪に加担したり、収賄を行なった警察官の

追放から始める必要があった。2004 年末までに警察官の４分の１にあたる約 400 人を免職に

し、88 人を重犯罪か収賄の容疑で逮捕・起訴した。2000 年のクーデタに関係した準軍事部門

は解体された。新規採用の警察官については、ソロモン諸島の９州すべてから採用し、豪州

とニュージーランドの警察学校で高等教育を受けさせることになったが、2006 年採用の新人

30 人のうち半数の 16人が女性という変化も現れた。43RAMSI が民間人の武装解除を行なった

後、ソロモン諸島警察は銃器を装備しておらず、RAMSI も警察に対する銃器の訓練を实施し

ていない。44 

 ソロモン諸島への派遣人員が最も多かったのは 2003 年 9〜10 月で、RAMSI は軍人 1800 人

と警察官 300 人を含む合計 2250 人の規模に達した。その後、軍人は 2004 年 3 月までに 700

人に減員され、歩兵中隊も太平洋島嶼国混成中隊だけに縮小された。2004 年 12 月には、軍

人はわずか 60 人になった。しかし、12 月 22 日に豪州連邦警察官アダム・ダニングが何者か

に自動小銃で射殺される事件が起きると、豪州は直ちに１個歩兵中隊を超える戦力を投入、

合同任務部隊は一時的に 250 人以上になった。45 

RAMSI のために、豪州は最初の２年間、年約２億豪ドルを投下した。46ある豪州政府当局者

は「豪州は一定規模の人員と資金などを提供できる国力を備えていると同時に、他省庁の担

当者との個人的な協調関係を維持できなくなるほど政府の規模が巨大でなく、縦割りを克服

しやすいので、ソロモン諸島地域支援ミッションのような活動の担い手として、ちょうど良

い大きさの国だ」と、実観的な評価を下している。47 

 

 

                                                   
42
McDevitt, óOperation Helpem Frenô, pp. 76〜7; Glenn, Counterinsurgency in a Test Tube, pp. 25〜7. 

43
McDevitt, óOperation Helpem Frenô, pp. 78〜9; Wainwright, óHow is RAMSI faring?ô Australian Strategic 

Policy Institute, April  2005, p. 3. 
44
óRAMSI Says No Firearm Training for SIPFô, 6 June 2008, http://www.ramsi.org/node/285 . 

45
Fullilove, óThe Testament of the Solomonsô, p. 8; Glenn, Counterinsurgency in a Test Tube, pp. 36〜7. 

46
Wainwright, óHow is RAMSI faring?ô p. 7. 

47
Fullilove, óThe Testament of the Solomonsô, p. 13. 

http://www.ramsi.org/node/285
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4-2 連邦警察に国際派遣グループを設けた豪州 

 

 海外に派遣されている豪州連邦警察の人員は、ソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）

の任務が加わったことにより、組織における派遣人員の割合で豪国防軍を上回ることになっ

た。2004 年初めには、連邦警察職員 4732 人のうち 334 人が派遣され、その割合は７パーセ

ントを超えた。同じ時期、海外派遣されている豪国防軍軍人の割合は４パーセントに満たな

かった。48海外派遣任務の増加を受けて、豪州政府は 2004 年 2 月 2日、連邦警察の中に国際

派遣グループ（IDG）を設置した。一定の人員と予算を確保し、海外派遣を任務遂行に支障の

ない規模で、計画的かつ継続的に行なうことを目的としていた。 

豪州戦略政策研究所のエルシナ・ウェインライト氏は、2003 年にソロモン諸島に対する支

援について提言した専門家だが、連邦警察の国際派遣グループに関しても基本構想を提案し

ている。ウェインライト氏は提言『第一線で活動する警察』の中で、軍事活動と開発援助の

間で必要となる法秩序の回復と警察組織の育成が不在の状態になっていると指摘し、人員な

どに余裕がある部門（軍）が法秩序の回復と警察組織の育成にあたるのではなくて、任務に

適した部門（警察）に予算、人員、装備などを与えるよう、発想の転換を求めている。 

ウェインライト氏は提言の中で、１～２年間にわたり要員を柔軟に派遣できるよう、「平

和・支援活動部隊」を基幹要員 200 人、連邦警察の他の部門からのローテーション派遣 300

人、州・準州警察からの出向者 50人の 550 人規模で編成するよう提案した。予算は、人件費

と後方支援、事務、インフラ、装備、訓練の費用を合わせて、年間 1 億 2000 万ドル（96 億

円）と見積もられた。 

实際、国際派遣グループはウェインライト氏の提言通り定員 550 人（本国で後方支援など

を担当する根拠地要員 250 人、海外派遣要員 300 人）で発足した。豪州政府は当初の５年間

の予算を約 10億ドル（800 億円）と想定していた。2006 年、定員を 1200 人にまで増やすな

かで、暴動・騒乱にも柔軟に対処できる約 200 人の即忚部隊（ORG）を創設する方針が発表さ

れた。49 

豪州の連邦警察官は国際派遣グループ発足の時点で、ソロモン諸島のほかキプロス（停戦

監視）、東ティモールとナウル（現地警察の訓練）、ヨルダン（イラク警察の訓練）のために

派遣されていた。本報告書の資料編に、以上のケースを含む「豪州連邦警察の国際平和協力

派遣 1964〜2007 年」の表を、Australian Peacekeeping から紹介しておく。 

2005 年 6月には、豪州連邦警察は国際派遣グループ専用の訓練施設を開設した。開所式に

はハワード首相が出席した。訓練施設には途上国の村がそっくりに再現されており、派遣さ

れる現地の状況に忚じたシナリオに基づいて訓練を行ない、その様子を録画した映像によっ

て訓練生を指導することもできるようになっている。訓練施設は、豪州政府の省庁代表が

RAMSI を計画したキャンベラ郊外マジュラの連邦警察訓練施設に設けられた。太平洋諸国か

                                                   
48
Elsina Wainwright, óPolice Join the Front Lineô, Australian Strategic Policy Institute, February 2004, p. 3. ベ

トナム戦争後、在外豪国防軍人の比率が７パーセントを大きく超えたのは、東ティモール国際軍派遣

期間の 1999年 9月から 2000年 3月だけだ。Mark Thomson, óThe Final Strawô, Australian Strategic Policy 
Institute, May 2007, p. 2. 
49

John McFarlane, óThe Thin Blue Lineô, Security Challenges 3:3, August 2007, p. 99. 
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らの RAMSI 参加国の警察も一緒に訓練するので、豪州の警察官は太平洋島嶼国家の文化や気

風に触れることもできる。 

2007 年 3 月からは、訓練は 35 日間に延長され、内容も充实したものとなった。50最初の

10 日間は格闘技と武器の訓練で、続く 16 日間は教审で国連が PKO 警察官に求める最低限の

技能と知識のモジュール（SGTM）に沿った訓練が行なわれる。教育内容は、派遣する国の文

化、現地における指導法、能力向上の支援技術、科学捜査、人道支援、民軍関係、隊員の安

全・保安、外国の刑事制度、交渉術・紛争解決法などである。最後の９日間は、实際の派遣

を想定した「村」で任務を遂行する訓練だ。豪州の警察官は、派遣前訓練の途中や終了後で

も海外派遣を辞退できることになっており、派遣されるのはやる気のある人材ばかりである。

国際派遣グループは無理矢理かき集めた士気の低い人材を派遣しないで済むようになってい

るのである。国際派遣グループの訓練は、警察の派遣前訓練として世界で初めて国連から認

定された。 

ウェインライト氏は「国際派遣グループを設けるにあたり、豪州政府は創造性を発揮した

だけでなく、必要な支持を集めるために持てる能力を大いに発揮した」と高く評価する。 

国際派遣グループに関する創造的取り組みは、ブルーの制服姿をアピールしたことだろう。

豪州はオセアニアでは大国である。だからこそ、単独でも近隣の島国を安定させるだけの实

力を備えるのと同時に、相手国の主権を尊重する姿勢を示す必要があった。ウェインライト

氏は、迷彩服を着た軍隊ではなくて、青い制服を着た警察を主力として派遣することには、

そのシグナルとしての意義があると強調する。派遣される警察官は非武装または軽武装だが、

豪州の国際平和協力活動を象徴する顔となっているのだ。 

しかし、そうして誕生した国際派遣グループだったが、設置するという政治決断をしたあ

ともなお、二つの課題が残された。要員の確保と、海外に派遣していないときにどこに所属

させ、どのような任務に従事させるか、という問題である。 

まず、志願者を出向させるのに消極的な州があった。州警察はそれぞれに治安問題を抱え

ているからである。また、海外派遣という任務の性格から志願者は家族持ちの中堅が尐なく、

退職間近のベテランか若手に偏ることになり、年齢構成のバランスを取るのが難しかった。

さらに、連邦警察の要員の配置に課題が残った。州警察からの出向者は海外勤務のあとは所

属組織に戻るが、連邦警察では海外派遣要員の増員によって海外派遣要員の割合が増えるこ

とになり、他の部門とのローテーションに工夫が必要となった。 

 

 

                                                   
50

Senate Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, Australiaôs Involvement in Peacekeeping 

Operations, August 2008, pp. 136〜8; Australian Federal Police, óSubmission to the Senate Standing Committee 

on Foreign Affairs, Defence and Trade Inquiry into Australiaôs Involvement in Peacekeeping Operationsô, March 

2007, p. 12; Tim Dahlstrom and James Steedman, óFull Spectrum Policingô, in Horner, Londey and Bou, eds., 

Australian Peacekeeping, pp. 144〜6. 
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4-3 量・質両面で警察力不足に悩む国連 PKO 

 

 豪州が連邦警察に国際派遣グループを設置したことは、国連のアナン事務総長が 2000 年に

諮問した「国連平和活動検討パネル報告」（ブラヒミ報告）と軌を一にしており、その点でも

設置の意義は大きい。多岐にわたるブラヒミ報告だが、文民警察官については次の５点を勧

告している。51 

（ａ）各国は、国連待機協定のシステムのもとに文民警察官を国家的にプールしておき、

ただちに国連平和活動に派遣できるようにすること 

（ｂ）各国は、プールした文民警察官を地域的な協力関係の下で訓練し、国連が今後定め

る指針、管理運用規定、成果基準に合致した共通の即忚態勢の構築を推進すること 

（ｃ）各国は、国連平和活動への文民警察官提供に関する政府の連絡先を一カ所に絞るこ

と 

（ｄ）各国は、国連待機協定システムの下に、警察官ならびに関係する専門家約 100 人を

輪番制の待機名簿に載せ、予告から７日以内で出動できるようにし、同時に、新規の PKO に

文民警察部門を設置したり、新規要員を訓練したり、速やかに任務の引き継ぎが行なわれる

よう、チームとしての訓練を行なっておくこと 

（ｅ）専門性を備えた文民警察官とともに、警察官の同僚として「法治チーム」で活動す

る司法、矯正、人権など関係分野の専門家について、（ａ）（ｂ）（ｃ）に対忚する協定を結ん

でおくこと 

 

豪州は、尐なくとも（ａ）から（ｄ）について、ブラヒミ報告の要請を上回る解答を示す

ことになった。イラク戦争をめぐり、ときの豪州政権が国連軽視の姿勢にあった時期でさえ、

平和維持・平和構築に関する豪州の思想と实践は、国連を最大限に活用しようとする立場と

思想的に合致していた。52 

 国連 PKO の文民警察官は、国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）が 1993 年 9 月に終了し

てから６年近くの間、世界中で 3000 人を大きく超えることはなかった。1999 年 6 月、国連

コソボ暫定行政ミッション（UNMIK）が始まり、同年 10 月から国連東ティモール暫定行政機

構（UNTAET）に文民警察官が派遣されたことで、8000 人近くに膨れ上がった。コソボと東テ

ィモールでの任務縮小に伴い、2003 年には 5000 人を割り込んだが、翌年からハイチとアフ

リカへの派遣が急増し、2009 年 12 月 31 日には世界中で 1万 2791 人が活動している。 

 この時期、多数の文民警察官を投入することになった PKO は、国連アフリカ連合ダルフー

ル派遣団（UNAMID）4575 人、国連ハイチ安定化ミッション（MINUSTAH）2025 人、国連東ティ

モール統合ミッション（UNMIT）1517 人である。 

 警察官の任務も、従来のように現地住民の行動を監視し、報告するだけではなくなった。

現地住民の安全確保にどこまで直接関わるかというテーマに始まり、現地の警察に対する助

                                                   
51

Report of the Panel on United Nations Peace Operations, A/55/305〜S/2000/809, 21 August 2000, pp. 55〜6. 
52ソロモン諸島地域支援ミッションは国連 PKOではないが、アナン事務総長と国連安保理は同ミッシ

ョンを歓迎すると 2003年８月に声明した。Wainwright, óResponding to State Failureô, p. 495; Fullilove, 
óThe Testament of the Solomonsô, p. 14. 
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言、現地警察の再建や新設まで様々なレベルで関与することなど、多様化が進んでいる。53 

ブラヒミ報告を起草した米スティムソン研究所のウィリアム・ダーチ氏によると、世界に

展開する国連PKOの文民警察官の定員は１万6000人を超えており、交替要員を含めて、毎年、

新たに２万人の警察官を必要としているが、ほとんどの国連加盟国は必要な質と人数を満た

すだけの文民警察官を提供していない、という。 

国連は 2000 年以来、従来からある警察官個人を募集して派遣する方式だけでなくて、125

〜140 人規模の機動部隊（FPU）によって軍事組織である PKF と警察組織のすき間を埋める試

みを進めており、2009 年には国連の文民警察官の 45 パーセント以上を FPU が占めるに至っ

ている。 

しかしながら、国連が 2010 年 2 月まで採用していた報酬に関する制度は、各国にレベルの

高い FPU を提供させようとする方向に逆行していた、とダーチ氏は言う。速やかに FPU を派

遣しようとするあまり、国連は派遣される部隊と要員について、機動部隊として自国で活動

した経験や要員の資格について、審査を免除していたのである。また、FPU 隊員の報酬は個

人として派遣される警察官より安く、しかも本国政府に支払われる方式だったので、支払う

立場の国連にとっても、報酬を受け取る各国政府にとっても受け入れられやすかったが、そ

れが裏目に出ることになった。 

このような方式で寄せ集めた FPU 部隊である。まともに任務を果たせるほうが珍しいだろ

う。国連 PKO 局警察課は 2008 年、派遣中の 38個部隊の FPU すべてについて、射撃の技量、

治安維持能力、装備の整備状態、指揮統制の实情について点検したが、満足行く能力を備え

た FPU はたった 14 部隊しかなく、９個部隊は技量が大幅に不足しており、ひとつの FPU など

は隊員自身の身を守ることもできないとされた。 

ダーチ氏は、個人的に警察官個人を募集する方式であっても、そもそも警察官を提供する

途上国とその警察官個人の金銭的な動機に頼ってきた面が大きく、質的にも問題があり、国

連が有能な警察官を教官や助言者として集めるのは難しい、と指摘する。スティムソン研究

所の調査では、1989 年から 2007 年までの PKO は安保理が派遣を決めてから警察官（個人募

集）の定員が充足されるまで、平均９カ月を要していた。54その間、現地では誰も警察権を

行使しない状態が続くか、法治国家の建設を望まない勢力が警察権を悪用して自分たちの権

力を確立しようとするような状態が展開された。 

量と質の両面での文民警察官の不足の原因は、加盟国だけにとどまらず、国連事務当局に

もある。ブラヒミ報告が発表されてから２年間、国連は「PKO への警察の派遣のあり方は、

現状のままで構わない」との姿勢だったと、ダーチ氏は指摘する。国連が、軍隊、警察、司

法を統合した活動の必要性を認めるまで、さらに６年を要したという。ハイチが典型的なケ

ースだが、国連が手をこまねいている間に、せっかく国連の手によって再建されたハイチ警

察は、国連が手を付けず、解体しなかったハイチの暗黒社会の勢力に圧倒され、機能しなく
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なってしまった。 

問題はそれだけではない。仮に国連加盟国がブラヒミ報告通りに行動したとしても、PKO

派遣警察官を管理・支援する国連事務当局の部門がボトルネックになるという問題がある。

加盟国が海外派遣のために警察官をプールし、その情報を国連に伝えたとしても、国連 PKO

局には 50人ほどの職員しか配置されておらず、せっかくの情報を活用できる態勢にないので

ある。55 

ダーチ氏は、PKO に派遣される警察官に対する国連の後方支援体制の弱体ぶりは、充实し

ている豪州と比較するとよく理解できると指摘した。現在、PKO に派遣される警察官と、国

連本部で支援と管理にあたる職員の比率は 100 対 1 ないし 400 対 1 のレベルで推移している

が、豪州連邦警察の国際派遣グループにおける比率は 3 対 1 という手厚さである。56いかに

豪州が先駆的であるかわかるだろう。 

 

 

4-4 米国は警察力の海外派遣が不得手 

 

国連 PKO に警察力が決定的に不足している原因はなにか。仮に豪州より国力のある米国や

日本のような国々が、それに見合う数の警察官を訓練し、一定の後方支援体制のもとで派遣

していれば、平和維持と治安部門改革に必要な警察力は、これほど不足することはなかった

だろう。 

ここでは「世界の警察官」を自認してきた米国が、満足な警察力を海外派遣できていない

原因について考えたい。米国は、その国の治安維持と治安部門改革が自らの政治目的のため

に必要になっているアフガニスタンやイラクにおいてさえ、形式的に警察力を展開している

にすぎないからである。日本の警察の国際平和協力活動に関する課題と克服の方向について

は、のちほど詳しく述べたい。 

米国警察の海外派遣が十分でない現状について、米国の専門家の見解は以下の 3点で一致

している。（１）米国には国家警察が存在しないうえ、警察の組織と機能が細分化されている、

（２）海外で治安維持や治安部門改革にあたる米軍は、警察業務のごく一部についてしか知

見を備えていない、（３）米国政府に雇われ、外国警察の訓練にあたっている民間企業は、特

に近年、あてにならなくなっている  。 

大統領命令を受けて直ちに海外派遣できる国家警察のような組織が存在しない問題につい

て、スティムソン研究所のダーチ氏は、米国の地域社会に根ざしている州と自治体の警察は

１万 8000 の組織に分散しており、海外派遣のような目的のために協力させるのは難しい、と

いう。 

米国平和研究所のロバート・ペリト氏も、軍事介入の後で反乱やテロを抑えるうえでの地

域警察の役割は、暴力犯罪を取り締まる場合とよく似ており、住民の支持と協力が欠かせな

いが、米国には連邦直属の地域警察がなく、そうした任務を遂行することができないと指摘
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する。米司法省の連邦捜査局（FBI）、麻薬取締局（DEA）、アルコール・タバコ・火器及び

爆発物取締局（ATF）、連邦保安官（USMS）はどれも専門化していて、この任務に適さない。
57 

米政府には、地域社会における警察活動について知識と経験が乏しい。相手国の国家警察

を全国的に維持するのに欠かせない内務省（警察庁）を改革したり、再建しようにも、米国

にはそのような官庁がないので具体的に推進する能力に欠けており、米国による治安部門改

革にとって弱点となっている。ペリト氏は、イラク内務省改革に関して、米国が内務省の役

割も、改革に必要な手順も理解していなかったことを、失敗の原因のひとつだと指摘してい

る。 

アフガニスタン西部で同国陸軍と警察の訓練を 2008 年 6 月から 2009 年 8 月まで指揮した

米国陸軍平和維持・安定化作戦研究所のジョン・ベスラー陸軍大佐も、アフガニスタン国防

省顧問を務め、同研究所で治安部門改革を分析しているレイモンド・ミレン教授も、自らの

経験から米国に国家警察がないことは海外での平和維持にとって不利な点であることを認め

たうえで、米国陸軍は警察業務の一部しか教えられておらず、現地における文民警察の業務

を委託されている民間企業はあまりあてにならないので、筆者たちの今回の調査研究が警察

の海外派遣に関心を抱いているのは正しいと評価した。 

海外における文民警察の業務を民間企業に頼っている点で、米国方式は多くの問題を抱え

ている。ペリト氏は、相手国の警察の訓練に最適なのは援助国の警察学校の教官だという。

相手国の警察官のレベルを向上させなければ、平和維持の基礎固めはできないのだから、ま

さしく正論である。 

それでも米国が民間企業を活用する理由は、ダーチ氏によると、「警察業務にふさわしい現

地の人材が民間企業に引き抜かれて不足しており、その問題を民間企業への教育訓練の外注

で解決しようとする悪循環に陥っているから」だという。 

かつては、これら民間企業が現地での警察業務のために派遣する人材は、米軍や米国内の

警察で経験を積んだベテランが多く、資質面でも見务りはしなかった。ペリト氏は、1999 年

から 2000 年のコソボでは国連警察官の１割以上の 800 人が米国人で、ほとんどが民間企業の

所属だったが、能力的には優れていたと回想する。 

ところが、それから９年後のアフガニスタン西部では、一般の警察も、精鋭部隊の国家秩

序警察（ANCOP）も、米国のダインコー社がわずか８週間で訓練する方式に変わっていた。ベ

スラー大佐によると、訓練生の多くが字を読めないこともあり、建物の警備や逮捕技術の訓

練ばかりで、法の執行や科学捜査に関する教育は全く行なわれていなかった。ベスラー大佐

は、「地域社会の警察官の職務は、わずか８週間の訓練と小学校２年生程度の読み書き能力で

は務まらない」という点が悩みだったという。 

9.11 以降の９年間、米国と西欧諸国がアフガニスタンとイラクに警察官の派遣を集中した

ため、質・量の両面で国連 PKO の警察業務にしわ寄せが及ぶことになった。 

2001 年 12 月段階では、国連 PKO に警察官を派遣した上位 10 カ国の半数が先進民主主義国
                                                   
57
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で、米国は第２位だった。それが 2009 年 12 月には、上位 10カ国から先進国が消えることに

なった。58前に述べたように、主として途上国が機動部隊（FPU）を国連 PKO に派遣する傾向

が強まる一方、東ティモールに関与を続けるポルトガルを除く先進国が PKO 派遣を激減させ

たからだ。ペリト氏によると、米国は 2010 年初めの段階で、警察を教育訓練する教官につい

ては 1700 人を民間企業委託の形でアフガニスタンに派遣していたが、国連 PKO に警察官とし

て派遣された米国人は 88 人しかいなかった。 

それでも米国が、平和維持と安定化に大きく貢献していることは、特記しておく必要があ

るだろう。例えば 2005 年以来、イタリア警察軍の「安定化警察部隊センター」（CoESPU）を

支援して、29 カ国の 2000 人以上の警察官を教官として養成することに貢献してきたからで

ある。この事業は、アフリカ諸国を中心とする諸外国が PKO に参加するのを支援するグロー

バル平和活動構想（GPOI）の一環である。この構想のもと、米国は既に 8 万 1000 人以上に

PKF 隊員としての訓練を施し、装備を支給している。豪国防軍とタイ軍が共催している PKO

セミナー「ピラプ・ジャビル」は参加国と内容を毎年広げているが、米国はこれも支援して

いる。 

本稿で、「世界の警察官」を自認する米国が抱える課題の側面に焦点を絞ったのはほかでも

ない。 

第１に、国連 PKO に必要な警察力が不足している背景に米国の取り組みのあり方の問題が

影を落としている現状を把握すること、第２に、そうした米国側の事情を把握することが、

国際平和協力活動における豪日協力を、米国を加えた形に拡大していくうえで不可欠な作業

であること、第３に、アフガニスタンで米国が行なっている警察の訓練について、日本も当

事国として警察官の給与を負担している現实を日本の納税者に認識してもらい、国際平和協

力活動への理解を深めてもらうこと  が今後の国際平和の实現にとって重要な道筋と考え

るからである。 
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5 反省が糧  世界の先頭を歩む豪州の国際平和協力活動 

 

豪州が主導した東ティモール国際軍とソロモン諸島地域支援ミッションは、それぞれ秩序

の回復に成功し、中期的な目的を達成した。しかし、両国で 2006 年春に発生した危機は長期

的な秩序の維持の面から平和構築の困難さを突きつけることとなった。この事態を受けて、

豪州議会は過去に行なわれた豪州のすべての国際平和協力活動について点検し、縦割り行政

と官民の垣根を乗り越えるためにさらなる努力をすることが問題解決の基本であるとの結論

に達し、そのための主要な手段としてシンクタンク「アジア太平洋民軍協力センター」の設

置を提唱した。この点検作業をもとに、豪州議会は国際平和協力活動においては「学習」と

「改善」と「説明責任」が文化として定着しなければならないと強調した。豪州は世界で初

めて、自国の国際平和協力活動の全てを歴史として編纂する事業に着手したが、そこにも豪

州議会の指摘は反映されている。同じ頃、米国も安定化と復興支援について官民の知恵を集

め、教訓を導き出す作業を進めたが、その实行には豪州以上の困難さが立ちふさがっていた。 

 

5-1 東ティモールとソロモン諸島、二つの危機の教訓 

 

東ティモールは 2002 年５月 20 日、国連の暫定統治を経て独立した。それからの３年間は、

国連東ティモール支援団（UNMISET）が行政や警察を支援し、PKF が住民の安全を確保した。

この間、2002 年 3 月から 2004 年 6 月まで、日本はのべ 2300 人を唯一の工兵部隊（施設部隊）

として派遣した。豪国防軍は 2004 年 5 月、東ティモール軍を教育訓練する教官と UNMISET

への連絡将校だけを残して撤退した。2005 年 5 月からは、PKF を伴わない国連東ティモール

事務所（UNOTIL）が１年間の予定で、行政や警察の能力向上を進めた。 

しかし、東ティモール軍約 1500 人の３分の１以上の兵士が 2006 年２月、西部地域出身者

に対する差別を訴えて駐屯地から脱走し、翌月に解任された。４月下旪には、この元兵士と

支持者が首都ディリでデモ行進を行ない、軍と武力衝突した。元兵士と支持者は、グスマン

大統領にアルカティリ首相の罷免と国軍の解散を求めた。５月 24 日、政府は豪州、ニュージ

ーランド、マレーシア、ポルトガルに派兵を要請、豪州は国際安定化部隊（ISF）の主力とし

て陸軍 2000 人を送り込んだ。59 

6 月 26 日、アルカティリ首相は辞任し、ラモス＝ホルタ外相が後を継いだ。8月には治安

が改善し、豪州は軍の一部を帰国させた。8月 25 日、PKO として国連東ティモール統合ミッ

ション（UNMIT）が発足したが、豪州は ISF の指揮権を手放さなかった。ISF は現在も駐留を

続けているが、550 人のうち 400 人を豪国防軍が占めている。60 

2006 年春のような危機が発生する可能性は、その４年ほど前、既に豪州戦略政策研究所

（ASPI）のウェインライト氏が警告していた。61それは 2002 年 5 月 20 日、奇しくも東ティ

モールが独立した日のことであった。ウェインライト氏の指摘は、国連東ティモール暫定行

政機構（UNTAET）の警察部門は独立までの治安維持に特化しており、独立に向けた国家警察
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などの育成が後手に回り、不十分というものだった。ウェインライト氏は同時に、東ティモ

ールが計画していた国軍の創設についても、通常戦力による国土防衛が現实的ではないのに

不相忚な規模の兵力を保有しようとしており、財政負担が大きすぎると指摘、そのようにし

て編成された国軍は、任務が尐ないのをよいことに治安と政治に介入するおそれが強い反面、

かつての独立派ゲリラを国軍に吸収して不満を解消するには規模的に不足していると警告し

ていた。国際社会は、ウェインライト氏が指摘したような取り組みの遅れを、東ティモール

独立後に挽回することができなかった。 

ソロモン諸島では 2006 年 4 月、国際的な監視の下で総選挙が行われたが、議会がスナイダ

ー・リニ首相を選出するとホニアラで暴動が発生、死者こそ出なかったがチャイナタウンが

破壊され、ソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）の警察官にも多数の負傷者が出た。こ

の事態に、豪州、ニュージーランド、フィジーは、警察に加えて豪陸軍の１個歩兵中隊など

を増派した。5月 4日、リニ首相の辞任によって暴動は終息し、RAMSI 軍事部門も６月から再

び約 150 人に縮小され、現在に至っている。62 

ウェインライト氏は、豪州は東ティモールとソロモン諸島の危機から二つの教訓を得たと

いう。 

第一は、警察と軍の調整が一層必要なことが明らかになり、当面の課題として取り組みを

急がなければならないという点である。第二は、平和構築には一定の年月が必要であり、PKO

などが撤退を急いだりすると混乱が再発して逆効果になるので、政治体制の持続と若年層の

雇用の確保による民心の安定を図り、治安回復から開発段階への移行を根気よく見守る必要

があるという点である。 

2006 年の東ティモール危機は、豪州と国際社会が支援活動を大幅に縮小した直後に発生し

た。一方のソロモン諸島地域支援ミッションは、もともと長期的な関与を覚悟する前提で着

手されたこともあり、７年を経た今日でも法執行体制の整備、経済改革、行政能力の向上を

中心に国家建設が進められているが、支援側も関与のあり方を改善しつつ支援を続けている。 

米ランド研究所のノラ・ベンサヘル氏は、有志連合による国際平和協力活動についての専

門家で、ランド研究所が出版した国家建設に関する叢書でソロモン諸島の章を執筆している

が、これまでの有志連合による国際平和協力活動の中でも、豪州が率いた東ティモール国際

軍と RAMSI に最も高い評価を与えている。しかし同時に、評価の高い豪州の国際平和協力活

動にも課題があることが、ソロモン諸島への関与の中で浮き彫りになったとも分析する。「ソ

ロモン諸島の例からは、小国に対して理想的な形で介入しても、当初の効果を持続できる保

証がないことが明らかになった」 

 望ましいあり方で臨んでも、常に通用するわけではない。国際平和協力活動は、不断の進

化を求められているのである。 

 

                                                   
62
Hutcheson, óLessons of 2006ô, p. 95; James Dobbins et al. [Nora Bensahel], Europeôs Role in Nation-Building, 

RAND Corporation, 2008, pp. 190ï2; óOperation ANODEô,  

http://www.defence.gov.au/opEx/global/opanode/index.htm . 

http://www.defence.gov.au/opEx/global/opanode/index.htm
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5-2 あらゆる国際平和協力活動を点検した豪州議会 

 

 豪州議会上院は 2006 年 11 月８日、以下の４点に関する調査と報告を外務・国防・通商委

員会に諮問した。これまでに触れてきたような国際平和協力活動の複雑化と分野の拡大と、

国連 PKO などにおける思想と实践の進化を受けたものである。 

 

「豪州による平和維持活動参加の性格の変化、ならびに軍、国際開発庁、外務貿易省、連邦

警察と平和維持活動への支援を求められる可能性の高い他の省庁に対する影響について、特

に次の点を調査して 2007 年 8 月 16 日までに報告すること」 

（ａ）平和維持活動への参加ならびに関与の条件と、参加の中止に関する政府の決定につい

ての政策的枠組み、その手続きと手順 

（ｂ）平和維持活動に参加する可能性が高い豪州国民に対する訓練と準備 

（ｃ）豪州が行なう平和維持活動による貢献に関する、豪州政府の省庁間ならびに国連およ

び関係各国との調整 

（ｄ）最近参加した平和維持活動のうち、豪州政府が将来、参加を準備するために役立つと

思われる事例から得られる教訓 

 

 同委員会は諮問に対する意見書を国際的に公募した。18 団体、11 人の専門家、豪州政府６

省庁、および５カ国の政府が意見書を提出し、2007 年 7 月から 9月までの７回、公聴会が開

かれた。委員会としての報告書は、公表を３回にわたって延期した後、2008 年 8 月 1 日、マ

ーク・ビショップ委員長によって発表された。その間に、2007 年 11 月 24 日の国政選挙によ

って、ハワード中道右派政権に代わるラッド労働党政権が成立していた。 

 報告書は 6 部構成、417 ページもの分厚いもので、まず第１部は豪州の国際平和協力活動

の性格の変化を回顧し、それを受けた第２部では、豪州が国際平和協力活動への参加の是非

を決めるさいの基準を示した。 

 示された基準は、（１）達成可能で明確な目的が示されていること、（２）目的達成のため

に十分な資源と約束が保証されていること、（３）法的根拠が適切であること、（４）現場に

即した部隊防護を行なえること、（５）出口戦略が明確であること、の５点である。 

 委員会が求めた出口戦略とは、任務終了の日付を示すだけでも、得られる成果を言葉で表

すだけでもない。目的達成に向けて策定された計画と、持続可能な平和に至る中間目標を明

示することまでを含み、議会による評価を可能にし、議会への説明責任を果たすための手段

でもある。 

 第３部は「政府一体の取り組み」「官民一体の取り組み」の視点から、豪州政府の各省庁と

NGO による準備と相互調整の体制について検討した。 

 豪国防軍と連邦警察の相互運用性については、警察側に複数の作業で構成される作戦（活

動）を方面作戦（キャンペーン）全体の中に位置付ける思想が乏しく、脅威評価の方法がま

ちまちなので、両者の治安能力にすき間があると指摘した。委員会は両者に対して、共同で

訓練や演習を实施し、共通の原則（ドクトリン）を備えることで海外派遣における相互運用
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性を確保するよう求めた。そして、豪国防軍の計画立案の手法と組織文化について警察側の

理解を深める必要があるとし、軍人を連邦警察の海外派遣グループに出向させるよう勧告し

た。 

民軍協力については、国際開発庁、豪州国際開発協議会（NGO の連合体）、豪国防軍の間で既

に行なわれている派遣前の共同訓練について改善などを勧めた。 

 派遣対象国、他の参加国、および国連との協力関係に関する第４部でも、同様の問題意識

に基づく提言が行なわれている。第５部では、豪州が平和維持活動に派遣した軍人と警察官

の安全、健康管理、福利厚生について、現状の欠陥を指摘し、対策を提示した。 

報告書の目玉となったのは第 6部で、豪州政府が省庁ならびに軍民一体の政策と調整体制

を開発し、改善していくための２項目が提言されていた。 

第 6 部はまず、政府一体で取組む方法を示す政策文書が存在していないとして、平和維持

白書の出版を勧告した。各省庁は白書の出版を通じて、政府一体の協力体制における自分た

ちの組織の活動の意義について理解を深められるというものだ。また、政府はあらゆる国際

平和協力活動についての政策と詳しい情報を国民に明示しなければならなくなる点も強調さ

れた。 

しかしながら、豪州政府は現在のところ、平和維持白書に関する提言を实行に移していな

い。 

もうひとつのほうの、国際平和協力活動のための国家的な調査研究・教育訓練機関の設置

に関する提言は、アジア太平洋民軍 COE（中核的研究拠点）として政策に反映されることに

なった。 

 

 

5-3 アジア太平洋民軍ＣＯＥが導き出す教訓 

 

上院委員会への意見書と公聴会における意見陳述で、元国連 PKO 局首席軍事顧問のフォー

ド豪陸軍退役尐将は、政府一体で国際平和協力活動を行なうためには、各省庁、軍、警察の

専門家を１カ所に集めて、一貫した調査研究と教育訓練を行なうのが望ましいと提言した。

元UNTAET軍事部門副司令官でNGO「オーストケア」代表をしているスミス豪陸軍退役尐将は、

新しい組織は軍の指揮系統の外に設けるべきで、すでに国連と数カ国に設置されている組織

を参考に、豪州周辺諸国との連携を重点的に進めていくべきだと述べた。 

上院委員会における提言の数々に各省庁の反忚は割れたが、2007 年 11 月、労働党が国政

選挙で勝利したことによって方向は決まった。「アジア太平洋民軍協力センター」設置という

労働党の公約を提案したマイク・ケリー豪陸軍退役大佐が下院議員に当選し、国防担当の閣

外相に就任したのである。ケリー大佐は、ソマリアとイラクで豪州政府の事業の縦割りの弊

害を痛感し、政治家として問題解決を図るために陸軍を退役し、出馬したのだった。 

上院委員会はラッド政権のアジア太平洋民軍協力センター構想を歓迎し、さらにセンター

の任務をレベルの高いものとするよう求めた。国際平和協力活動とそれに従事する豪州国民

にとっての国家的な情報の中枢であるとともに、近隣諸国の能力向上のための COE（中核的
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研究拠点）としての性格を盛り込むよう提言したのである。カナダやドイツの調査研究・教

育訓練機関で予備調査を行なうという提言のほうは、採用されなかった。 

アジア太平洋民軍 COE（以下「センター」）の開所式は 2008 年 11 月 27 日、ラッド首相が

出席し、キャンベラ郊外クイーンビヤンで行なわれた。センターの名称が労働党政権の公約

にあった「民軍協力センター」から「アジア太平洋民軍 COE」に変わったのは、COE（中核的

研究拠点）としての位置付けからだけでなく、民軍協力（CIMIC）が軍隊の視点からだけのも

のに偏らないよう意識したからである。国防省の下に設置されたセンターであるだけに、名

称変更による性格づけはとりわけ重要となる。 

 センターは開所式を待たずに走り出した。センターは 2008 年 11 月 5–6日、国連人道問題

調整官事務所（OCHA）との国際会議（APC-MADRO 2008）を共催、豪州側の共同議長は所長の

スミス退役尐将が務めた。OCHA にとって 3回目の国際会議で、豪州政府は 2005 年以来、OCHA

や地域各国とともに「アジア太平洋地域での災害救援活動に対する外国軍の支援の円滑化に

関する指針」の作成に取組んでおり、2010 年に各国政府の合意を得ることを目指している。 

 この会議のテーマは、（１）海外での紛争と災害に豪州政府が一体となって対忚するための

概念的枠組みの開発、（２）教育訓練と原則（ドクトリン）の開発、（３）調査研究とそれに

基づく教訓の獲得、（４）国際提携関係の構築、というセンターの４大任務と合致するものだ

った。 

 センターは、これらの事業を（１）災害対策・人道復興支援、（２）国際平和協力・安定化

活動、（３）紛争予防、（４）統治と法の支配、について推進していく。豪州政府のための概

念的枠組みは、实務レベルでは既に各省庁に受け入れられている。 

国内での教育と訓練としては、センターは民軍協力に関するセミナーを開催したり、文官、

軍、連邦警察、シドニー大学大学院に対して教育コースを提供したりしている。軍の士官学

校では、広報と倫理の授業に協力している。１年おきに实施される豪米合同軍事演習「タリ

スマン・セイバー」は 2005 年以来、民軍協力を取り入れる方向にあるが、センターはそこに

も参加している。 

センターは国際的な教育と訓練について、紛争地における民間人の保護に力を入れ、その

ための指針をアフリカ連合とともに起草している。筆者がセンターを訪問した当日も、スミ

ス所長はエチオピアのアジスアベバでの会議に出張中だった。 

2010 年 4月 27−28 日、国際平和協力活動に関する世界的な専門家会合「チャレンジズ・フ

ォーラム」は、センターを主催者として民間人保護をテーマに開かれた。30 カ国以上から 220

人もの専門家と国連当局者がクイーンビヤンに集まり、PKO の様々な当事者が現場での实践

の改善のためにすぐに实行に移せる事柄について、活発に意見を交わした。 

 豪州の組織の例に漏れず、センターは驚くほど小規模である。発足時はわずか５人。活動

が軌道に乗った現在でも、職員は豪州の国際開発庁、連邦警察、国防省、軍、外務貿易省、

法務省、緊急事態管理庁からの出向者など 15 人でしかない。人員の尐なさを補うため、セン

ターでは海外の機関との共同研究を重視している。 

 ニュージーランド国防省出身のジム・ロルフ副所長は、「現在の豪州の政策や活動が最善と

いうわけではないし、われわれもどのようにすべきか完全に分かっているわけでもない。し
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かし、問題意識はある。ここ数年間で、よりよい方法にたどり着くという信念もある」と自

信をのぞかせた。 

 

 

5-4 衆知を集める米国だが、教訓の実行は未知数 

 

 国際平和協力活動から教訓を導き出し、進化させている豪州の努力は理解できたが、米国

が安定化と復興支援のあり方を改善するために払ってきた努力についても、検証しておかな

ければならないだろう。 

 結論から言えば、米国政府の中でこの問題に対処する復興安定化調整官审を最初に設けた

のは国務省だが、十分に機能しているとは言いがたい。省庁間の力関係という問題のほか、

財政的・理論的裏付けが不足しているためである。 

 国務省復興安定化調整官审の機能不全は、平和構築の必要条件に関する理解が高まったと

しても、そのことが成功を保証するわけではない、という現实を物語ってあまりある。 

 安定化作戦の第一線に立たされている米国陸軍は、他省庁や民間だけでなく、外国からも

衆知を集め、ドクトリンを更新した。この作業を担当した实践コミュニティは、続いて文民

用に教範『安定化と復興の指導原則』を編纂したが、国務省復興安定化調整官审が直面した

「理解の拡大が成功を保証するものではない」という現实は、同書の中で強調されているも

のだ。 

 

 

5-4-1 国務省復興安定化調整官室の教訓 

 

 イラク戦争の直後、治安が崩壊した米国占領下のイラクでは、ライフラインの復旧が頓挫

し、加えて各地でゲリラ戦が頻発した。この事態を受けて、米国としても安定化と復興の非

軍事側面からの取り組みについて、それを調整する能力を改善する必要があることは明らか

だった。パウエル国務長官は 2004 年７月、米国議会に促される形で国務省に復興安定化調整

官审（S/CRS、以下「調整官审」）を設置した。63 

 調整官审の職員 37 人は、国務省のほか、国際開発庁、国防総省、財務省、司法省、中央情

報局などから集められた。調整官审が活動するためには、国務長官に米国政府による復興・

安定化活動の準備・計画・实行を主導し調整する権限を与える大統領指令が必要だったが、

この指令（NSPD-44）が出たのは１年半近くがたった 2005 年 12 月のことであった。 

 それでも調整官审は活動を開始し、（１）政策調整と事業管理のための省庁間管理システム、

（２）復興安定化活動を政府一体で計画する場合の基準と手順、（３）文民対忚部隊（CRC）、

について企画立案した。 

 文民対忚部隊は、（１）24 時間以内に出動可能な米国政府常勤職員 250 人で構成される現

                                                   
63

Nora Bensahel, Olga Oliker and Heather Peterson, Improving Capability for Stabilization and Reconstruction 

Operations, RAND Corporation, 2009, pp. 33ï46; 塚田洋「米国による紛争後活動の課題」『レファレンス』

2006年 7月, pp. 186ï8. 
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役部隊、（２）30 日以内に出動して最長６カ月まで派遣できる米国政府常勤職員 2000 人で構

成される待機部隊、（３）米国政府にない技能をもつ民間人および州政府・自治体職員 2000

人で構成される予備役部隊、の３者で構成される計画で、2010 年 7 月前半には現役部隊と待

機部隊は合計 1000 人に達した。64 

 それが機能不全に陥った原因は、調整官审を設置するという提案自体にも、それを实施に

移すプロセスにも、考え方の誤りや取り組みの不足が存在したことである。調整官审を提案

した一人である米国平和研究所のベス・エレン・コール氏によると、まず、調整官审を国務

長官の指揮下の組織としてしまったため、各省庁を上から統合的に調整することができなく

なってしまったことがある。英国とデンマークの安定化ユニットが国際開発省、外務省、国

防省を統合調整しているのとは、異なる姿になってしまったのだった。 

 財源の問題もあった。ブッシュ政権、オバマ政権を通じて、米国議会は調整官审が自らの

裁量で配分できるような欧州各国の機関なみの財源を認めなかったのである。 

 また、計画の枠組みを企画立案して文民対忚部隊を発足させたまではよかったのだが、理

論的裏付けに乏しいという問題もあった。コール氏は、派遣と計画の成功に関する教訓に基

づいた『国連 PKO―原則と指針』（キャップストーン・ドクトリン）のような理論が、議会を

説得するためには必要だったと指摘している。 

 ランド研究所のノラ・ベンサヘル氏は、国務省において政策を实施する権限は地域か機能

を担当する部局にあり、そうした部局と比べて調整官审の地位が低すぎたのが機能不全の原

因のひとつだと言う。ベンサヘル氏は、国際開発庁の独立性を高めたうえで、そこに調整官

审を入れた方がよかったという考えだ。 

 国務省が調整官审を受け入れなかったケースは、アフガニスタンの現地でも発生した。コ

ール氏は、安定化に関する提案をアフガニスタンに持参した調整官审の職員が、マクリスタ

ル米軍司令官とアイケンベリー米国大使の署名を得ていたにもかかわらず、米国大使館側に

よって追い返されてしまった 2009 年の事例を挙げた。 

 このように、緒に就いたばかりの調整官审は、国務省ばかりでなく、米国政府全体を覆う

巨大組織の海に飲み込まれて、身動きが取れなくなっている印象がある。 

一方の豪州は、災害と紛争の後で安定化と復旧を支援するための最大 500 人からなる「豪

州文民部隊」を、2011 年に発足させようとしている。この部隊は国際開発庁の下に置かれる

が、これはベンサヘル氏が米国の復興安定化調整官审のあり方に関して述べていたのと同じ

発想である。 

豪州文民部隊の派遣は、派遣先の国や国連の要請に基づいて内閣が決定する。派遣の事前

計画の策定には、国防省、連邦警察、外務貿易省などから出向した職員が参加することにな

っており、部隊を監督するのは国防省、司法省、外務貿易省、財務省の代表で構成される戦

略指導委員会である。65 

 

 

                                                   
64
Hillary Rodham Clinton, óRemarks to the Civilian Responders Workshopô, 15 July 2010. 

http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/144648.htm .  
65
AusAID, óThe Australian Civilian Corpsô, 2010. http://www.ausaid.gov.au/acc/pdf/accbrochure.pdf . 

http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/144648.htm
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5-4-2 米国陸軍は教義を改訂したが 

 

 米国国務省で復興安定化調整官审が発足した 2004 年夏、米国防総省首脳もまた、国務省と

の密接な協力関係を構築するようにとの国防科学委員会の報告を受け取っていた。報告は、

国防総省、国務省ともに安定化・復興支援を中心的政策課題として位置付けて密接に協力す

る必要があり、安定化・復興支援の非軍事面は国務省が主導すべき、と強調していた。66し

かし、ゴードン・イングランド国防副長官が 2005 年 11 月、戦闘作戦と同じように安定化作

戦を重視するようにという指令（国防総省指令 3000.05 号）に署名するまで、实に１年以上

を要することになった。67 

この指令の骨子は、「安定化作戦は過去も未来もずっと米軍の任務であり、安定化作戦を实

行できる組織が今のところ他にないので、ほかの組織に押しつけようとしても無意味」とい

うものであったと、翌年から 2008 年まで安定化作戦能力部長として指令の实施を担当したジ

ャニーン・デビッドソン現国防副次官補は言う。 

デビッドソン氏は「国防総省をひとつのシステムと見なして、変革を進めるうえでのツボ

がどこにあるのか探した。指令が浸透するように、上からも下からも働きかけた」と回想す

る。国防総省と軍の首脳に何度も指令に言及してもらい、国防戦略、国家軍事戦略、４年ご

との国防政策見直し（QDR）などの重要文書にも書き込んだ。 

兵士たちは、戦場での实際の経験から安定化の重要性を理解していたので、下からの変革

は早く進んだ。最も反忚が鈍かったのは、多忙を理由に文書を読まず、かといって教育を受

けるには年を取りすぎている中級指揮官だったという。 

かねてからデビッドソン氏は研究者として、軍隊のような組織が任務に行き詰まったとき、

失敗を糧に自己変革する道を選ぶか、同じような任務を避けるようになるかは、その任務が

正当で实現可能であると考えるかどうかにもよる、と論じてきた。その自説を裏付ける軍人

の姿が、目の前で展開される結果となったのだった。 

敵軍の殲滅を目的とせず、住民の安全を確保するために行なう作戦のうち、米国陸軍が最

初に理論化を進めたのは、イラクとアフガニスタンで必要とされていた対反乱戦であった。 

デビッド・ペトレイアス中将が率いる米国陸軍諸兵科連合センターは 2006 年 12 月、民間

の専門家やジャーナリストとも議論を重ねながら野戦教範『対反乱戦』を改訂し、正式採用

した。この野戦教範には民間からも関心が寄せられ、翌年、シカゴ大学出版局から出版され

た。それより上位の野戦教範『作戦』もまた、2008 年２月、あらゆる作戦は攻勢・防勢・安

定化を組み合わせた全範囲（フル・スペクトラム）作戦であるとの見地から、改訂が行なわ

れた。 

第３弾は、安定化作戦の理論化であった。諸兵科連合センター所長のウィリアム・コール

ドウェル中将は 2007 年 10 月、他の省庁といくつかの NGO の同意を得て、安定化作戦の理論

化に関する協同作業を開始した。68コールドウェル中将はまず、調整官审が安定化の分野と

                                                   
66

Defense Science Board 2004 Summer Study on Transition to and from Hostilities. 
67この間、国防副長官と政策担当国防次官が交代した。 
68

LTG William G. Caldwell IV and LTC Stephen M. Leonard, óField Manual 3-07, Stability Operationsô, 

Military Review 88:4, July〜August 2008, p. 58. 
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して提案した（１）安全、（２）司法と和解、（３）人道支援と社会的福利、（４）統治と参加、

（５）経済安定とインフラの５点について、それぞれを陸軍部隊の任務に結びつけることを

試み、国務省との連携を図った。 

この作業では、安定化の対象となり得る国を破綻国家、破綻しつつある国家、回復中の国

家、という連続体（スペクトル）としてとらえる考え方が、米国国際開発庁から提案に基づ

いて採用された。スティーブン・レオナード中佐ら野戦教範『安定化作戦』の執筆陣は、執

筆した原稿に対する NGO の意見を聞くため、カンザス州にある諸兵科連合センターからワシ

ントンに足を運んだ。この協議を、米国陸軍平和維持・安定化作戦研究所と米国平和研究所

が支援した。69『安定化作戦』は、米国政府以外の様々な組織とも一致点を見出し、その努

力を統一していく「包括的アプローチ」を理想として掲げているが、まさに有言实行であっ

た。 

野戦教範『安定化作戦』は 2008 年 10 月に採用され、やはり外部の関心が高かったことか

ら、翌年、ミシガン大学出版局から出版された。 

序論を寄稿したデビッドソン氏は、野戦教範『安定化作戦』に様々な任務が包含されてい

る理由は、米国政府が海外派遣できる文官が人員と技能レベルの両面でまだまだ不足してい

るためで、この野戦教範はそうした問題点を政府高官や議会に突きつけている、と陸軍側の

本音を明らかにしている。 

2001 年から 2004 年まで国防副次官補として安定化や平和維持を担当したジョセフ・コリ

ンズ氏によると、米国政府の省庁間の相互協力の意志や、相互の任務に対する理解の面では

進歩が認められるが、实行に必要な人材と予算が適切に配分されていないという。例えばベ

トナム戦争当時、国際開発庁には１万 5000 人のプロが在籍していたが、現在は 2000 人が契

約の管理を主な業務にしている状態だというのである。 

当然のことながら、野戦教範『安定化作戦』が出版されただけでは、米国の他の省庁が力

不足であることに変わりはなく、米軍だけでは安定化も復興もできないことは明らかだった

ので、『安定化作戦』に関わった専門家たちは文民用の教範『安定化と復興の指導原則』の編

纂にも着手していた。こちらは米国平和研究所と米国陸軍平和維持・安定化作戦研究所

（PKSOI）が編纂に取り組み、2009 年 10 月に出版された。指揮を執ったのはコール氏で、執

筆者８人のうち男性は PKSOI のウィリアム・フレイバン教授だけであった。 

米軍には、（１）指導原則（ドクトリン）、（２）それを更新する教訓システム、（３）指導

原則を知識として具体化する計画部門、（４）その知識を広める教育訓練システム、（５）現

場に対する強力な支援、が備わっているが、文官で構成される米国政府のほかの組織にはそ

れがない。この部分を補うことが教範『安定化と復興の指導原則』の目的であった。 

文民向けの『安定化と復興の指導原則』と野戦教範『安定化作戦』に共通の戦略的枠組み

は、安全な環境、法の執行、安定した統治、持続可能な経済、社会的福利、という安定化の

５つの最終目標を目指すものだ。『安定化と復興の指導原則』は、どれを達成するにも、（１）

現地国民の主体性と能力を高めること、（２）政治的対立に対して活動が及ぼす影響を重視す
                                                   
69

Beth Cole, óAn Open Doorô, PKSOI Bulletin 1:1, October 2008, p. 5 によると InterAction（NGOの連合体）, 

World Vision, Mercy Corps, Save the Children, Refugees International, 国際救援委員会, 赤十字国際委員会

が参加した。 
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ること、（３）活動に正当性があること、（４）組織の違いを越えて、関係者の努力が統一さ

れていること、（５）治安が保たれていること、（６）紛争が非暴力化されること、（７）近隣

国との協力が促進されること、という横断的な原則を守りながら進める必要性を指摘してい

る。５つの最終目標、それぞれに固有の必要条件、横断的な７原則、この 3要素を幾何学的

に組み合わせた戦略的枠組みはポスター化され、『安定化と復興の指導原則』の付録にもなっ

ている。『安定化と復興の指導原則』は携行しやすい 240 ページのペーパーバックだが、ミニ

ＣＤ版も頒布されている。 

『安定化と復興の指導原則』は、必要条件を挙げるだけでなく、目標の競合（トレードオ

フ）、知識の隙間、ベストプラクティスを忚用する際の困難、についても詳述している。そう

した要素に関する知見を得るため、執筆陣は世界中から経験に基づいて記された平和構築の

文献資料を集めて検討し、さらに米国、欧州、国連などの機関に赴いて専門家と議論を重ね

た。 

このようにして衆知を集めて進められてきたかに見える米国主導の安定化、特に米軍によ

る安定化作戦だが、数多くの課題が残されていることは明らかだろう。それを理解していれ

ばこそ、米国はさらに教訓をマニュアル化し、柔軟に实行する方法を模索しているが、その

前途は容易なものではない。 
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5-5 なぜ海外派遣の歴史を公刊するのか 

 

 豪州政府は現在、豪州戦争記念館に委託して『豪州の平和維持・人道活動と冷戦後の作戦

に関する公刊戦史』（全５巻）の編纂を進めている。ひとつの国家が、自国の国際平和協力活

動を網羅した歴史書を公刊するのは、世界的にも例のない試みだ。 

 豪州が自国の国際平和協力活動を歴史的に回顧するのはほかでもない。今後の国際平和協

力活動のあり方を改善する目的にとどまらず、税金を投入し、犠牲者を出してまで継続して

きた活動の国家的意義を国民に説明し、理解を深めることを大きな目的としているからであ

る。70 

 豪州でこのような歴史が編纂されるのは、第 1次世界大戦、第２次世界大戦、朝鮮戦争、

東南アジアにおける戦争（『東南アジアにおける 1948〜1975 年の紛争』として刊行）に続き

5 回目で、今回のシリーズは 2010 年から刊行が始まる。『豪州の平和維持・人道活動と冷戦

後の作戦に関する公刊戦史』各巻の仮タイトルと扱われている内容、執筆者は以下の通りだ。
71 

 第１巻『平和への長い探求』は、1947 年のインドネシア以後、冷戦時代を通じて豪州が参

加した PKO を扱っており、豪州国立大学のピーター・ロンディ助教授が執筆中である。第２

巻『豪州と「新世界秩序」―平和維持から平和執行へ、1988〜1998 年』は、1988 から 1991

年にかけて始まった新たな活動について、ひと区切りとなった 1998 年まで追跡する。執筆者

は、このシリーズの編集長で豪州国立大学教授のデビッド・ホーナー氏だ。第３巻『人道的

介入の時代における豪州による平和維持』は、1992 年から始まった南太平洋以外の PKO を扱

っており、豪国防軍士官学校のジョン・コナー准教授と豪州国立大学のボブ・ブリーン研究

員が執筆している。ブリーン氏は第４巻『南太平洋のよき隣人としての豪州の活動、1980〜

2005 年』の執筆者でもある。第５巻『海外緊急援助活動』は、2004 年末のインド洋大津波へ

の救援活動を受けて、災害派遣を対象に追加されたもので、豪州戦争記念館のスティーブン・

ブラード氏が調査と執筆を担当している。 

 このシリーズについては、公刊戦史（オフィシャル・ヒストリー）という国家の記録とし

て内閣が調査と執筆を依頼したもので、執筆者はあらゆる公文書の閲覧を許可されており、

豪州戦争記念館は、記述についても国家の安全保障以外の理由で制限されることはない、と

確約している。72現在も様々な形で関与が続いている 1999 年以降の東ティモール、2001 年以

降のアフガニスタン、2003 年以降のイラクでの活動だけが例外的に調査の対象から外されて

いる。 

 公刊戦史編纂にあたっての豪州の考え方と国際緊急援助活動に関する思想・哲学を知るべ

く、ブラード氏に聞き取りを行なった。ブラード氏は、『豪州の平和維持・人道活動と冷戦後

の作戦に関する公刊戦史』のプロジェクトに参加する前は、堪能な日本語を駆使して太平洋

                                                   
70国際平和協力活動で海外派遣中に死亡した豪州人は、1966年以来 13人。Senate Standing Committee 

on Foreign Affairs, Defence and Trade, Australiaôs Involvement in Peacekeeping Operations, p. 383. 
71
Australian War Memorial, óOfficial History of Peacekeeping, Humanitarian and PostïCold War Operationsô, 

http://www.awm.gov.au/histories/peacekeeping/index.asp . 
72

Idem, óOfficial historiesô, http://www.awm.gov.au/histories/ . 

http://www.awm.gov.au/histories/peacekeeping/index.asp
http://www.awm.gov.au/histories/
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戦争を研究し、豪州戦争記念館と在豪日本大使館が共催する「豪日研究プロジェクト」の運

営に携わっていた。 

 聞き取りを行なった時点で、ブラード氏はシリーズ執筆のために 76 件にのぼる海外への災

害派遣をリストアップしていた。そのうち８件（1963〜1979 年）については、豪国防軍はア

ジアの紛争地域や紛争直後の地域で救援物資と難民の輸送、医療の提供に従事した。 

 豪州の国際緊急援助活動が、制度と能力の面で変化したのは 1980 年代半ばのことである。

ブラード氏は、本土防衛戦略が他の国家からの脅威だけを対象としていた点を「古い安全保

障観に基づくもの」と批判する一方、豪国防軍が災害派遣に適した姿になったのは「小規模

な紛争や事態に備えて機動的な戦力構成に変わったおかげ」と肯定的な評価も下した。 

 制度面では、文民組織が育ったのを受けて、国防省の災害対策部門が 1980 年代半ばに法務

省に移管され、豪州緊急事態管理庁（Emergency Management Australia）として政府を挙げ

た一元的な対忚を調整することになった。この調整の仕組みは「豪州政府海外災害救援計画」

（オース・アシスト・プラン）と呼ばれている。 

 EMA は、平時には国際開発庁の要請に基づいて外国における災害への対忚を計画し、緊急

事態には国防省、外務貿易省、国際開発庁、首相府、財務省の次官級タスクフォースを主宰

することになっている。豪州が南太平洋の安全保障問題に関わり続けてきたことから、政治

家も海外災害派遣について理解的で、しごく当然のことと考えている。 

 このように、政府が縦割りの弊害を克服し、一丸となって海外での活動を推進している姿

は、「平和構築こそ豪州の国益」という戦略思想の表れといえるだろう。 

 ブラード氏は、「軍部は当初、災害派遣や平和維持は軍の本来の任務ではないとして抵抗感

を抱いていたが、政府を挙げた統合運用のもとで経験を積み、それを乗り越えることができ

た。冷戦終結後、広義に解釈されるようになった安全保障分野の拡大に、軍部もようやく追

いついたことになる」という。その流れにあって、豪国防軍は近隣の島嶼国家を災害派遣の

主な対象地域と位置づけ、野戦病院セットや物資を直ちに空輸できる体制にあるが、同時に、

豪州の防災専門家は「文民で可能なことは文民が实行すべき」との共通認識を持っており、

すべてを軍に頼ることには否定的である。 

ブラード氏が手掛けている『豪州の平和維持・人道活動と冷戦後の作戦に関する公刊戦史』

第 5巻の内容は、過去の活動について記述しているだけではない。ブラード氏は、大規模な

災害派遣のケースについては、その成功と失敗についても実観的評価を試みているのだ。評

価のポイントは、災害派遣の効果、効率、復旧・復興の实態、現地の政治状況に対する影響、

相手国と豪州との関係に及ぼす影響、である。海外災害派遣における豪州側の能力、対忚、

組織の変化についてもフォローしている。 

 この公刊戦史の刊行によって、豪州は国民への国際平和協力活動に関する説明責任の面で

も、世界のトップランナーとして歩みを進めることとなった。 
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6 浮き彫りになった日本の課題、豪州に期待される役割 

 

6-1 「軍事組織は防風林」の思想がない日本 

 

 防衛白書2003年版は9頁を費やしてPKO10年の歩みを総括した。1992年からの10年間は、

いわば日本の国際平和協力活動の黎明期ともいうべき時期で、武器使用の規制を大幅に緩和

した転換点ともいうべき国際平和協力法の改正（2001 年）を経て、この時期に国際平和を構

築するための日本の活動の基礎が固まったといえる。 

 

日本の PKO10 年の足跡 

 日本の国際平和協力活動は、1992 年のカンボジア PKO への自衛隊派遣で幕を開けた。PKO10

年の歩みを受け、防衛白書 2003 年版はいわば総括として官房長官の諮問機関「国際平和協力

懇談会」（座長・明石康元国連事務次長）の以下の提言を掲載した。 

「国際平和のためにわが国がより積極的、包括的、弾力的な協力をすることは緊急の課題で

あり、国としての基本業務に位置づけるべきである。そのための制度の見直し及び具体的な

施策の改善・充实を推進するために以下の提言を行なう。(以下、防衛庁・自衛隊関係部分の

み) 

○より柔軟な国際平和協力の实施に向けての早急な法整備 

・ PKO参加5原則に関し、そもそも停戦合意や受入れ同意が意味をなさない場合、例えば国

連安保理決議をもって参加を可能とする。 

・ 国際平和協力業務において、「警護任務」「任務遂行を实力をもって妨げる試みに対す

る武器使用(いわゆるBタイプ)」を可能とする。 

・ 国連平和維持活動の機動的展開を目的とする国連待機制度への参加を实現する」 

 

 防衛白書 2003 年版によれば、カンボジアにおいて自衛隊は以下のように活動した。 

「92年年9月から实施された、国連カンボジア暫定機構(UNTAC:United Nations Transitional 

Authority in Cambodia)による国連平和維持活動への参加は、わが国の国際平和への取組に

対する新しい時代の幕開けであった。カンボジアには、自衛隊が施設部隊と停戦監視要員を

派遣したほか、文民警察要員と選挙要員も派遣された。 

 陸上自衛隊で編成された第1次カンボジア派遣施設大隊600名は、タケオに宿営し、約6カ月

間の業務に従事した。その業務は、内戦などで荒廃した国道2号線と3号線などの道路・橋の

修理のほか、UNTACを構成する部門への給水、給油、給食、医療、宿泊施設の提供や物資の輸

送、保管などであった。 

 施設大隊の修理实績として、道路は延べ約100km、橋は約40カ所に及んだ。施設大隊からは、

連絡幹部がUNTAC司令部に派遣され、同司令部との連絡・調整や情報収集を行った。 

 また、海上・航空自衛隊は、施設大隊の業務を支援するため、派遣・撤収時の輸送などの

支援のほか、大隊の派遣期間中は、継続的な補給支援を行った。その实績は、海上自衛隊が、

輸送艦・補給艦延べ6隻(車両23両などを輸送)、航空自衛隊が輸送機延べ59機、空輸人員約400

http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2003/2003/html/ryakugo.html#UNTAC
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名、空輸物資440トンに及んだほか、海上自衛隊は施設大隊の宿泊・給食などの支援を实施し

た。 

 この間、カンボジアでの制憲議会選挙に向けて、同国内の緊張が高まる中、わが国から派

遣されたUNTAC要員に犠牲者が発生した。このため、施設大隊は、選挙期間中、道路・橋など

の修理の業務を遂行する上で必要な情報収集の一環として、地域情勢に関する情報などの交

換を行なうとともに、食糧・水などの生活関連物資を選挙要員に輸送することとした。 

 第2次隊も第1次隊と同規模で派遣され、この活動は93年9月まで続けられた」 

 

 自衛隊のカンボジア派遣の根拠となった国際平和協力法は、ペルシャ湾への掃海部隊派遣

（1991年）を受けて制定された。冷戦後の国際環境において、国連平和維持活動がその重要

性を高めたことから、日本においても国際平和協力を行なうことが国民的課題となり、1992

年6月、成立した。 

 国会審議の過程での主な論点は（１）自衛隊の国連平和維持活動への参加は、憲法が禁じ

る「武力の行使」にあたらないか、（２）自衛隊による派遣部隊に対する国連の現地司令官が

有する権限と防衛庁長官による指揮権との関係はどうなるのか、（３）自衛隊の海外派遣に対

する近隣諸国の理解は得られるか、の３点だった。 

 

 また、国際平和協力法制定時に課題とされたのは以下の３点だった。 

 （１）平和維持隊(PKF:Peacekeeping Forces)本体業務の凍結 

 自衛隊の部隊による平和維持隊本体業務については、内外の一層の理解と支持を得ること

が必要とされ、あらためて法律で定めるまでの間は实施しないこととなった。 

 PKFの本体業務とは、1)武力紛争の停止の遵守状況、軍隊の再配置・撤退、武装解除の監視、

2)緩衝地帯などにおける駐留、巡回、3)武器の搬入・搬出の検査、確認、4)放棄された武器

の収集、保管、処分、5)紛争当事者が行なう停戦線などの境界線の設定の援助、6)紛争当事

者間の捕虜交換の援助、を指す。 

 （２）自衛隊法における、国際平和協力業務への参加の取扱い 

 国際平和協力業務は、自衛隊法第8章(雑則)に規定されている他の業務と同様、付随的任務

として位置付けられた。 

 （３）国連平和維持活動に参加する組織のあり方 

 国連平和維持活動には、自衛隊の本来任務である日本国の防衛にはない専門的な部分があ

り、自衛隊とは別の組織を設置すべき、自衛隊内に専門組織を設置すべき、などの議論があ

った。 前者については、自己完結的な能力を持つ自衛隊の活用が適当と考えられ、後者に

ついては、自衛隊がどのような形で業務を行なうのが適切であるのか、組織面も含め課題と

して十分に検討すべきとされた。 

 

PKO５原則 

 PKO参加５原則（国連平和維持隊への参加にあたっての基本方針）は、いまでこそ国際平和

協力活動を制約するものとして邪魔もの扱いされることもあるが、当時はカンボジアPKOに自

http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2003/2003/html/ryakugo.html#PKF
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衛隊を派遣するための、国際社会との間の「誓約書」あるいは「通行手形」のような役割を

果たしたのだった。 

（１）紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること 

（２）当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動  

および当該平和維持隊へのわが国の参加に同意していること 

（３）当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること 

（４）上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、わが国から参加した部

隊は撤収することができること 

（５）武器の使用は、要員の生命などの防護のために必要な最小限度のものに限られること 

 

国際平和協力法の改正 

 そのように様々な制約を内包した国際平和協力法だったが、まず1998年、それまで個々の

隊員の判断によるものとされていた武器使用について、生命や身体に対する侵害または危険

が切迫し、上官の命令を受けることができない場合を除き、武器の使用は上官の命令による、

とする武器使用規定の改正が行われた。 

 さらに2001年11月、平和維持隊本体業務への部隊参加の凍結解除を含む国際平和協力法改

正案が成立した。日本の国際平和協力活動への意欲を示すメルクマール、あるいは一大転換

点とも言うべき出来事だった。主な改正点は以下の通り。 

（１）PKF本体業務の凍結解除 

医療、輸送、通信、建設などの後方支援業務に加え、自衛隊の部隊による武装解除の監視、

緩衝地帯などでの駐留・巡回、検問、放棄された武器の処分などの凍結が解除された。 

（２）武器の使用規定の改正 

武器を使用して防衛できる対象として「共に行動している他の隊員や職務に伴って管理下に

入った者」が追加され、また、派遣先国で自衛隊法第95条に基づく「自衛隊の武器などの防

護のための武器の使用」が可能となった。 

 

人員・装備の拡充 

 国際平和協力法の整備に伴い、派遣される人員・装備についても大きな前進が見られた。 

人員については、（１）幹部自衛官などへの教育課目に国際平和協力業務を新設、（２）PKO

の経験が豊かな北欧諸国などの教育機関での研修に派遣候補の幹部自衛官を派遣、（３）幹部

自衛官などに英語能力検定の機会を与える、（４）PKOをテーマとした安全保障協議、国外訓

練に積極参加し、知識とノウハウを吸収する、（５）現地司令部との緊密な意思疎通を行なう

司令部要員を派遣、（６）隊員が活動に専念できるよう、留守家族への支援業務(留守業務)

の充实、などの取り組みが進められた。 

 装備についても、現地での生活に必要な野外炊具、浄水セット、天幕など、医療活動に必

要な各種の器材、野外手術システムの性能向上が図られ、国際平和協力業務に投入できる体

制が整えられた。 
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国連PKO局への自衛官の派遣 

 国連本部との連携も密になった。2000年、国連平和活動検討パネルは平和維持活動支援能

力を強化するため平和維持活動局(国連PKO局)の職員の増員を勧告した。これを受けて、日本

政府も2001年11月、防衛庁派遣職員処遇法を改正、陸上自衛官1名が国連PKO局軍事部軍事計

画課に派遣された。派遣された陸上自衛官は、国連平和維持活動の方針や計画の策定などの

業務に従事している。 

 

日本国民の意識は大きく変わった 

 自衛隊の国際平和協力活動への取り組みが進むほどに、日本国民の意識も大きく変化した。

内閣府が３年ごとに行っている「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」によれば、カンボジ

ア派遣の翌年にあたる1993年度は、「今後の国連平和維持活動への参加」について「賛成」「ど

ちらかといえば賛成」が48％だったのに対し、「反対」「どちらかといえば反対」が31％だっ

た。それが同時多発テロ翌年の2002年には、「賛成」「どちらかといえば賛成」が70％と大幅

に増え、「反対」「どちらかといえば反対」は13％にとどまった。 

 このような日本の世論を受けて、防衛白書2003年版は高らかに宠言する。 

「今や、自衛隊の国際平和協力は国民から十分に理解され、かつ期待されている活動であり、

自衛隊の主要な活動の一つになったといえる」 

「自衛隊の国際平和協力への取組は、いわゆる「若葉マーク」を卒業する時期に来たといえ

る」 

 

 カンボジア派遣に始まる自衛隊の国際平和協力活動については、防衛白書2009年版の【図

表Ⅲ−3−1−7】を参照していただきたい。 
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国際緊急援助活動への取り組み 

 自衛隊の活動にあって、国際平和協力活動とならび国際的に高い評価を受けているものに

国際緊急援助活動がある。 

 日本は、1987年の「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(国際緊急援助隊法)の施行以来、

海外、特に開発途上地域で大規模な災害が発生した場合、被災国政府などの要請に忚じ、国

際協力事業団などを通じて国際緊急援助活動を行ってきた。 

 自衛隊については1992年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動

やそのための人員などの輸送を行なうことが可能となった。 

 自衛隊が行なう国際緊急援助活動は、これまでの国内での各種災害派遣の实績から見て、

（１）忚急治療、防疫などの医療活動、（２）ヘリコプターなどによる物資、患者、要員など

の輸送活動、（３）浄水装置を活用した給水活動、（４）自衛隊の輸送機・輸送艦などによる

人員・資器材の被災地までの輸送、などが中心とされてきた。 

 陸上自衛隊は、医療、輸送や給水活動を自己完結的に行なえるよう、5個方面隊が6カ月ご

とに持ち回りで任務に対忚できる態勢を、海上自衛隊は自衛艦隊が、航空自衛隊は航空支援

集団などが、国際緊急援助活動を行なう部隊や補給品などの輸送ができる態勢をとってきた。 

これまでの自衛隊による国際緊急援助活動などは防衛白書2009年版の【図表Ⅲ—3—1—12】を参

照していただきたい。 
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カンボジアの教訓（１）  民間より安全な場所で道路工事 

 日本のPKO参加は湾岸戦争直後の1992年、「とにかくカンボジアだけは」の掛け声のもと、

自衛隊派遣の議論が始まった。派遣しなければ国際貢献の姿勢を問われかねず、肩身も狭い。

一方、周辺アジア諸国の不信の目もある。その結果、歩兵が主力となるPKFについて「本体業

務参加凍結」という便法を採用、派遣する人員も「周辺諸国が警戒せず、業務に支障が出な

い範囲」という奇妙な論理で2000人規模と決められた。 

 ところが、このカンボジア派遣で厄介な問題が発覚し、日本の国際平和協力活動のあり方

に疑問が投げかけられた。なんと、自衛隊の活動区域よりさらに危険が伴うとされる場所、

つまりポルポト派の支配地域に近接した場所で、自衛隊の施設部隊と同じ道路や橋の補修・

整備作業を日本の民間企業が行なう計画が発覚したのである。 

 その計画によれば、日本企業は国道6A号線（2号線、3号線よりポルポト派支配地域に近い）

の道路整備を行なうというもので、外務省経済協力局無償資金協力課が窓口となり、政府開

発援助（ODA）を使う方向で検討が進められた。 

 結果的には、自衛隊派遣期間中にこの計画が实行に移されることはなかったが、施設部隊

による道路や橋の補修・整備をカンボジアにおける「自衛隊にしかできない任務」と位置づ

けて派遣を推進してきた政府見解を真っ向から否定する動きだった。 

 この問題の背後には、外務省内においてすら国際平和協力活動経の意思統一が不在だった

当時の实情が横たわっていた。それまで、日本外交の主流は外務省経済協力局を中心とする

援助外交だったが、何が何でも自衛隊をPKOに派遣して日本の発言力を高めようとする強硬派

が自民党の实力者を巻き込み、カンボジア派遣が实現することになった。自衛隊よりポルポ

ト派支配地域に近い場所での民間企業による事業は、援助外交グループによる巻き返しだっ

たのである。 

 

カンボジアの教訓（２）  航空部隊も地雷処理もだめ 

 ほとんど知られていないことだが、1992年4月中旪、PKO論議が具体的に動きだした段階で、

日本のカンボジアPKOにおける選択肢として、施設部隊とともに航空部隊の派遣が有力視され

ていた。その理由は、陸上自衛隊の航空部隊は当時既に約400機のヘリコプターを有する世界

有数の「陸軍航空部隊」であり、カンボジアでは地図作成のための航空測量から通常の輸送、

交通、急患輸送まで、航空部隊に期待される役割はきわめて大きかったからだ。 

 この点については私自身、92年6月中旪に来日した明石康UNTAC特別代表とも意見が一致し

た。ところが、「航空部隊は目立つし、ベトナム戦争を扱った映画”地獄の黙示録”や”プラ

トーン”の武装ヘリを連想させてイメージがよくない。それに施設部隊と両方だと、人数も

2000人という上限を超えてしまう」という、まことに官僚らしい「事なかれ主義」で、航空

部隊派遣計画はおクラ入りするハメになってしまった。 航空部隊だけではない。当時、カ

ンボジアには500万個の地雷が残されているとされ、この除去も陸上自衛隊の施設部隊に期待

されたのだが、「地雷除去作業で事故が起きたら、日本の世論がPKO任務への自衛隊派遣に反

対するようになる」との理由で採用されなかった。航空部隊の派遣や地雷の除去作業こそ、

「自衛隊にしかできない任務」だったのにである。 
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 その結果が、「民間より安全な場所で道路工事を行なう軍隊（自衛隊）」という、笑うに笑

えないブラック・ユーモアであった。 

 

ルワンダ難民救援の教訓  装備する機関銃は１挺か２挺か 

 1994年9月、ルワンダ内戦で発生した大量の難民を救援するため、ルワンダ難民救援隊(陸

上自衛隊主体で編成)260人をアフリカのザイール(当時)に派遣、航空自衛隊で編成された空

輸派遣隊118人は、ケニアのナイロビを拠点に空輸業務を行った。 

 ルワンダ難民救援隊は、医療についてコレラやマラリアなど日本では経験が乏しい疾病を

相手に、緊急時の夜間診療を含む1日平均30人以上、延べ約2,100人の外来患者の診療や約70

件の手術を行った。防疫活動では難民キャンプのトイレなどの防疫、防疫用薬剤の輸送、マ

ラリア予防やしらみ駆除の普及教育などを、給水については1日平均約1,200トン、計約7万ト

ンの難民用の給水活動を实施した。 

 空輸派遣隊は、C-130H輸送機によりナイロビとゴマの間で、救援隊の隊員や補給物資、UNHCR

やNGOなどの要員や物資の空輸を实施、片道約1,000kmの距離をほぼ毎日、合計98便運航し、

輸送人員は延べ約3,400人、輸送貨物は計約510トンに達した。この活動は同年12月まで続け

られた。 

 大量虐殺のニュースが世界を震撼させたルワンダ内戦である。ルワンダ難民救援隊を取り

巻く治安環境も厳しいものだった。防衛白書2003年版はPKO10年を回顧するなかで次のように

記している。 

「現地の治安状況が憂慮されたことから、隊員の安全確保に万全を期すため、警備について

ザイール軍の支援を受けたほか、部隊は必要に忚じ武器を携行し、防弾チョッキや鉄帽を着

用して行動した。さらに、銃声の聞こえない夜はほとんどないという状況の下、宿営地内で

は、土のう積みなどの所要の警備措置を講じた」（防衛白書2003年版） 

 それにもかかわらず、国会ではルワンダ難民救援隊が装備する機関銃を１挺にすべきか，2

挺にすべきかという議論が大まじめに行われ、世界を呆れさせた。 

 周知のように、機関銃は連射や短連射という連続発射が行われて初めて敵の制圧が可能に

なる。その一方、弾詰まりなどの故障も起こりやすい兵器である。１挺が故障したときスペ

アの機関銃がなければ、派遣部隊が虐殺の対象にさえなりかねない。 

 そんな基礎知識さえ備えていない世論を説得しつつ、日本の国際平和協力活動は船出した

のである。 

 

21 世紀日本の国際平和協力活動  問われる戦略性と思想性 

 これまで述べてきたように、日本の国際平和協力活動はペルシャ湾での機雷掃海とカンボ

ジアPKOから始まり、モザンビーク、ルワンダ、ゴラン、東ティモール、アフガン、東ティモ

ール、イラク、ネパール、スーダンと实績を重ねてきた。国連PKO局にも自衛官を派遣するに

至った。 
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 国際緊急援助隊としても、ホンジュラス、トルコ、インド、イラン、インドネシア（スマ

トラ）、ロシア（カムチャッカ）、パキスタン、インドネシア（ジャワ）、ハイチに足跡を記し

てきた。 

 なかでも特筆されるべきは、テロとの戦いとイラク復興支援だろう。このステップを踏む

ことによって、日本の国際平和協力活動が備えるべき戦略性や思想性が明らかになっていっ

たからである。 

 

テロとの戦い 

 海上自衛隊は同時多発テロ直後の2001年12月から、インド洋において米国、英国、フラン

ス、ドイツ、パキスタンなど、テロ対策海上阻止活動を行っている各国艦艇に対する洋上補

給支援活動を行ってきた。 

 活動の内訳は、艦船用燃料、艦艇搭載ヘリコプター用燃料および水の補給で、この補給活

動により、各国艦艇は燃料補給のために寄港することなく活動を継続できることから、国際

社会から高い評価を受けてきた。国連安全保障理事会決議第1776号（2007年9月）、第1833号

（2008年9月）において、この海上阻止活動を含む不朽の自由作戦への多くの国の貢献に対し

て評価が表明された。 

 約6年にわたりテロ対策特措法に基づき实施された日本の洋上補給活動は、同法の失効

（2007年11月）によって中断することになったが、補給支援特措法の成立（2008年1月）を受

けて再開された。しかし、2009年9月に発足した民主党の鳩山由紀夫内閣は補給支援特措法の

期限である2010年1月15日以降の活動の延長は行わないことを表明、インド洋に展開していた

海上自衛隊の部隊は撤収した。 

 2001年11月から活動終了時まで、海上自衛隊は延べ人員13300人、補給艦延べ27隻、護衛艦

延べ44隻、その他2隻を派遣。補給対象国は12カ国（米国、英国、フランス、ドイツ、パキス

タン、カナダ、ニュージーランド、オランダ、イタリア、スペイン、ギリシャ、デンマーク）、

補給回数は艦船用燃料939回（51万キロリットル）、艦艇搭載ヘリコプター用燃料85回（1200

キロリットル）、水195回（11000トン）にのぼった。 

 

イラク復興支援 

 自衛隊は2003年12月から、イラク特措法に基づく医療、給水、学校・道路など公共施設の

復旧・整備と人道復興支援物資などの輸送を行ない、イラクの自主的な国家再建に対する支

援活動を行った。 

 ムサンナ県に派遣された陸上自衛隊は、2004年1月から2006年6月までの2年半、陸上自衛隊

の部隊、国連、多国籍軍への空輸支援を行ってきた航空自衛隊は2003年12月から2008年11月

までの5年間にわたり活動した。 

 活動の内容と实績は資料49（防衛白書2009年版）を参照していただきたいが、航空自衛隊

の輸送实績は、輸送回数821回、輸送人員約4万6,500人、輸送物資重量約673トンにのぼった。 

防衛白書2009年版は、次のように自己評価（自讃）している。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB%E5%86%85%E9%96%A3
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「自衛隊による人的貢献と政府開発援助による支援は、「車の両輪」として進められ、イラク

の民主的な政府の樹立、治安状況の改善、イラク人自身の手による自立的な復興の進展など、

目に見える成果が得られ、また、イラクをはじめとする国際社会から高い評価を得た。 

 自衛隊による活動が、イラク国家の再建に寄与することができたこと、また、イラクにお

ける国際社会による取組の中で、自衛隊が各国から信頼される形で一定の役割を果たすこと

ができたことは、平素からの訓練の成果を生かして、自衛隊が国際平和協力活動を着实に行

ってきた結果であると考えている」 

 しかしながら、自衛隊による復興支援活動に欠かせないムサンナ県の警備・治安維持任務

は日本の国内事情により自衛隊の任務に含まれておらず、多国籍軍参加国の協力を仰がなけ

ればならなかった。最初にオランダ、次に英国、そして豪州の陸軍が同県の警備・治安維持

任務を担当した。豪州はサダム・フセイン政権との戦争（イラク戦争）の後、2003年のうち

にイラクからほとんどの兵力を引き揚げていたが、2005年2月、日本の復興支援活動を支え、

同時に、イラク治安部隊を訓練する目的で、再び派兵することを決めた。豪国防軍のアル・

ムサンナ任務群は歩兵中隊、騎兵（装甲車）中隊、支援中隊など約450人で編成され、2005

年4月から3次にわたって派遣された。同任務群は陸上自衛隊が撤収した後、2006年7月に隣の

ジーカール県に移り、「西部監視戦闘群」として2008年6月まで駐留した。 

 このように豪国防軍との協力によってイラクで得られた経験を受けて、スーダン、ネパー

ルでの自衛隊の活動は洗練されたものになっていき、エジプトにあるPKO訓練センターに上級

メンターを送るまでになる。 

 

 

 

 



 69 

スーダンPKO 

 日本政府は2005年10月24日、国連スーダン・ミッション(UNMIS：United Nations Mission In 

Sudan)の司令部要員として自衛官2人、在スーダン日本国大使館に防衛駐在官として自衛官1

人を派遣した。UNMISは、スーダン政府とスーダン人民解放運動が南北包括和平合意(CPA：

Comprehensive Peace Agreement)に署名したことを受けて設立され、CPA履行支援、停戦監視

などを行っている。UNMISは、停戦監視などを行なう軍事部門に加え、選挙支援や人道支援調

整を行なう文民部門を有し、約1万人近くにのぼる大規模な国連平和維持活動である。日本の

派遣隊員は、スーダンの首都ハルツームにあるUNMIS司令部の軍事部門司令部・兵站計画审に

おいて兵站全般の調整に当たる「兵站幕僚」、国連事務総長特別代表审・情報分析审において

データベースの管理に当たる「情報幕僚」として勤務している。 

 

ネパール政治ミッション 

 また、2007年3月には国連ネパール政治ミッション(UNMIN：United Nations Mission In 

Nepal)に陸上自衛官6人が派遣された。UNMINは、内戦状態にあったネパール政府とマオイス

ト(ネパール共産党毛沢東主義派)が2006年11月、新政府誕生を受けた包括和平に合意が成立

し、ネパール政府からの要請と国連事務総長勧告により、2007年1月、設置された。2008年3

月には第2次軍事監視要員6人が第1次要員と、2009年3月には第3次軍事監視要員6人が第2次要

員と交代し、引き続き軍事監視任務を継続している。さらに、現地関係機関などと連絡調整・

情報収集を行なうため、防衛省と内閣府国際平和協力本部から連絡調整要員を2名ずつ派遣し

ている。派遣隊員は、7カ所のマオイスト・キャンプおよびネパール国軍の兵舎において、武

器および兵士の管理の監視などを行っている。 

 

エジプトのPKOセンターへ講師派遣 

 それまで16年間にわたる日本の国際平和協力活動の蓄積は、2008年11月、アフリカ紛争解

決平和維持訓練カイロ地域センター(CCCPA：Cairo Regional Center for Training on Conflict 

Resolution and Peacekeeping in Africa 通称エジプトPKOセンター)に陸上自衛官2人を講

師として派遣するまでになった。 

 国際平和協力活動の現場における現地住民との関係構築の重要性について講義を行ったが、

イラクにおける人道復興支援活動での経験や国内外の災害救援活動を通じて得た教訓に基づ

く具体的な事例研究を講義に取り入れることなどにより、軍民協力に関する知識を持たない

受講者にも理解できるよう工夫した点に関し、CCCPA関係者や受講者から高い評価を受けた。 

これに続き、2009年5月にはCCCPAに陸上自衛官1人（将官）を講師（上級メンター）として派

遣、アフリカ諸国の軍人などが参加する平和維持活動の机上演習の教官として、指導、助言

を行った。2010年5月には、女性自衛官が講師として派遣され、イラクや東ティモールでの自

衛隊の活動を紹介した。 
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整備が進む派遣能力 

 日本の国際平和協力活動において特筆されるべきは、2007年3月の陸上自衛隊中央即忚集団

（CRF；Central Readiness Force）の創設だろう。 

 中央即忚集団は4200人。第1空挺団、中央即忚連隊、中央特殊武器防護隊、第1ヘリコプタ

ー団などから編成され、ゲリラや特殊部隊による攻撃などに迅速に対処する部隊である。国

際平和協力活動のための教育訓練を行なうための国際活動教育隊を備え、2008年8〜9月には

航空自衛隊航空支援集団の協力のもと、国際平和協力活動に関する中央即忚集団演習を行な

い、即忚性の向上を図った。 

 2010年3月には、統合幕僚学校に国際平和協力センターが設置され、自衛隊員、関係省庁、

関係者などに対する国際平和協力に関する教育や、自衛隊の国際平和協力活動の広報を行っ

ている。2010年1月のハイチ地震では、第1陣として中央即忚連隊が投入された。 

 

装備面の整備 

 装備面でも国際平和協力活動を遂行する能力の整備が進められている。 

 陸上自衛隊は、防弾ガラスやランフラットタイヤなどを装備した車両や、インフラ未整備

地域の活動を支える大容量発電機などを装備、輸送ヘリコプター(CH-47)のエンジン能力向上

などを推進して、务悪な環境のもとでの活動に備えている。海上自衛隊は、海外でのヘリコ

プター運用の基盤である輸送艦とヘリコプター搭載護衛艦を装備するとともに、固定翼哨戒

機を海外で効果的に運用するための海上航空作戦指揮統制システムの可搬化と機動運用に関

する運用研究などを推進している。航空自衛隊は、多様な環境下で航空機と地上との指揮通

信機能を保持するため、航空機用衛星電話などの整備を推進している。 

 

メンタルヘルスケア 

 海外に派遣される隊員が心身ともに健康で、安心して職務に専念できるよう、防衛省・自

衛隊は隊員と留守家族の精神的不安を緩和する対策を講じている。テレビ電話やビデオレタ

ーの交換などにより派遣隊員と家族のコミュニケーションを図り、また、家族説明会などを

通じた情報提供や、家族支援センター・家族相談审などの相談窓口も設置している。 

 メンタルヘルスケアにも気を配り、派遣前の隊員にストレスの軽減に必要な知識を与える

ための講習を行ない、現地にはカウンセリング教育を受けた隊員を配置している。状況に忚

じて本国からの専門的知識を持つ医官などの派遣や帰国治療をさせる態勢も整えている。 

 

一般法制定に向けた動き 

 自衛隊の国際平和協力活動への派遣が实績を積むほどに、国会でも一般法（恒久法）制定

の必要性が議論されるようになった。これまで日本は、必要に忚じて特別措置法を制定して

個別に対忚してきたが、即忚性が求められる事態への対忚に問題があり、また、国際平和協

力活動について常に「アテにできる国」であることを示すことが日本の国益に適うことから

も、活発に議論が行われるようになった。 
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 2006年8月には、自由民主党の防衛政策検討小委員会で「国際平和協力法案」が党内論議の

ための案として了承され、さらに2008年6月には、与党（自民党・公明党）の国際平和協力の

一般法に関するプロジェクトチームが中間報告をまとめた。 

 与党プロジェクトチームの会合では、一般法制定の検討にあたっては現行憲法の範囲内と

することとし、国会承認など文民統制の確保について、基本的に合意した。中間報告では、

停戦監視や人道復興支援などに加え、新たに警護任務を付与するか否か、国連決議のない場

合の国際平和協力活動などの項目について、引き続き協議することとされた。 

 

ハイチ PKO 

 そうした日本の国際平和協力活動の一定の成熟ぶりを示したのが、2010年１月、大地震に

見舞われたハイチへの派遣だった。それまで命令から出発まで２カ月を要していたのを、国

連の正式要請から８日後、命令が出た翌日には出発したのである。 

 これほどの迅速な対忚が可能になったのは、CRFの整備が進み、即時投入が可能になってい

たことのほか、イラク復興支援で最初の部隊指揮官を務めた番匠幸一郎陸将補が陸上幕僚監

部防衛部長の要職にあったという、きわめて属人的な要素も見逃せない。 

 日本がハイチ派遣に全力を挙げた背景には、インド洋での給油活動からの撤退によって浴

びせられる国際的な冷たい視線を可能な限り和らげたいとの思惑があり、土木機材の緊急輸

送のためウクライナから巨人輸送機アントノフ225と同124をチャーターするほどの思い切っ

た予算措置も講じられた。日本の国際平和協力活動は、一定の成熟段階に達したと言ってよ

い。 

 ハイチでは2000年の選挙をめぐって情勢が悪化。アリスティッド前大統領に反対する暴徒

や組織犯罪集団などによる政治的・社会的混乱が生じたため、2004年6月、国連ハイチ安定化

ミッション（MINUSTAH）が設立された。 

 MINUSTAHには47カ国から約9000人（軍事要員約7000人、警察要員約2000人）、国内外より計

約1900人の文民、国連ボランティアが参加。① 安全かつ安定的な環境の確保（警察・沿岸警

備隊への支援など）、② 政治プロセス支援（選挙の支援など）、③ 人権（人権促進・人道状

況の監視、報告など）を任務としていた。 

 そこに2010年1月12日（日本時間1月13日）、マグニチュード7.0の大地震が発生した。死者

22万2570人、負傷者31万928人、行方不明者869人、被害総額は77億5000万ドル余（3月の復興

支援会合発表）とされ、MINUSTAHのエディ・アナビ（Hédi Annabi）代表とルイス・カルロス・

ダ・コスタ（Luiz Carlos da Costa）副代表、ダグ・コーツ（Doug Coates）警察本部長代理

が死亡した。 

 日本政府は1月16日から国際緊急援助隊25人をレオガン市（首都ポルトープランスから西方

約40キロ）で活動させ（1月26日まで）、さらに1月23日から陸上自衛隊第13旅団の国際緊急医

療援助隊（約100人）をレオガン市で活動させた（2月13日までに2954人を手当て）。この時期、

航空自衛隊も1月17日から2月6日まで国際協力機構（JICA）の国際緊急医療チームをはじめと

する空輸支援を行った。 

http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9di_Annabi
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 事態の緊急性から、陸上自衛隊を主体とする日本の派遣部隊は以下のように部隊を投入し

た。国連も2週間以内の展開を求めていた。長期間の活動に対する持久力を求められる自衛隊

のような軍事組織は、基本的に鈍重である。それがハイチ地震ではフットワークのよさを際

立たせた。地震発生からの国連と日本政府の動きと対比してみると、いかに迅速に行動した

かわかる。 

1月13日 ハイチで大地震発生 

1月19日 国連安保理決議1908によりMINUSTAHの増員が決定、各国に部隊派遣を要請 

1月25日 国連事務局に対し自衛隊施設部隊の派遣の用意があると意思表明、防衛大臣より

各幕僚長等に準備を指示 

1月27日 ３人の調査チーム（内閣府PKO事務局１人を含む）を派遣 

1月29日 国連事務局より自衛隊施設部隊の派遣について正式要請 

2月5日 「ハイチ国際平和協力業務实施計画」等について閣議決定、「ハイチ国際平和協力

業務の实施に関する自衛隊行動命令」を発出 

 これを受けて、陸上自衛隊は翌2月6日夜、政府専用機などで第1陣約160人を出発させた（2

月6日夜（現地時間）、米国フロリダ州に到着）。この第1陣は2月7日午前（現地時間）、航空自

衛隊C-130H輸送機で34人がポルトープランス到着、残りの隊員も、順次、ポルトープランス

入りした。陸上自衛隊では、まず緊急展開が可能な中央即忚集団の要員（約200人）を１次要

員として派遣。１次要員は現地到着後速やかに施設活動を開始しつつ、宿営地の造成を实施

するという構想で臨んだ。 

 土木機械の第1陣は2月9日夜、民間輸送機（アントノフ124）で成田を出発。２月11日にド

ミニカ共和国到着後、陸路でハイチ入りした。残りの重機なども民間輸送機（アントノフ225）

で輸送した。 

 活動の主力となる2次要員を出す北部方面隊では、装備の緊急整備などにより準備期間を短

縮。輸送機・民間船舶のチャーターにより、命令発出後約1カ月あまりで現地に向けて出発、

順次１次要員と交代しつつ本格的な施設活動に入った。 

 派遣されたのは、施設部隊（工兵）約350人 （うち国連要員約190人、自隊支援要員160人）、

と車両約150両で、護身用武器（拳銃・小銃・機関銃）を携行した。 

 活動内容は、ポルトープランス周辺における瓦礫除去、被災民キャンプ建設用地の整地、

道路補修、軽易な施設建設など。活動期間は2010年2月5日から11月30日までである。 

 陸上自衛隊の派遣部隊を支援するため、海上自衛隊輸送部隊（約540人） 輸送艦1隻、補給

艦1隻、護衛艦1隻、航空自衛隊輸送部隊（約200人）C-130H2機、U-4多用途機1機、KC-767空

中給油機1機、政府専用機1機が投入された。 

 

スーダンへのヘリ派遣を断念 

 しかしながら、これほどまでに進化した日本の国際平和協力活動にも課題は数多く残され

ている。それを象徴的に示したのは、スーダンへのヘリ部隊派遣を断念した一件だろう。 
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 国連スーダン派遣団（UNMIS）への自衛隊部隊派遣について、日本政府は2010年7月13日、

「部隊の現地への展開やヘリの運用上の困難が極めて大きく、総合的判断の結果見合わせる

ことにした」と派遣断念を表明した。 

 スーダン南部に展開する国連平和維持活動（PKO）への部隊派遣は、インド洋での海上自衛

隊補給活動打ち切りなどで縮小した自衛隊の国際貢献活動の新たな貢献策として、民主党政

権発足直後から検討されてきた。 

 しかし、派遣が期待された大型輸送ヘリは防弾対策も不十分で地上からの攻撃に弱く、し

かも、現行のPKO協力法で危害射撃が認められるのは正当防衛・緊急避難時に限られ、敵の一

撃を受けるまで忚戦は困難とあって、陸上自衛隊は民主党政権発足直後の2009年秋の段階か

ら派遣に慎重だった。 

 

ソマリア沖海賊対処 

 日本の国際平和協力活動の一環として、海賊対処にも触れておく必要があるだろう。 

2000年代後半に入って、ソマリア沖アデン湾海域での機関銃やロケット・ランチャーなどで

武装した海賊による犯罪が多発するようになった。 

 EUは、2008年12月、海賊対処のためのアタランタ作戦を開始、WFP(World Food Program 世

界食糧計画)船舶の護衛や海域の警戒を实施、NATOも2009年3月、海賊対策作戦を再開した。 

 この海域の海賊対策には、これまで米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、

ギリシャ、デンマーク、ロシア、インド、中国、韓国、マレーシア、シンガポール、サウジ

アラビア、トルコ、イエメン、ケニアなどが海軍艦艇などを派遣している。 

 ソマリア沖アデン湾海域は、年間約2,000隻の関係船舶が通航するなど、日本にとって欧州

や中東と東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たり、政府は2009年3月13日、新法の整

備までの忚急措置として、自衛隊法第82条の規定により、閣議決定に基づく内閣総理大臣の

承認を得て海上警備行動を発令した。 

 護衛艦2隻(「さざなみ」「さみだれ」)に続き、2機のP-3Cが派遣され、強制力の行使をとも

なわない行為として、指向性大音響発生装置(LRAD：Long Range Acoustic Device)による呼

びかけ、艦載ヘリコプターによる状況確認などの対忚を行っている。 

 2009年6月、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」が成立し、日本とか

かわりのない外国船舶の防護、民間船舶に接近するなどの海賊行為を行っている船舶を停止

させるための武器の使用が可能となった。 

 ジブチに派遣した航空隊は、護衛艦と哨戒機からなる海上自衛隊だけでなく、P3C哨戒機の

警備を行なう陸上自衛隊、C-130HやU-4からなる空輸隊で整備器材などの輸送を行なう航空自

衛隊が含まれ、海外に派遣する部隊としては初めて統合部隊として編成されている。また、

護衛艦には海賊の逮捕、取り調べなどの司法警察活動を行なうため、海上保安官8人が同乗し

ている。 

 さらに政府は2010年7月、ジブチ空港に隊舎などの活動拠点を整備する工事に着工した。そ

れまでは駐機場から離れた米軍施設に間借りしており、自前の活動拠点を確保することで長
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期駐留を可能とする方針。また、海上自衛隊の補給艦を新たに派遣する方向で、海賊対処法

が規定していない他国艦船への給油を可能にする法案の検討に入った。 

 

国際緊急援助活動 

 国際緊急援助活動についても、国際平和協力活動の成熟とともに实績を重ねている（図表

Ⅲ-3-1-12 参照）。 

 自衛隊は、（１）忚急治療、防疫活動などの医療活動、（２）ヘリコプターなどによる物資、

患者、要員などの輸送活動、（３）浄水装置を活用した給水活動、（４）輸送機・輸送艦など

による人員や機材の輸送活動など、国際緊急援助活動に必要な能力を備えている。 

 陸上自衛隊は、国際緊急援助活動を自己完結的に行なえるよう、中央即忚集団および方面

隊が任務に対忚できる態勢を維持している。海上自衛隊は自衛艦隊が、航空自衛隊は航空支

援集団が、国際緊急援助活動を行なう部隊や同部隊への補給品などの輸送ができる態勢を維

持している。 

 2006年のインドネシア・ジャワ島中部地震では、インドネシア政府からの要請による医療

支援を行ない、のべ約3,800人を診療するとともに、約1,700人への予防接種、約4,300m2の防

疫を行った。 

 

防風林、ギプス、副木という思想・哲学 

 ここまで述べてきたように、カンボジア派遣から20年近くの年月を経て、自衛隊が国際平

和協力活動と国際緊急援助活動において实績を積み重ね、それに伴って高度な能力を備える

に至ったことは世界が等しく認めるところだろう。 

 と言っても、日本国を挙げて平和構築に取り組むという点においては、自衛隊を取り巻く

環境に尐なからぬ課題が残されている。その第一は世論の未成熟、第二は行政組織の縦割り

という問題である。世論の未成熟という問題は、思想・哲学の不在、ひいては国家戦略の欠

如となって、日本の国益を損ない、国民の安全を脅かす結果につながっている。縦割りの現

状については、６−２で詳しく述べる。 

 世論の未成熟という点では、イラク復興支援に自衛隊を派遣した2003年当時が象徴的だっ

たかもしれない。 

 とにかく日本では、軍事組織は戦争をするもの、人を殺すものだという認識を抱いた人た

ちが世論のかなりの部分を構成している。そこにおいては、軍事組織を健全かつ適切にコン

トロールし、平和構築のツールとして使っていく発想が生まれにくい。 

 イラク復興支援にしても、確かに国家再建の主体となるべきは軍事組織ではない。インフ

ラの整備をはじめとして、電力会社や建設会社が活動しなければ国家社会の再生はない。 

 しかし、国家が消滅し、社会秩序が崩壊したイラクにおいて、最初から民間人を国家再建

に投入できるだろうか。危険で、そんなことはできるはずがない。誰もが尻込みするだろう。

だからといって、国家再建に取りかからなければ混乱が続き、イラクの復興はない。イラク

国内の無秩序は、危険の火の粉となって周辺諸国に波及するかもしれない。 
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 そうした状況においてなすべきことははっきりしている。危険に耐えられる能力を備えた

組織、すなわち自衛隊のような軍事組織を派遣し、危険に耐えながら復興支援の基礎を固め、

できるだけ早く民間組織にバトンタッチすることである。 

 復興支援全体を100％とすれば、軍事組織の活動が占める割合は10％ぐらいかもしれないが、

必要不可欠な最初の10％である。このような軍事組織の位置づけについて、小川和久は骨折

したあとの「ギプス」や「副木」の役割と表現したが、豪陸軍出身で世界的な対反乱戦の専

門家デビッド・キルカレン氏もまったく同じ発想のもと、軍事組織を「防風林」と表現して

いた。これが軍事組織を使って平和を实現するうえでの思想・哲学というものではないかと

思う。 

 国際平和協力活動であっても、軍事組織を派遣すれば暴力の連鎖を生むという反対論は根

強いが、それでは暴力の連鎖を断ち切るにはどのようにすればよいのかと尋ねると、明確な

答えが返ってきたためしがない。 

 答えを言ってしまうなら、民主主義のシステムによって健全にコントロールされていなけ

れば、軍事組織は暴力になりかねない側面を備えているが、本来的なシビリアン・コントロ

ールが貫徹するなかで派遣される軍事組織は、吹き荒れる暴力に対抗し、それを断ち切るた

めの強制力として機能を発揮するのである。暴力の連鎖論は、民主主義やシビリアン・コン

トロールについて思いを致したことがない無責任で未熟な議論である。 

 高速道路になぜ中央分離帯があるのか。いくら信頼の原則に基づいていると言っても、何

かの拍子に対向車が時速100キロ以上で突っ込んできたら、ひとたまりもないからである。軍

事組織を派遣する代りに医療チームを派遣し、井戸掘りをすべきだというが、それが可能な

場所ならそのようにすべきだ。しかし、暴力が吹き荒れている場所では医療活動や井戸掘り

はできない。 

 物事には順序というものがある。まずは中央分離帯や防風林で安全な状態を創り出し、ギ

プスや副木で秩序を回復しながら、医療活動や井戸掘りを進めるべきなのだ。イラク戦争に

反対した国々も、そうした思想・哲学のもと、イラク復興支援に軍事組織を出しているので

ある。 

 

PKF日本モデルの提案 

 ここで、日本が国際平和協力活動、とりわけPKOに自衛隊を派遣する場合に問題となりがち

のPKF（国連平和維持軍、日本政府は平和維持隊と呼称）について、日本モデルによる实施を

提案しておきたい。 

 軍事組織を海外派遣するというだけで、「戦争しに出かける」と反対論が上がりがちの日本

である。以前よりは理解が進んだと言っても、周辺諸国も対日関係が良好でない場合には、

「日本の海外派兵」への反対論が噴き出すかもしれない。かといって、PKFに参加しなければ

「暴力の連鎖」を断ち切る「強制力」としても機能せず、せっかくの自衛隊派遣の価値は半

減する。 

 そうした国内外の世論を前提とするとき、日本がPKFに本格参加する場合、次の3点から自

己規定することが有効ではないかと思う。 
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 第1に、一般的なPKFと平和執行部隊、多国籍軍、国連軍の間に厳格な線引きを行ない、日

本なりのものでよいからPKFの編成、装備火器について定義し、世界に理解を求める。 

 第２に、国内的には「PKO参加5原則」の見直しなど参加条件の完成度を高める作業を進め、

そこに厳格な交戦規則（ROE）を加えることで武器使用の基準などを明らかにし、併せてシビ

リアン・コントロールがPKF部隊の末端まで貫徹することにより、無用のトラブルに巻き込ま

れないための歯止めを掛ける。 

 第3に、軍事参謀委員会に出席するのは国際常識に照らして統合幕僚長、陸海空の幕僚長ク

ラスの自衛隊制服組とするが、日本が参加するのはあくまでも「軍事組織を使った警察活動」

であり、「武力行使」とは一線を画しているPKF任務に限定し、その範囲内で戦略戦術面に全

面関与することを明らかにする。 

 それでは、「軍事組織を使った警察活動」であるPKFと「軍事組織による軍事活動そのもの」

を求められる平和執行部隊などとの間に明確な一線を引くとすれば、何が目安となるのだろ

う。 

 この問題は、陸上自衛隊の師団の編成をもとに考えると理解しやすいかもしれない。 

米国陸軍や陸上自衛隊の場合、各師団に配属されている歩兵（陸上自衛隊では普通科）連隊

は、「矛」に当たる強力な打撃力を増強されて初めて、求められる本格的な武力行使が可能と

なる。 

 たとえば、陸上自衛隊の第2師団（定員7000人）の場合、3つの普通科連隊、戦車連隊、特

科（砲兵）連隊、高射特科大隊、偵察隊、飛行隊が中心的な部隊で、これを施設（工兵）大

隊、通信大隊、化学防護隊、後方支援連隊（武器隊、補給隊、輸送隊、衛生隊）がサポート

する編成になっている。 

 このうちの普通科連隊それぞれに、戦車中隊、特科大隊、対戦車ヘリ飛行隊という「槍」

や「矛」に当たる強力な打撃力を増強し、3つの「連隊戦闘団（RCT）」を編成することで、武

力行使可能な能力が備わる。国連の平和維持活動と言っても、「軍事活動そのもの」を期待さ

れる平和執行部隊以上では、この「矛」の部分、つまりRCTの編成を求められることがある。 

 これに対して、「軍事組織を使った警察活動」であるPKFでは歩兵部隊だけで派遣されるこ

とが多い。この場合、当然ながら「矛」に当たる部隊の配属はない。歩兵部隊がもともと装

備している武器（部隊装備火器）だけで活動することになるから、本格的な武力行使などと

ても無理な状態に戦力ダウンすることになる。 

 陸上自衛隊の普通科連隊で言えば、部隊装備火器は拳銃、小銃、機関銃、重機関銃、84ミ

リ無反動砲、106ミリ無反動砲（もしくは対戦車ミサイル）、81ミリ迫撃砲、107ミリ重迫撃砲

（もしくは120ミリ重迫撃砲）という、基本的に「守り」の性格が強い武器だけで、むろん、

名前はいかめしくても無反動砲は攻めてくる戦車や装甲車に対抗するための、迫撃砲は敵を

寄せつけないための、普通科連隊にとって基本的な武器である。それらは、重迫撃砲の最大

射程範囲を超えることはなく、言わば「楯」に当たる武器である。 

 このように眺めると、本格的な武力行使が可能な平和執行部隊、多国籍軍、国連軍と比べ

たとき、PKFは「防具を着けた警察機動隊」のレベルに収まり、憲法の範囲内にあることは明
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らかだろう。まして、拳銃と小銃だけだったカンボジア派遣の施設大隊などは、「警棒を持っ

たパトロール警官」のレベルでしかなかったのである。 

 それなのに、日本ではPKFと平和執行部隊、多国籍軍、国連軍の違いさえ理解されぬまま、

自衛隊のPKF派遣について不毛な論議が闘わされてきた。 

 従って、日本がPKFに参加する場合、「増強されていない普通科連隊」と「RCT」との間に明

確な線引きを行ない、前者を「軍事組織を使った警察活動」であるPKFに参加する場合の基本

組織とするのである。むろん、携行する武器は普通科連隊の部隊装備火器の範囲内とし、任

務の内容に忚じて数や種類を決めればよい。 

 さらに、ここに交戦規則（ROE）が加われば、携行する機関銃を1挺にするかどうかでもめ

たルワンダ派遣時の醜態を防ぐことができる。 

 交戦規則（Rules of Engagement）とは、本来的には武力行使の条件や限界など軍事行動の

基本的枠組みを定めたもので、軍事組織の過剰な武力行使に歯止めを掛け、シビリアン・コ

ントロールを確立する目的で各国が備えている。内容的には、最高指揮官による開戦の指示

から第一線での射撃の方法まで事細かに定められている。 

 以上が、日本がPKFに派遣する場合の自衛隊の姿である。これを「PKF日本モデル」として

实行することを提案したい。 
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6−2 日本の課題は縦割りの克服 

 

6-2-1 「優秀な日本警察」は期待を受け止められるか 

 

警察白書の異様な記述 

 筆者は日本の警察を高く評価し、信頼している。警察組織として日本国民の信頼を確立し

ているだけでなく、国際的にも評価は高い。警察白書にも好印象を抱いている。白書は淡々

と記述され、自慢するところがない。どこまでも謙虚である。 

 しかし、一点だけ気になってならない点がある。国際平和協力活動に関する記述が、意識

的とも言えるほど尐なく、具体的事例に関する言及も避けられている印象がつきまとうのだ。

この問題は、本報告書のテーマである平和構築に日本が果たすべき役割のうち、特に期待が

大きい警察活動について、日本の警察が忚えられるのか、という問題を突きつけてくる。 

 1993 年版以降の警察白書を眺めていて違和感を覚えざるを得ないのは、日本の警察にとっ

て歴史的な悲劇であったはずのカンボジア PKO（1992〜93）における文民警察官の死傷事件

について、異様とも思えるほど限られた記述しかないのである。 

 当然ながら、この事件についてマスコミはトップニュースとして大々的に報道した。例え

ば、毎日新聞 1993 年 5月 5 日付朝刊は次のような書き出しの記事を１面トップで報じた。 

「5月4日昼過ぎ、タイ国境に近いカンボジア北西部のバンテアイミアンチェイ州アンピル村

で、同村に駐在している国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）の日本人文民警察官5人が、

UNTACオランダ海兵隊部隊の護衛を受け、文民警察専用車など車両6台の編成でパトロール巡

回し国道691号を移動中に、身元不明の武装集団に襲われ、1人が死亡、4人が負傷した。 

 10数人とみられる武装集団の一味は、先頭の車両にB40型対戦車ロケット弾を連射、車列が

停止すると、自動小銃で一斉射撃を浴びせた、オランダ海兵隊も忚射したが、攻撃が激しく、

現場で高田晴行・岡山県警警部補（33）が死亡。八木一春警部補（37）<宮城県警>と谷口栄

三郎巡査部長（32）<石川県警>が重傷を負い、ヘリコプターでバンコク市内のプミポン空軍

病院に運ばれ治療を受けた。また川野辺寛警部（44）<神奈川県警>と鈴木宠明巡査部長（34）

<神奈川県警>も軽傷を負い、護衛のオランダ海兵隊員5人も負傷した。（以下、省略）」 

※カンボジアに駐在する日本人が死亡したのは1993年4月、国連ボランティアの中田厚仁氏

（当時25歳）以来2件目。 

 ところがである。事件を詳述しなければならないはずの警察白書1993年版は巻頭の辞（は

じめに）でも事件にいっさい触れず、本文でも以下の簡単な記述にとどまった。 

【警察白書1993年版】国際連合平和維持活動  平成4年6月16日に国際連合平和維持活動等に

対する協力に関する法律が成立し、8月10日から施行された。この法律は、国際連合平和維持

活動等に適切かつ迅速に協力することができるように国内体制を整備することによって、我

が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としたも

のである。これを受けて、カンボディア国際平和協力隊の設置等に関する政令及び「カンボ

ディア国際平和協力業務の实施について」が9月8日に閣議決定され、警察官の身分を有する

国際平和協力隊員75人が、警察行政事務に関する助言、指導、警察行政事務の監視に係る国



 79 

際連合平和維持活動に参加するため、カンボディアに派遣されることとなった。これらの隊

員75人は、派遣期間9箇月の予定で10月13日に日本を出発し、カンボディアに到着後プノンペ

ンでのUNTAC（国際連合カンボディア暫定機構）による約1週間の研修を経てカンボディア各

地に配置され、世界約30箇国から派遣された警察官と共に、UNTACの文民警察部門の下で現地

警察官への助言、指導、監視等の任務に当たっている。 （注） 5年5月4日、カンボディア

北西部のバンテアイ・ミアンチェイ州において、日本人警察官の隊員が武装集団に襲撃を受

け、1人が殉職し、4人が重軽傷を負った。 

 

そして、カンボジア派遣が消えた 

 これが翌年の1994年版になると、まさに形式的な以下の記述となり、1995年版では記述が

いっさい姿を消してしまう。警察庁に「不審尋問」したくなるような異様さである。 

【警察白書1994年版】（4） 国際連合平和維持活動  平成4年10月から、国際連合平和維持

活動等に対する協力に関する法律に基づき、警察官の身分を有する国際平和協力隊員75人が

カンボディアに派遣され、5年5月4日、武装集団の襲撃により日本人警察官の隊員1人が殉職

し、4人が重軽傷を負うという事件が発生したが、残る要員は任務を終了し、7月8日までに帰

国した。 

 

 初めて東ティモールに文民警察官を派遣した2000年では、カンボジア派遣には触れない記

述に終始した。 

【警察白書 2000 年版】イ 国際平和協力活動への貢献  11 年 7 月から 9 月にかけ,国際連

合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づき,警察庁から 6 人の東ティモール国際

平和協力隊（文民警察要員 3人及び連絡調整要員 3人）がインドネシアに派遣され,国際連合

東ティモール・ミッション（UNAMET）の下で現地警察への助言,指導,監視の任務に当たった。 

 

 異様さに輪をかけたのは2004年版で、「日本警察50年の軌跡と新たなる展開」の部分は歴史

的記述であるにもかかわらず、国際平和協力活動への言及はみられなかった。 

翌年の2005年版になると、PKOにおける文民警察活動の記述が現れるが、カンボジア派遣に言

及したものの、死傷者が出たことは触れられずじまいだった。 

【警察白書2005年版】 (4) 国際連合平和維持活動(PKO：Peace Keeping Operation)におけ

る文民警察活動 警察では、武力紛争の終了後に行われる国際連合の文民警察活動に職員を

派遣している。平成4年の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行以降、日

本は、同年にカンボジアに75人、11年に東ティモールに3人の警察職員を派遣し、警察機能の

再建が当該国・地域の復興に不可欠であることから、現地警察への助言・指導を行なうとと

もに、活動が適正に行われているかを監視した。 

 現在、警察庁では、今後どのようにして、日本警察の特質を生かしながら国際連合平和維

持活動に参画していくことができるか、検討を行っている。 
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 日本から3回目の文民警察官が派遣された東ティモールのケースは、警察白書ではまったく

言及されず、わずかに警察庁の広報資料で知ることができるのみである。 

 広報資料によると、国連東ティモール統合ミッション（UNMIT United Nations Integrated 

Mission In Timor-Leste ）にあたり、2007年1月から2008年2月に掛けて文民警察要員２人と

連絡調整要員１人を2次にわたって派遣し、「第１次隊・第２次隊は、PNTL（東ティモール国

家警察）の再建支援に尽力し、警察教科書を作成するなど 多大な功績を残し、東ティモール

政府や国連から高い評価を得ました」とされている。 

 このような有様だから、警察白書には国際関係の章立てすらない年度が散見されるが、か

といって国際的な協力活動を行ってこなかったわけではない。どの年度の版にも、国際刑事

警察機構（ICPO）との協力や技術専門家の派遣、国際緊急援助隊での活動は、それなりに記

述されているのだ。日本の警察が国際協力に不熱心ではない証拠は、警察庁国際部長だった

兼元俊徳氏が1996年から2000年までICPOの総裁を務めたことでも明らかだろう。 

 

 实を言えば、日本の警察が尻込みし、文民警察官さえ出すのを渋るのは、軍事に関する基

礎的な知識や経験が必要とされる現場に限定されている。想定しなければならない相手は普

通の犯罪者ではなく、ゲリラなどの武装勢力や準軍事組織、ことによれば軍事組織そのもの

かもしれない。日本国内での活動を前提とし、ことさら軍事に関わる活動を避けてきた日本

の警察は、テロ対策が急務となったつい近年まで自衛隊との本格的な共同訓練さえ行ってこ

なかった。これでは、国際平和協力活動への派遣に二の足を踏むのも無理からぬところがあ

る。むろん、そこにカンボジアのトラウマが輪を掛けたことは言うまでもない。カンボジア

の悲劇に言及するほどに、安定した職業として警察を志願する若者の募集業務に支障が出る

というお家の事情も、異様ともいうべき警察白書の記述の背景にはある。 

 

東ティモールの教訓  階級章は隠すもの 

 国際的な水準からすると、にわかには信じられないかもしれないが、これまでいかに日本

の警察組織が日本国内でしか通用しないレベルに終始してきたかは、以下の事例を眺めれば

明らかになる。日本の警察組織に早く国際水準に達してもらい、平和構築の主要な担い手に

なってもらうために、紹介しておきたい。 

 初めて日本の文民警察官が東ティモールに派遣された 1999 年夏、国際的な常識からすると

信じられない光景がテレビのニュースを通じて日本国内に伝えられ、自衛隊と米軍の関係者

は息をのんだ。警察関係者でも、危機管理の権威・佐々淳行氏は同じ思いを抱いたことを述

懐していた。 

 このとき日本は、東ティモール独立の是非を問う住民投票の实施にあたり、国連東ティモ

ール支援団（UNAMET）に 3 人の文民警察官を派遣した。住民投票は平静に行われたが、独立

支持派が勝利するとインドネシアへの併合派の武装グループが国連関連施設を襲撃するなど

騒乱状態が悪化し、派遣された 3人は予定より早く 9月 9日に帰国した。 

 多尐なりとも軍事や危機管理の知識のある者なら、テレビ画面に映し出された日本の文民

警察官の無事を祈らずにいられなかったのは、日本の文民警察官のリーダーのキャリア警察
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官僚（警視長）が大きな二つの星がついた階級章を肩に光らせたまま、飛行場内を歩き回っ

ていたからである。「二つ星」は軍事組織なら尐将にあたる。自衛隊なら将補である。敵の狙

撃手にとって舌なめずりしたいほどの標的で、仕留めれば大手柄である。佐々淳行氏は、早

く服を脱いで階級章を隠せ、とテレビに向かって叫んだという。階級が敵にわからないよう

にするのは、軍事組織では常識だ。それに、いかにフェンスで隔てられていると言っても、

狙撃銃の有効射程距離を知っていれば、文民警察官の指揮官が脱出機の傍らで階級章を見せ

たりはしない。 

 以上のような東ティモールでの光景は、日本の警察組織が狙撃銃の有効射程距離をはじめ

とする銃器の基礎知識を欠いてきたことを物語ってあまりあるのだ。 

 

他組織との共同訓練は 9.11 後 

 日本の警察組織に銃器の知識が欠けているのは、先に述べた通り、自衛隊との関わりが薄

かったからだ。両者の関わりが生まれたのは、同時多発テロを受けてのことだと言って過言

ではない。2006 年版の警察白書には次のような記述が見られる。 

「17（2005）年 7 月までに、すべての都道府県警察とこれに対忚する陸上自衛隊の師団等の

間で、武装工作員等事案を想定した自衛隊の治安出動に際しての連携等に関する共同図上訓

練を实施した」 

「16（2004）年 9月、警察庁と防衛庁は、それまでの共同図上訓練の成果等を踏まえ、「治安

出動の際における武装工作員等事案への共同対処のための指針」を作成した」 

「17 年 10 月、北海道警察と陸上自衛隊北部方面隊は、共同図上訓練と同様の想定の下、初

の共同实動訓練を实施」 

「海上保安庁とは、米国における同時多発テロ事件以降、連携して原子力発電所の警戒警備

に当たっており」 

 要するに、同時多発テロ以前は日本の警察組織は国際水準を満たしているかどうかを意識

することなく、自分たちの知識の範囲で活動してきたということである。 

 そんなことだから、陸上自衛隊との初の図上訓練を行ったとき、正確な砲爆撃を前提とし

た地図をもとに座標でテロリストの移動経路などを報告する自衛隊側と、パトロールカーの

巡回宜しく「何丁目何番地地内」と町名や番地を口にする警察側とが噛み合ず、互いに顔を

見合わせたという笑い話も残されている。 

 ちなみに、海上自衛隊と海上保安庁が初めて共同訓練を行ったのは、1999 年 3 月の能登半

島沖不審船事件を受けた同年秋である。海上保安庁の発足から 50年を経ていた。 

 

不足していた銃器の基礎知識 

 海上保安庁は2002年5月、東京の国土交通省正面玄関ロビーに巡視船「あまみ」の船橋部分

を展示したが、生々しい弾痕の様子を見た軍事専門家は、一様に驚きの表情を隠さなかった。 

 大部分が口径7.62ミリの銃器（恐らくは旧ソ連が開発したＡＫ47 カラシニコフ突撃銃）の

弾痕で、一部に12.7ミリの重機関銃と思われる射入孔が開いていたが、なんと、船橋の前部
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に設けられた背の低い「防弾板」を撃ち抜いた7.62ミリ弾が、さらに船橋の鉄板を貫通して

いたのだ。 

 この「防弾板」は厚さ3、4ミリの鉄板を二枚重ねたもので、2枚合わせて厚さ1センチ弱。

これと船橋の鉄板を貫通したことから、カラシニコフの7.62ミリ弾は真鍮で外側を覆ったフ

ルメタル・ジャケットではなく、カラシニコフを愛用している軍事組織などで広く使われて

いる破壊力の強い軟鉄弾の可能性が高いと推定されたが、軍事専門家を驚かせたのは海上保

安庁の銃器に対する認識であった。 

 もし、海上保安庁が多尐なりとも銃器に関する基礎知識を備えていれば、「あまみ」の船橋

部分の防弾対策が十分でなくとも、尐なくとも「防弾板」については7.62ミリ弾に耐えるも

のにしていただろう。 

 参考までに、海上保安庁のような警察組織が備えていなければならない銃器の貫徹力に関

する基礎知識を紹介しておこう。 

 筆者が訓練を受けた米国製Ｍ１小銃は口径7.62、人間を殺傷できる有効射程は500メートル。 

100メートルで通常の弾丸（フルメタル・ジャケット）を発射した場合、厚さ13ミリの鋼鉄製 

の装甲板を貫通する。 

 さらに、1970年代に北大西洋条約機構（NATO）諸国が採用した7.62ミリのNATO弾は、300

メートルで厚さ十ミリの鋼鉄製装甲板、700メートルで旧ソ連製装甲車両の厚さ15ミリのアル

ミ合金製装甲板を貫通するまでに威力が向上している。100メートル、200メートルの距離な

ら、Ｈ型鋼材を簡単に撃ち抜く威力だ。もっと硬い目標のときは、徹甲弾という特殊な弾丸

を使う。 

 狙撃銃の有効射程はさらに長い（私の場合は有効射程600メートルの米国製狙撃銃だった）

し、もっと強力な弾丸を使う。狙いを外さないよう狙撃用眼鏡（スナイパー・スコープ）も

ついている。 

 世界で使われている狙撃銃の大半は7.62ミリの銃弾を使うもので、有効射程は平均的な狙

撃銃の600メートルからロシア製ドラグノフの800メートルといった範囲。制式小銃として

5.56ミリ弾を使う89式小銃を導入した陸上自衛隊でも、狙撃銃には口径7.62ミリの64式小銃

（有効射程400メートル）に狙撃用眼鏡（スナイパー・スコープ）をつけて使っている。 

 特別なケース用の狙撃銃として5.56ミリの銃弾を使うものもあるが、射程200メートル前後

から車のフロントガラスなどの遮蔽物がない目標に対して使われる。 

 遮蔽物が気になったり、要人用のリムジンで最も厚い49ミリの防弾ガラスを狙う場合は、

米国製バレットＭ82Ａ1のような大型狙撃銃を使うのが普通だ。 

 バレットは口径12.7ミリ、重さ13.4キロ。目標ごとの有効射程は1600メートル（人間）か

ら2400メートル（車両・航空機）。湾岸戦争では米国陸軍がイラク軍の装甲車両を2400メート

ルから破壊しているし、イラク軍指揮官を1093メートルで狙撃に成功している。バレットの

12.7ミリ弾は、距離300メートルなら厚さ25ミリ、距離1200メートルなら厚さ13ミリの鋼鉄製

の装甲板を貫通する威力を備えている。 

 バレットは日本警察がモデルとする米国連邦捜査局（FBI）の人質救出チーム（HRT）の対

狙撃部隊（カウンター・スナイパー・ユニット）も備えており、ペルーの日本大使公邸人質
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事件のときも、突入部隊の背後から狙いをつけていた。これが警察組織が備えていなければ

ならない銃器の基礎知識である。 

 

RPG7 を重火器に分類した海上保安庁 

 ソマリア沖の海賊対策について、ようやく日本も世界の戦列に加わることになったが、こ

こでもまた日本の警察組織（海上保安庁）は警察庁と同様に、国際水準から見て必要とされ

る基礎知識と経験の乏しさをさらけ出すことになった。 

 当初、防衛省は「海賊対策は海上保安庁の任務」として、海上保安庁は能力不足を理由に、

それぞれ派遣を回避しようとした。筆者は海上保安庁を高く評価し、強化を求める立場だが、

平和構築に向けての教訓を導き出すため、海上保安庁長官の国会答弁をもとに、その言い分

を検証してみる。 

 海上保安庁は補給能力について、（１）長期行動可能な大型巡視船は１隻のみ、（２）補給

船もなく、海上自衛隊の補給艦から給油を受ける装置もない、（３）ジブチのような拠点に派

遣する人員もいない、と説明した。しかし、装置がなければ複数の船を交代で寄港させれば

いいし、人員は別組織から出すよう求めればよいではないか。 

 海賊の武器については、威力が最大のRPG7対戦車ロケットを「重火器」と分類し、対忚困

難としているが、RPG7は920メートルしか飛ばない。装甲目標に対する有効射程は200メート

ル以下。国際的な分類は「軽火器」である。「RPG7で撃たれたら、装甲板がない日本の艦船は

危険」とする議論はリアリティがない。装甲板があっても、200メートル以内だと厚さ3セン

チでも撃ち抜かれる。射程圏内に近づくのは素人だ。海上自衛隊の「抑止と回避」の方針が

正しい。 

 また、海上保安庁は海賊の拘束など接舷が必要な任務があるとし、防弾装甲の新造船を持

つには５年前後が必要と言うが、必要個所にアラミド繊維（ケブラー）などの防弾版を必要

な厚さで装着して臨機忚変に対忚するのが戦う組織というものだろう。まして、軍艦と違っ

て巡視船は商船設計なのでダメージ・コントロール能力がないという議論は、海賊対策には

必要とは思えない。 

 通信についても、各国海軍との連携实績がなく、情報共有できない可能性を挙げている。

しかし、海賊襲撃の第一報は携帯電話で連合海上部隊（CMF）と欧州連合海上部隊（EU NAVFOR）

に伝えられ、ウェブサイトを通じて情報共有される。連携实績がなくても、また軍事通信を

使わなくても、任務遂行は可能だ。 

 それに、各国が海軍を出しているのは、第１に派遣に耐える沿岸警備隊を持っていない、

第２にテロとの戦いと任務を重ねている、が理由だ。日本は、テロとの戦いでは補給活動が

中心だが、世界第２位の沿岸警備隊（海上保安庁）を持ち、海上保安庁はマラッカ海峡の海

賊対策ではリーダー役を果たしてきた。その点からも海上保安庁の派遣は自然だと思う。 

 以上のように考えれば、被害が目立ってきた１年前でも対策はあった。第１段階として、

13隻ある海上保安庁のヘリ搭載巡視船を複数派遣し、へリで情報収集に努め、それでも接近

する海賊には機関砲で威嚇射撃などを状況に忚じて行なう。補給は前述の形（交代で寄港）

で实施する。海賊がより強力な武器を導入しない保証はないから、1カ月ほどの間に第２段階
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の海上警備行動に移り、第３段階の新法制定に進むのが順序だったろう。これがオール・ジ

ャパンの対忚ということではないのか。 

 海上保安庁の救難能力は世界の最高レベルにあり、「海猿」として知られる特殊救難隊は風

速37ｍ の台風のなかでヘリを飛ばすことで勇名を馳せている。その海上保安庁がRPG7を「重

火器」と分類したのは、一つには海賊対処に海上保安庁を出したくないという国土交通省の

官僚の事なかれ主義であり、もう一つは銃器の知識に欠けていたからにほかならない。海上

保安官に勇気が欠けているわけではない。 

 

平和・安全保障研究所の提言 

 国際平和協力活動に対する日本の警察組織の消極姿勢について、日本の有力シンクタンク

からも懸念を滲ませた提言が示された。 

 防衛省の関係シンクタンク平和・安全保障研究所は2009年11月、「我が国の国際的な文民警

察活動の充实に向けて」と題する提言を公表した。 

本報告書と問題意識の点で重なる部分も多く、以下に紹介しておきたい。 

【提言】 

（１）我が国の警察による国際的な諸活動の中での文民警察活動の割合を増やすことを目指

し、紛争 後の国々への要員派遣を忌避せず、また遠隔地にも要員の派遣を 

（２）我が国の国際的な文民警察活動は、「警察改革支援」に特化を 

（３）我が国の文民警察活動に、明確な法的な根拠を 

（４）文民警察活動への要員派遣体制の整備を 

（５）被支援国の秩序維持に関わる組織・制度全般に対する包括的な改革支援を 

特に提言（１）と（４）については、日本の平和構築への国際社会の期待と要望をそのまま

突きつける内容となっており、引用しておきたい。 

 提言（１）の記述：警察庁では、我が国の警察による国際的な諸活動を、主に、①知識・

技術の移転、② 文民警察活動、③国際緊急援助活動――の３つに分類しているが、この中で、

②文民警察活動への参加は、他の二つの活動ほどは活発に行われてはいない状況にある。今

後は、文民警察活動にも、より積極的に要員を派遣すべきである。そのためには、紛争後の

国々への要員派遣も、状況をよく見極めた上で、派遣の可能性を真剣に検討する必要がある

とともに、地域的にも、近隣のアジア諸国のみならず、アフリカなどの遠隔地域への参加も

前向きに検討すべきである。 

 提言（４）の記述：文民警察活動への要員派遣体制を強化するため、①文民警察活動派遣

の適格者、希望者のロースター（登録）制度の整備、②海外派遣の予定者に対する研修プロ

グラムの充实、③元警察官の活用、④国連PKO局警察課への職員の派遣――等を早急に進める

必要がある。また、語学研修制度を充实する等し、海外派遣可能な要員の育成にも力を注い

でいくべきである。 

 

 日本の警察については、アフガンの警察官の教育訓練に要員を派遣することが検討されて

いるが、広く平和構築をはじめとする国際平和協力活動の現場に部隊単位の人員を派遣する
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には、このあとの提言で述べる日本国を挙げての取り組みと法制度の整備が必要なことは言

うまでもない。 

 

6-2-2 自衛隊の活動を阻害する縦割りの問題 

 

イラクの教訓  湿原復元構想はなぜ消えたか 

日本は縦割りの問題が原因で、イラクでの大きな成功のチャンスを失った。 

イラク復興支援には、行政組織の縦割りを是正できていない結果、せっかくの自衛隊の活動

が大輪の花を咲かせられなかったケースも隠されていた。 

 当時、小川和久は日本が描くべきイラク復興支援のグランドデザインとして、「メソポタミ

ア湿原復元構想」を提唱、小泉内閣と連立与党の公明党は一定の取り組みを進めた。 

 メソポタミア湿原はダム建設などによって1970年代から徐々に失われ始め、フセイン政権

が流域のシーア派住民を弾圧する目的で灌漑設備を建設したため、90 年代に入って急激に減

尐し、国連環境計画（UNEP）は、2001年には湿地帯の９割が消失、2008年までに全体が消滅

すると警告していた。世界最大の環境破壊の一つという指摘すらあった。 

 湿原の復元事業はシンプルなもので、基本は大規模な土木工事と土地改良事業である。最

初の２〜３年は突貫工事を行ない、1万人程度が働く現場を昼夜兼行１日４交代で稼働させれ

ば、１か所あたり４万人の雇用が創出される。そのような現場を25か所作れば100万人規模の

雇用を創出できる。 

 仕事がないから民心が荒れ、そこに武装勢力がつけ込むというのが、当時のイラクの状況

だった。湿原の復元事業で失業率が下がれば治安の安定に直結する。それを復興支援の基盤

として確立することは、イラクに派遣された自衛隊員の安全だけでなく、民間企業がイラク

の復興支援に参入していく際の安全確保につながり、それがイラク全体の安定に大きく寄与

する、という考え方であった。 

 しかしながら、当時の外務省はそのようなグランドデザインを描くことも、土地改良事業

の候補地を調査することもできず（当時、外務省は調査に１年半掛かると主張したが、派遣

されていた陸上自衛隊は10日ほどで調査を完了させた）、さりとて派遣されている自衛隊に事

業を進めさせることは沽券に関わるということで、構想全体を矮小化し、12億円をUNEPに拠

出する形で済ませてしまった。メソポタミア湿原の復元構想には、戦後日本の復興のノウハ

ウの提供も含まれていたのだが、イラク復興支援に準備された日本国民の税金6000億円は行

政組織の縦割りの結果、有効に使われたとは言いがたい結果に終わった。 

 

ハイチの教訓  大型ヘリを持っているのは陸上自衛隊だけではない 

 縦割りの弊害は、自衛隊の組織のなかでもときおり顔をのぞかせる。 

 2010年1月のハイチ大地震のとき、国連は各国に①警護を实施する歩兵部隊、②瓦礫の除去、

道路補修等を行なう施設部隊、③大型輸送ヘリコプター、の提供を要請した。 
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 様々な制約に縛られている日本である。歩兵部隊の派遣は最初から断念された。その一方、

陸上自衛隊には約500機のヘリコプターがあり、そのうち54機は大型輸送ヘリCH47である。こ

のうちの4機程度を派遣することは問題がなかった。 

 しかし、CH47のローターを外して船積みし、現地の沖合で組み立て、試験飛行の後にフラ

イトさせることは、スマトラ沖の大津波のときの経験から手間がかかりすぎるとして、断念

されることになった。それに、スマトラ沖のときは海上自衛隊のおおすみ型輸送艦のヘリ甲

板から発着したが、ハイチのケースでは同型艦にはほかの運用の予定があり、利用できない

ことも断念した理由だった。 

 と言っても、自衛隊にローターを外さないで船積み可能な大型ヘリがなかったわけではな

い。海上自衛隊は10機のMH53掃海ヘリを備えており、もともとが艦載タイプなのでローター

を折り畳むことができる。チャーターした貨物船に楽に積み込むことが可能だ。MH53なら、

ハイチで活動している米海軍と海兵隊が同機種を運用しており、メンテナンス部隊の派遣も

最小規模にすることができる。当時、海上自衛隊内部からもMH53を派遣してもよいのではな

いかとの声が出ていたが、結局は組織の縦割りの結果、实現することはなかった。これを宝

の持ち腐れと言わずしてなんと言うのか。 

 

6-2-3 日本の縦割り克服には国家的イニシアチブが不可欠 

 

 日本が自らの平和主義の实現に向けた明確な戦略を持ち、不可避のものと思われがちな官

僚機構の縦割りの弊害を克服し、国際平和協力活動の先頭に立つには、早急に国家的イニシ

アチブを確立する必要がある。そのための第一の取り組みは、国家に司令塔機能を備えるこ

と、第二に、警察をはじめとする関係機関に高度な共同訓練を含む外国機関との他流試合を

推進させ、能力を国際水準に向上させること、であろう。 

 

陽の目を見なかった日本版 NSC 

 日本も、国家の司令塔機能の整備に取り組まなかったわけではない。日本版 NSC（国家安

全保障会議）である。 

 安倍晋三首相（当時）は2006年秋の就任と同時に、首相官邸主導による機動的な外交・安

保戦略立案や、首相官邸の情報集約・評価機能の強化を目指すために、日本版NSC（国家安全

保障会議）の創設に取り組んだ。小池百合子元環境相を担当の首相補佐官に任命し、有識者

による「国家安全保障に関する官邸機能強化会議」（座長・石原信雄元官房副長官）を設置、

本報告書の執筆者・小川和久も議員として参加した。そして、この会議の最終報告を受け2007

年４月、関連法案を国会に提出した。法案の骨格となった最終報告の要旨は以下の通りだ。 

 

【国家安全保障に関する官邸機能強化会議（日本版NSC）報告書要旨】   

（司令塔の役割） 北朝鮮の核や拉致等の問題があり、世界的にもテロの頻発や大量破壊兵器

の拡散という新しい脅威が出現している。現在、幅広い外交・安全保障上の課題について総

合的・戦略的に政策を企画立案する体制は構築されていない。首相官邸がリーダーシップを
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取って、総合的、長期的な国家目標を示し、各省庁は目標に沿って個別の政策を实行するこ

とが重要だ。   

（司令塔の仕組み） 

 １．新たな会議体 現在の安全保障会議の審議事項は国防や武力攻撃事態などへの対処に限

定され、構成員も多く、实質的、機動的な議論が不十分。安保会議の機能を吸収し、国家安

全保障会議（NSC）を内閣の下に新たに創設する。 

NSCの審議事項は １）外交・安保の重要事項に関する基本方針 ２）複数省庁にかかわる重要

な外交・安保政策 ３）武力攻撃事態など重大事態対処の基本方針 とする。内閣の最終的な

意思決定は閣議で行なう。  

構成員は首相（議長）、官房長官、外相、防衛相。議長が必要に忚じて関係閣僚を参加させる。

 国家安全保障問題担当首相補佐官は常時出席。必要な時は統幕長ら関係者を出席させる。 

防衛計画大綱や武力攻撃事態など現在の安保会議の審議事項の場合、（財務相、国土交通相、

経済産業相、総務相、国家公安委員長が加わる）安保会議メンバーで審議。 NSCは尐なくと

も月に二度は開催する。閣僚級その他の専門会議を設けることができる。 

２．首相補佐官 国家安全保障問題担当の首相補佐官は常設とする。補佐官は定期的に首相に

報告し、首相と緊密に意思疎通する。 

３．事務局 事務局長はNSCに常時出席。国家安全保障問題担当首相補佐官に兼任させること

もできる。事務局次長（次官級）を置き、原則として官房副長官補（外交担当、安保・危機

管理担当）が兼任。事務局員は専任１０－２０人程度で構成し、自衛官を積極的に活用。民

間専門家、研究者を加えることができる。専門家若干名を顧問としておくことができる。 

４．情報部門と連携 内閣情報官ら関係省庁の情報当局者は、NSCに必要な情報を常時提供す

る。国家安全保障問題担当首相補佐官と事務局長は定期的に内閣情報官のブリーフィングを

受け、首相への情報官のブリーフィングに同席が望ましい。 

５．秘密保護 情報の提供を受けた者を含め、漏えいした者には厳しい処罰を定めた法律を作

ることが必要。NSC構成員と事務局、その情報提供を受けた者については特に重い守秘義務を

課すことも含めて、秘密保護を十全なものにする仕組みが必要。 

（今後の進め方） 政府は必要な法案を今通常国会へ提出し、成立させることを期待する。  

 

 しかし、2007年７月の参院選で自民党が大敗、参院で野党が過半数を握ったことから法

案成立が厳しい状況となり、安倍内閣の後を受けた福田康夫首相は、日本版NSC新設のため

の安全保障会議設置法改正案を廃案とした。福田内閣としては日本版NSCがなくても従来の

枠組みの活用で官邸主導の外交・安保政策の企画立案機能を強化することは可能だと判断

したためだ。福田首相が“安倍カラー”の払拭を図ったとの見方がもっぱらである。 

 



 88 

民主党もマニフェストに日本版FEMA 

 日本版NSCの創設を前面に打ち出しているわけではないが、民主党もまた危機管理面におけ

る司令塔機能の必要性を認め、マニフェストにも危機管理庁（日本版FEMA）の設置を盛り込

んできた。 

【民主党マニフェスト2005】 

 緊急事態に迅速に対処するため、「緊急事態基本法」の制定と「危機管理庁」の創設をめざ

します。 

①次期通常国会において「緊急事態基本法」を制定します。 

次期通常国会において、緊急事態の定義、緊急事態における基本的人権の尊重、国・地方公

共団 

体の責務、国会の関与のあり方などを内容とする「緊急事態基本法（仮称）」を制定します。 

②緊急事態に迅速に対忚できる態勢を整えます。 

「危機管理庁（日本版FEMA）」の創設により、武力攻撃、テロ、大規模自然災害など、各種の

緊急事態に迅速に対忚できる態勢を整えます。 

【民主党マニフェスト 2009】 

「大規模災害時等の被災者の迅速救済・ 被害拡大防止・都市機能維持のために、危機管理庁

（仮称）を設置するなど危機管理体制を強化する」 

 

 政権交代後、いち早く設置が求められ、大物政治家を担当大臣とした国家戦略局（国家戦

略审としてスタートしたが、菅直人内閣で大幅に後退）は、危機管理庁に始まる国家の司令

塔機能の必要性について、民主党政権が自覚している証拠とも言えよう。 

 鳩山由紀夫首相の突然の辞任を受けたためか、後継の菅直人首相の参院選に向けてのマニ

フェスト 2010 では「危機管理」の文字すら姿を消したが、日本版 FEMA は民主党政権が安定

する過程で復活すると見てよいだろう。 

 

可愛い子には旅をさせよ 

 国家的イニシアチブを確立する第二のポイントは、他流試合だ。 

 結論的に言えば、日本の国家と社会の安全に責任を持つ組織で国際水準を満たしているの

は自衛隊だけである。 

 その理由は明白だ。自衛隊の場合、同盟関係にある米軍と共同訓練できるレベルになけれ

ば、存在自体が意味をなさなくなるからである。俗な表現をするなら、遊んでもらえないし、

仲間にすら入れてもらえないのだ。可愛い子には旅をさせよ、である。 

 防衛白書 2009 年版によれば、2007 年度だけでも自衛隊は米軍と 33 回の共同訓練を行って

いる。白書に出てこない小規模な部隊レベルの訓練や図上演習などを含めると、年間 3桁の

共同訓練を行っていると考えてよい。（資料 41日米共同訓練の实績参照） 

 日本の警察組織（警察、海上保安庁）の国際交流は、高く評価できる取り組みも尐なくな

い反面、強制力の発揮を必要とする分野については、これまで述べたような様々な理由から

形式的なレベルにとどまってきたものもある。 
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 他流試合をすれば自ずと能力も上がるという認識は、洋の東西を問わず、変わることはな

い。21 年連続して国防費が 2桁の伸びを示し、軍事力の動向が注目を集める中国だが、その

軍事的展開にも当然ながら、世界に展開することで能力を磨くという戦略的目標が秘められ

ていることを忘れてはなるまい。米国防総省の年次報告書『中華人民共和国の軍事力 2009』

は、その点を次のように述べている。 

「中国が進めるグローバルな軍事的関与とは、外交関係改善、自国イメージの向上強化、中

国の台頭に対し他国が寄せる懸念の緩和を図ることによって、国力の増大を狙おうとするも

のである。その結果世界大に広がる中国軍の活動は、最新兵器の調達を通じた軍備の高度化

をもたらすほか、運用経験を充实させ、マネジメントに関わる重要な知見や運用思想、訓練

技法における充实を中国軍にもたらすものでもある」 

 

 国際平和協力活動に熱心でなかったからといって、日本の警察組織に勇気に欠けていたわ

けではない。国家に司令塔の機能が備わっていなかった結果、国際水準を満たした能力を備

える機会を与えられてこなかっただけなのだ。日本が国家的イニシアチブを確立するなかで、

日本の警察組織が平和構築の主要なプレイヤーとして世界の信頼を勝ち取る日は遠からずや

ってくると確信している。 
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6−3 問われる平和主義の実践——日本は教訓を活かせるのか 

 

6−3−1 日本には思想がない 

 日本に国際平和協力活動についての思想や哲学が生まれず、行政組織の縦割りを克服でき

ずにきたのは、世界の平和が自国の国益、つまり日本の安全と繁栄にとって不可欠の条件だ

という認識に欠ける結果である。 

 世界が平和でなければ自国の安全は確立されない。世界が平和で自国が安全であって初め

て、世界を舞台とする日本企業の経済活動も可能となる。世界平和と自国の安全なくして繁

栄はない。それが日本人にはピンとこない。だから、平和国家を標榜する一方で国際平和協

力活動に不熱心というアンバランスを、気にも掛けないことになる。 

 非科学的な表現を許してもらうなら、その原因は海に守られた島国という環境から生じた。

初めて外国に軍事占領されたのが 1945 年夏という日本である。外国と巧みな外交を展開しな

ければ国が滅びるという危機感を抱く必要もなく、世界の動向に無関心でいられる DNA を民

族的に胚胎するに至ったといって構わないだろう。 

 その日本的な特質は外交面にとどまるものでなく、内政面においても安全保障や危機管理

という国際水準が求められる分野にも顔をのぞかせることになる。この章では、掲げる平和

主義にふさわしい国家に日本が脱皮していくための提言を行なうが、提言にあたって日本が

いかに思想・哲学を欠いているか、象徴的なケースを紹介しておきたい。 

 

日本の不在が目立ったテロ根絶の国際サミット 

 2005年3月11日、191 人の犠牲者を出した列車爆破テロ１周年を記念する国際サミット「マ

ドリード・クラブ」（スペイン政府などが主催）がスペインの首都マドリードで開かれたが、

専門家の１員として出席して驚かされたのは、「日本の不在」という現实であった。 

 世界の指導者と専門家500人が一堂に会し、ワークショップでテロ根絶について語り合った

というのに、日本からの出席者は私のグループ３人と、休暇を取って自費で駆けつけたＯ駐

仏公使の合計４人だけ。マドリードの日本大使館からは、Ｓ大使が閉会間際にやってきたも

のの、情報収集要員さえ出していないお粗末ぶりだった。列車爆破テロ１周年の追悼式典に

も、日本の指導者の姿はなかった。名だたる世界企業がスポンサーになっていたワークショ

ップにも、日本企業の姿はなかった。 

 どれほどのビッグ・イベントだったかといえば、スペインのファン・カルロス国王とサパ

テロ首相がホスト役を務めるなか、メイン・スピーカーにアナン国連事務総長、パネル・デ

ィスカッションはカルザイ・アフガニスタン大統領、ノルウェーのボンデビック首相、ＥＵ

のソラナ外交・安全保障担当上級代表、世界的経済人のソロス氏、米州開発銀行のイグレシ

ャス総裁という豪華な顔触れだった。 

 各国とも現・前・元の大統領や首相、現職閣僚が顔を揃えており、米国のクリントン元大

統領こそ直前に心臓病の治療のため欠席したが、まさに世界のオールスターキャストが勢揃

いした。 
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 国際テロ根絶に向けた国際サミットへの参加や後援は、PKOへの自衛隊派遣にも务らない立

派な国際平和協力活動である。それに日本は、世界で初めて大量破壊兵器のサリンをテロに

使われた国として、同時多発テロの米国、列車爆破テロのスペインとならんでテロ根絶のた

めの議論をリードすべき立場である。日本では、政府も民間もそれを理解していないことが

明らかだった。思想・哲学の欠如といわざるを得ず、この有り様では国際的信用の失墜は避

けられないと痛感した。 

「これでは日本が掲げる世界平和とかテロ根絶は口先だけと思わざるを得ない。国連の常任

理事国入りなど支持できる訳がない」 

 日本に対する出席者たちの視線は冷たかった。 

 

事業仕分けに抵抗できないのは無思想が原因 

 政権交代を受けて民主党政権が進めてきた事業仕分けは、天下りの温床となっていた独立

行政法人などを俎上に載せた点で高く評価できる面はある。だが、その様子を見ていて奇異

に感じたことがある。いかにもムダ遣いをしてきたことが明らかな独立行政法人などの周章

狼狽ぶりは当然として、蓮舫議員（この事業仕分けで名を挙げ、菅内閣で行政刷新担当大臣

に就任）が発したスーパーコンピュータに関する質問、「なぜ一番でなければならないのか」

といった「国民目線」の問いや指摘に、第一人者が揃っていながら、なぜ答えられなかった

のか、不思議でならない。 

 ノーベル賞学者が揃って擁護に乗り出し、なんとか落着することになったが、これでは現

場は何も考えずに、つまり無思想のままに巨額の税金を使ってきたと疑われても仕方ないだ

ろう。 

 同じことは防衛省・自衛隊にも言える。陸上自衛官の増員と広報センター予算が認められ

なかったが、明快に説明できなかった防衛省・自衛隊側には戦略や思想・哲学が不在だと言

わざるを得ない。 

 増員問題では、仕分け人は「公務員削減にあたり、自衛隊だけ例外として認めるわけには

いかない」と斬り込んできた。ここで防衛省・自衛隊側が示す必要があったのは、国家・社

会の安全を図るための組織は相互依存かつ重層的な役割分担になっており、それを支えるた

めに陸上自衛隊のマンパワーの増員は不可欠だという点である。 

 国家・社会の安全を図るためには、まず２本の柱が確实に機能するよう役割分担を明確に

し、縦割りに陥らないよう調整機能を備えておかなければならない。 

 その第１の柱は自衛隊であり、第２の柱は警察・消防・海上保安庁・関係省庁・自治体で

ある。 

 大規模テロを含む外敵の侵攻に当たっては、自衛隊がそれに対処し、警察・消防・海上保

安庁・関係省庁・自治体は主に国内で住民避難など国民の保護に当たる。 

 逆に災害時においては、警察・消防・海上保安庁・関係省庁・自治体がいわば主役となり、

大規模な人員と資機材の投入が可能な自衛隊はバックアップに回る。以上が縦の構造である。 

横の構造と役割分担はと言えば、まず、陸上自衛隊が国土防衛の基礎部分を支え、海上自衛

隊、航空自衛隊は海空で侵略に備える。 
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 国民生活にとって重要な警察・消防・海上保安庁・関係省庁・自治体の活動は、この自衛

隊の存在に支えられることによって初めて、可能となる。どちらが重要かといった視野狭窄

の議論に陥ることなく、この相互依存関係を直視することが必要だ。 

 自衛隊同士の相互依存関係も、海空自衛隊の基地を守るのが陸上自衛隊であり、陸上自衛

隊は日本列島全体に対する海空自衛隊の活動によって守られている。海空自衛隊がどんなに

高性能兵器を揃えても、拠点である港湾や飛行場を陸上自衛隊が守らなければ、尐数のゲリ

ラ攻撃でも機能麻痺に陥る。 

 国家・社会の動脈である電力も、陸上自衛隊の存在抜きには安全を確保できない。原発な

どの重要施設の警備は、警察の精鋭部隊が担当している。通常は、これでも十分かも知れな

い。しかし、特殊部隊の目で警察の警備を見ると、奇襲的な攻撃に耐えられる保証はない。

そのような場合でも、警察部隊の背後に陸上自衛隊の特殊部隊が控えているという構造があ

れば、敵は攻撃をためらうものである。攻撃を受けた場合でも、ただちに反撃に移れる能力

を見せつけ、抑止するのである。 

 国家・社会の安全を図るために、特に陸上自衛隊の人員がどれほど必要か、内閣を挙げて

適正な数値を弾き出し、国民に問うべきだろう。各国の研究では、「日本陸軍」の最低必要数

は25万人（現在は14万人）だが、増員が認められなければ、新入隊員はゼロの状態に突入す

る。機能不全は避け難い。 

 広報についても、国民との接点であり、広報を通じて平素から国民との信頼を構築してお

くことが、適正かつ健全に軍事組織を維持していくうえでのシビリアン・コントロールにお

ける基本思想であることを、説明する必要があった。単なるＰＲ組織ではないのである。 

 

6−3−2 提言１：豪日ACSAを突破口に、国際平和協力モデルを構築せよ 

 このように、外交、内政ともに思想・哲学を欠いた状態に終始してきた日本だが、いま閉

塞状況を打開する糸口が見え始めている。それは豪州との協力関係の緊密化を突破口とした、

日本独自の国際平和協力モデルの構築である。 

 豪日両政府は、2010年5月19日の外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会（2プラス2）

で、自衛隊と豪国防軍の間で食料や燃料を相互に融通しあう「物品役務相互提供協定」（ACSA）

に署名した。日本がACSAを結ぶのは米国に続き2カ国目となる。 

 自衛隊と豪国防軍は近年、国連平和維持活動（PKO）や災害救援活動などの現場で共同活動

する機会が増えているが、東ティモールのPKOなどで自衛隊が人員や物資の輸送に忚じられず、

豪州側が締結を求めていた。 

 協定締結により、PKOや救援活動、共同訓練などの際、食料や水、燃料などの相互提供のほ

か、輸送や整備、医療活動でも相互協力を可能にし、効率的な部隊運用を目指す。 

 日米間のACSAは有事における相互協力を認めているが、豪日間では平時での協力に限定し、

航空機や船舶など装備品の部品を提供する場合、武器輸出三原則に抵触する可能性があるた

め、例外扱いとする官房長官談話を発表した。 

 2010年7月の時点で、日本政府はハイチ大地震の災害復旧で協力している韓国とのACSAを年

内に締結する方針を示している。 
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 この豪州とのACSAの締結を、グローバルな国際平和協力活動の中核となるモデルとして展

開していくためには、同じくACSAを締結している米国を含む三者の協力体制のもと、日本に

「国際平和協力活動センター（CIPCA Center for International Peace Cooperation 

Action）」（仮称）を設置し、国際平和協力活動に従事する軍事組織、警察組織、民間専門家

などに対する教育訓練を行ない、同時に高度な調査研究を实施することなど、現实的な道筋

ではないかと思う。 

 豪州の太平洋軍民協力センター（Asia Pacific Civil-Military Centre of Excellence）

と米国陸軍平和維持・安定化活動研究所（U.S. Army Peacekeeping & Stability Operations 

Institute（PKSOI））に加え、日本が新たに設置する「国際平和協力活動センター」の三者の

協力体制とし、設置場所としては沖縄県北部の名護市周辺が望ましいと思われる。 

 設置場所を名護市周辺としたのには理由がある。上記の「国際平和協力活動センター」を

核として据える形で、沖縄県北部を世界の平和構築の中心地にしていくことで、沖縄の現地

から米軍基地問題を打開していく取り組み（以下に述べる「日米同盟の平和化」）が可能にな

るのではないかと考えるからである。その場合、米国平和研究所（United States Institute 

of Peace）や中国、韓国、台湾の研究機関などとも連携していく。 

 日米同盟の平和化とは小川和久が1992年当時から提唱している構想で、日本が自国の安全

のために選択している米国との同盟関係をさらに深化させ、例えば日本国憲法前文の精神（世

界の平和を实現するために行動することを誓うとの趣旨）を具現していく国際公共財的なあ

り方に体質改善することを目指している。 

 現在、沖縄振興策の一環として、沖縄科学技術大学院大学（Okinawa Institute of Science 

and Technology,OIST）の設置(沖縄県国頭郡恩納村)が推進されている。沖縄に、自然科学系

の世界最高の研究・教育水準を有し、国際的で柔軟性を併せ持った大学院大学を設置するこ

とで、世界の科学技術の発展に寄与し、同時に、沖縄をアジア・太平洋地域の先端的頭脳集

積地域として発展させ、沖縄の経済的自立を図ることなどを目指している。2010 年 7 月、初

代学長予定者としてスタンフォード大学線形加速器センター(SLAC)所長などを歴任した素粒

子物理学者ジョナサン・ドーファン博士を決定した。 

 確かに、沖縄科学技術大学院大学は素晴らしい構想であり、沖縄の未来にとっての価値も

大きいものと考えられるが、「国際平和協力活動センター」は自らを世界の平和構築の中心地

にすることにより日米同盟を平和实現のための国際公共財に変化させ、そのことによって日

本周辺の安全を高め、米軍基地問題を自ら克服していくことができる点で、それに勝るとも

务らぬ構想といえるのではないかと思う。 

 この「国際平和協力活動センター」の活動の基本的な考え方は、米国の連邦緊急事態管理

庁（FEMA）の危機管理の思想など参考にできるのではないかと思う。 

 米国の危機管理は脆弱性軽減（ ミティゲーション）、準備（プリペアドネス）、対処（レス

ポンス）、復旧（リカバリー）の４段階のサイクルが一体となっている。FEMAは、緊急事態に

出動するときには総合調整権を掌握し、被害を局限する適切な対処法を、その専門的知識に

よって危機ごとにオーダーメードする能力を有する。平時には、危機管理要員の教育訓練と

調査研究活動を行ない、危機管理の中心的存在となっている。平和構築は国際的な危機管理

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E7%B4%8D%E6%9D%91
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でもあり、FEMAに関する「危機管理」の文言を「平和構築」に置き換えれば、そのまま通用

すると言ってよい。FEMAの考え方は、その意味で参考になることは間違いない。 

 名護市周辺に設置する「国際平和協力活動センター」は、当然ながら、要員の教育訓練や

宿営地として米国海兵隊のキャンプ・ハンセンやキャンプ・シュワブを使うことになり、従

来の米軍基地は国際平和協力活動のための訓練場に性格を変えていくことになる。これは日

米同盟の平和化を象徴する姿でもあり、沖縄の側から米軍基地問題を克服していくひとつの

具体的なあり方ともなろう。 

 沖縄米軍基地問題をこのように前進させられるとの筆者の確信は、立場を越えた沖縄の

人々との26年間にわたる対話と信頼関係に基づいている。日米同盟の解消も日本からの分離

独立も現实的でない以上、米軍駐留のあり方を日本国憲法前文の精神に一歩ずつ近づけてい

くことこそ、現实的な取り組みであるとの共通理解は、沖縄の指導的立場の人々に広く、好

意的に受け止められている。 

 

6−3−3 提言２：退職自衛官を警察官に採用し、海外派遣任務に活用せよ 

 豪州、米国との協力のもと、沖縄に「国際平和協力活動センター」を設置し、平和構築の

世界的な拠点としていくことは、掲げる平和主義にふさわしい国家に日本が脱皮していくた

めの試金石ともいうべき試みである。 

 それに関連して、国際平和協力活動に対する消極姿勢が浮き彫りとなった日本の警察の関

わりについて、まったく新しい発想による問題の克服を提言したいと思う。 

 それは、退職自衛官の再就職先として都道府県警察を位置づけ、一定の教育期間を経て警

察官として採用し、国際平和協力活動要員の人的資源としていく考え方である。退職自衛官

の場合、一定の割合の人材が PKO など国際平和協力活動の経験を有しており、警察当局が海

外派遣を求める場合にも問題は生じないと思われる。 

 当然ながら、プロパーの警察官の国際平和協力活動への派遣も積極的に推進されなければ

ならないが、退職自衛官による日本警察の国際平和協力活動への関わりが深まるほどに、そ

れを牽引力としてプロパー警察官の派遣も進むものと思われる。 

 退職自衛官の警察官としての再就職は、以下のような点において警察力の大幅な向上が期

待できることから、尐子高齢化が進む日本社会の安全に大きなメリットをもたらすものと考

えられる。 

（１）再就職者としての比較的安価な人件費により、警察官の大幅増員が可能となる（海外

派遣に関する予算措置については提言 3を参照）） 

（２）自衛官としての知見が警察組織の能力を向上させる 

（３）国際平和協力活動への要員の確保と能力向上を期待できる 

（４）退職自衛官の再就職先として魅力的であり、自衛隊の士気の維持と募集についても良

循環が期待できる 

 参考までに、警察官と自衛官の現況は以下の通りである。 
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 2009年度の警察職員の定員は29万0640人（うち警察庁7660人、都道府県警察28万2980人）。

退職者は年間1万人弱で横ばいの傾向にあるが、2008年度の警察官採用試験の競争率は7.6倍

と低下傾向に歯止めが掛かったとされる。（2009年版警察白書） 

 同じく2009年度の自衛官の定員は24万8303人（現員22万8536人）で、内訳は陸上自衛隊15

万2212人（同14万0251人）、海上自衛隊4万5585人（同4万2431人）、航空自衛隊4万7138人（同

4万3652人）、統合幕僚監部3368人（同2202人）となっている。 

 自衛官の年間退職者は、定年退職者（幹部、准尉、曹）4800人、任期満了退職者（士）4100

人のレベルで推移しているが、自衛官の若年退職制度から見ても60歳定年の一般警察官とは

大きな開きがあり、活用の可能性は大きいと思われる。 

 自衛官の定年は、1佐（56歳）、2佐・3佐・1尉・2尉・3尉（55歳）、准尉・曹長・１曹（54

歳）、2曹・3曹（53歳）となっており、定年退職者でも55歳以下が圧倒的多数を占め、任期満

了退職者は30歳前後である。 

 

6−3−4 提言３：国際平和協力活動の資金は「国家安全保障予算」から拠出せよ 

 平和構築の世界的な拠点としての「国際平和協力活動センター」の設置と退職自衛官の警

察官としての再活用による画期的な国際平和協力活動を推進する場合、予算についてもまっ

たく新しい発想が必要となるだろう。 

 本報告書では、国家安全保障に関する予算枠（「国家安全保障予算」）を設け、尐なくとも

国際平和協力活動に必要とされる資金はそこから拠出することを提言したい。 

 先に述べたように、世界の平和が日本の安全と繁栄にとって不可欠の条件であることを考

えれば、防衛省に限らない「国家安全保障予算」という呼称は、日本の国家社会全体の安全

を図るために組織横断的に使われるという意味からも、ふさわしいのではないかと思う。 

 組織横断的な「国家安全保障予算」の枠がないことで、日本はどのような問題に直面して

きたか、小川和久が経験した早期警戒衛星導入のケースを通じて眺めておきたい。 

 2009年5月中旪、小川は民主党の内藤正光参議院議員（民主党政権で総務副大臣）から「4

月5日の北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けて、日本が将来的に早期警戒衛星を導入する件

について、民主党の宇宙プロジェクトチーム（野田佳彦座長）で話してほしい」と連絡を受

けた（野田は菅政権で財務大臣に就任する）。小川は3週間後の6月10日午後5時30分から、参

議院議員会館で「早期警戒衛星  日本が視野に入れるべき要件」という演題で1時間ほど話

し、さらに1時間ほど議員や民主党政策スタッフの質問に答えた。 

 民主党の宇宙プロジェクトチームで話すにあたって、小川は日本を代表する総合商社と防

衛省に米国の早期警戒衛星の現状に関するレクチャーを求めた。 

 ビジネスに直結する問題だから当然ではあるが、総合商社の担当幹部は積極的かつわかり

やすく説明した。内容的にも、日本国内で得られる情報の最先端を行くものであった。 

 不思議だったのは防衛省である。日頃の小川との関係もあり、防衛政策の中心に位置する

課長と早期警戒衛星の担当者がレクチャーに臨んだが、防衛省側の説明は総合商社のものよ

り10年ほど遅れているのではないかと思われるほど古めかしく、早期警戒衛星とは赤道上空

36000キロの静止軌道にあり、赤外線センサーで弾道ミサイルの発射や核实験を監視するもの、
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といった旧態依然たるものに終始した。最初、小川は、まだ当時は野党だった民主党の宇宙

プロジェクトチームへの講演ということで、防衛省側がサービスしてないのではないかと疑

ったが、やがてまったく違う理由による消極姿勢だということが明らかになった。 

 防衛省の消極姿勢の理由を語る前に、現代の早期警戒衛星、それも米国のものについて説

明しておきたい。早期警戒衛星を保有しているのは米ロ2カ国のみだが、米国のものは一般の

イメージよりはるかに進化している。 

 米国は1960年代から47基の早期警戒衛星（DSP Defense Support Program 防衛支援プログ

ラム）を静止軌道に打ち上げ、旧ソ連をはじめとする敵からの弾道ミサイル攻撃に備え、同

時に核实験を監視してきた。現在、6基（南北両半球3基ずつ）のDSPを運用しているが、2008

年以降、SBIRS（Space-Based Infrared System 宇宙空間赤外線システム）と呼ばれる最先

端の衛星に置き換えつつある。2010年内にSBIRSは3基が運用状態となる。 

 従来のDSPと比べたSBIRSの能力は、センサー感度で10倍、地上からのコマンドへの対忚速

度は5倍、発射地点予測精度5倍、着弾地点予測精度10倍、と飛躍的に向上しており、さらに

次の3つの新機能が備わっている。 

 SBIRSの新機能は、（１）ミサイル防衛（ミサイル防衛システムに対する脅威位置情報の提

供）、（２）技術インテリジェンス（ミサイル・ロケットの飛行特性の抽出・分析）、（３）戦

域状況評価（作戦行動支援のための情報提供）で、従来のDSP の警戒・探知機能がISR（情報、

警戒監視、偵察）分野に拡大したのが最大の特徴だ。 

 特に（3）の戦域状況評価（作戦行動支援のための情報提供）の機能は国際平和協力活動に

とっても安全に任務を遂行するための不可欠のツールとなる。 

 このように、最先端を行く早期警戒衛星はミサイル警戒や核实験監視にとどまらず、平和

構築の現場への情報提供までも担う存在に進化していたのである。むろん、テロや災害でも

重要な役割を果たすことは言うまでもない。 

 防衛省とて、それぐらいの情報を入手していないはずはない。なぜ消極的とも受け取られ

る姿勢に終始したのだろう。 

 その理由は、やがて明らかになった。限られた大きさのパイである防衛予算から、2000億

円とも4000億円ともいわれる莫大な金額を早期警戒衛星に食われることを避けたいとする姿

勢の現れだったのである。 

 2010年度の日本の防衛予算4兆6826億円の内訳は、人件・糧食費2兆850億円（44.5%）、装備

品等購入費7738億円（16.5%）、研究開発費1588億円（3.4%）、施設整備費1343億円（2.9%）、

営舎費・被服費等1146億円（2.5%）、訓練活動経費9035億円（19.3%）、基地対策4365億円（9.3%）、

その他760億円（1.6%）となっている。 

 既にこの防衛予算から、ミサイル防衛（MD）、次期主力戦闘機（FX）などの高額装備に巨額

の支出を強いられている。 

 そこに早期警戒衛星が加わると、いかに後年度負担という分割払いになるにしても、防衛

力整備自体が破綻をきたす恐れすらある。 
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 实を言えば、先に触れたスーダンPKOへのヘリコプター部隊の派遣断念の背景にも、100億

円ともいわれる派遣予算を負担することによって、進行中の防衛力整備にしわよせが出るこ

とへの懸念が、ブレーキをかけさせたとする見方がある。 

 防衛省に限らず、行政組織ごとの予算のなかで問題に対処しようとすると、常に同様の問

題に突き当たり、国家レベルで考えれば可能なことも实行されずに終わり、結果的に国益を

損なうことになる。国際平和協力活動に対する日本警察の消極姿勢にも、むろんこの問題が

関わっている。 

 この典型的な縦割りの弊害を乗り越えなければ、国際平和協力活動の先頭に立つことで自

国の安全と繁栄を实現していくという国益の追求もできない。私は、民主党の宇宙プロジェ

クトチームに対して、「国家安全保障」枠で予算を考える必要性を指摘した 

 国際平和協力活動や海賊対処などオール・ジャパンで取り組むべき活動については、すべ

て「国家安全保障」枠で予算措置を行ない、この予算枠は防衛省・自衛隊だけでなく、警察、

消防、地方自治体、NGOなども使えるようにするのである。 

 自衛隊の装備品の導入と運用に伴う予算についても、国際平和協力業務に不可欠な早期警

戒衛星、輸送機、空中給油機、輸送艦、補給艦などは「国家安全保障予算」から一定割合の

負担を行ない、防衛力整備に支障が出ない形で国際貢献任務を遂行できるようにしていく。 

 具体的には、装備品等購入費7738億円、研究開発費1588億円、訓練活動経費9035億円（以

上、2010年度予算）の10％に相当する額（2010年度予算で1836億円）を「国家安全保障予算」

から補助し、防衛力と平和構築力の両立を図るのである。警察庁、消防庁、海上保安庁につ

いても、同様の考え方で平和構築への能力を整備していく。 

 政権交代3カ月前のことだったが、民主党側の反忚は悪くなかった。 

＊ 

 本報告書を世に問うのは政権交代から1年が経過する段階だが、世界は、日本は戦後一貫し

て掲げてきた平和主義を内实が伴った形で实践できるか、ペルシャ湾への掃海部隊派遣とカ

ンボジアPKOから20年近くにわたる国際平和協力活動における教訓を活かせるのか、注目して

いる。国際社会の期待に忚え、同時に日本の国益を追求するには、単に人員や資金を出すだ

けでなく、豪州、米国などとの協力による国際平和協力活動センターの設置をはじめとする

上記の提言を实行に移す必要がある。いまこそ平和主義を「日本の顔」として世界に示すと

きである。 

 最後に、駐日豪州大使館のリチャード・アンドリュース公使、ブルース・ミラー元公使、

豪日交流基金の堀田満代事務局長をはじめとする豪州側の関係者に心から感謝の意を表した

い。豪日交流基金の研究助成がなければ、上記の提言のような着想も得られなかった。その

意味で、国際平和協力活動に関する豪日両国の協力は既に始まっており、世界平和实現に向

けての羅針盤となっていることを強調しておきたい。 
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資料１ 豪州が参加した国際平和協力活動（1947〜2007 年） 

 

 

 

活動の名称 

 

 

略称 

 

 

国・地域 

 

 

参加期間 

豪州人の平

均または最

大人数 

豪州人の

累計人数

（推定） 

 

豪州人の主な

役割 

国連領事委員会  インドネシア 1947 4 4 軍事監視員 

国連調停委員会 UNGOC インドネシア 1947〜49 最大 15 30  

国連インドネシア

委員会 

UNCI インドネシア 1949〜51 最大 19 40 軍事監視員 

国連朝鮮委員会 UNCOK 韓国 1950 2 2 軍事監視員 

国連インド・パキ

スタン軍事監視団 

UNMOGIP カシミール 1950〜85 最大 18 200 軍事監視員、 

空輸 

国連朝鮮統一復興

委員会 

UNCURK 韓国 1951 1 1 軍事監視員 

国連休戦監視機構 UNTSO 中東（イスラ

エル・近隣） 

1956〜現

在 

12 400 軍事監視員 

国連コンゴ活動 ONUC コンゴ 1960〜61 8 8 医療 

国連暫定統治機構 UNTEA 西部ニューギ

ニア 

1962〜63 11 11 ヘリで人道援

助を支援 

国連イエメン 

監視団 

UNYOM イエメン 1963 2 2 軍事監視員 

国連キプロス PKF UNFICYP キプロス 1964〜現

在 

警察官 

12〜50 人 

1185 法秩序の維持 

国連インド・ 

パキスタン監視団 

UNIPOM インド・ 

パキスタン 

1965〜66 3 3 軍事監視員 

国連兵力引き離し

監視軍 

UNDOF イスラエル・ 

シリア 

1974 UNTSO から

数人が出向 

0 軍事監視員が

UNTSO から出向 

第 2次国連緊急軍 UNEF II シナイ半島 1976〜79 46 320 停戦監視 

国連レバノン暫定

駐留軍 

UNIFIL レバノン 1978 4 6 軍事監視員が

UNTSO から出向 

英連邦監視軍 CMF ジンバブエ 1979〜80 152 152 ローデシア軍

の監視、ゲリラ

宿営地の監視、

難民の帰還 

多国籍軍監視団 MFO シナイ半島 1982〜86 

1993〜現

在 

前期 110 

後期 25〜30 

1300 イスラエル軍

撤退を監視 

（続く） 
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資料１ 豪州が参加した国際平和協力活動（1947〜2007 年）（続） 

 

 

活動の名称 

 

 

略称 

 

 

国・地域 

 

 

参加期間 

豪州人の平

均または最

大人数 

豪州人の

累計人数

（推定） 

 

豪州人の主な

役割 

英連邦ウガンダ 

軍事訓練チーム 

CMTTU ウガンダ 1982〜84 6 24 政府軍を訓練 

国連イラン・イラク

軍事監視団 

UNIIMOG イラン・ 

イラク 

1988〜90 15 60 軍事監視員 

（イラン駐在） 

国連国境救援機構 UNBRO タイ・カン

ボジア国境 

1989〜93 警察 2人 2 法秩序の確保、

警察訓練 

国連ナミビア独立

支援グループ 

UNTAG ナミビア 1989〜90 300 650 工兵、選挙監視 

国連地雷除去訓練

チーム 

UNMCTT アフガニス

タン・パキ

スタン 

1989〜93 6〜13 92 難民に対する

地雷除去訓練、

活動計画 

海上阻止行動部隊 MIF ペルシャ湾 

・オマーン

湾・紅海 

1990〜

2003 

最大 3隻。

1990,2001

〜03 年は

600 人以上 

2400 国連の対イラ

ク経済制裁を

執行（クウェー

ト侵略を止め

させ、さらなる

紛争を防ぐ） 

ハビタット作戦  クルディス

タン（イラ

ク北部） 

1991 75 75 人道援助物資

輸送 

国連大量破壊兵器

廃棄特別委員会 

UNSCOM イラク 1991〜99 毎年 10〜30

以上 

135 イラクの核・生

物化学兵器製

造能力の査察 

・監視・廃棄 

国連西サハラ住民

投票ミッション 

MINURSO 西サハラ 1991〜94 45 225 通信 

国連カンボジア 

先遣隊 

UNAMIC カンボジア 1991〜92 65 65 通信 

国連カンボジア 

暫定統治機構 

UNTAC カンボジア 1992〜93 600 1250 通信、輸送、選

挙支援、法秩序

の維持 

第 1次国連 

ソマリア活動 

UNOSOM I ソマリア 1992〜93 30 30 交通管制 

（続く） 
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資料１ 豪州が参加した国際平和協力活動（1947〜2007 年）（続） 

 

 

活動の名称 

 

 

略称 

 

 

国・地域 

 

 

参加期間 

豪州人の平

均または最

大人数 

豪州人の

累計人数

（推定） 

 

豪州人の主な

役割 

統一任務部隊 UNITAF ソマリア 1992〜93 1366 1366 人道援助の 

安全を確保 

国連保護軍 UNPROFOR 旧ユーゴスラ

ビア 

1992 4 60 軍事監視員、 

連絡要員 

第 2次国連 

ソマリア活動 

UNOSOM II ソマリア 1993〜95 50 200 交通管制、司令

部要員、警察官 

カンボジア地雷

対策センター 

CMAC カンボジア 1994〜98 8 45 地雷除去 

国連ルワンダ 

支援団 

UNAMIR ルワンダ 1994〜95 308 612 医療（115 人）、

歩兵（護衛）、

支援部隊 

国連モザンビー

ク活動 

ONUMOZ モザンビーク 1994 18 36  

南太平洋 PKF SPPKF ブーゲンビル 1994 648 648 司令官、 

支援部隊 

多国籍軍 MNF ハイチ 1994〜95 31 31 警察監視員 

国連地雷除去 

推進計画 

ADP モザンビーク 1994〜

2002 

4 31 地雷除去の指

導・訓練・調整 

国連グアテマラ

人権監視団 

MINUGUA グアテマラ 1997 1 1 監視員 

安定化部隊 SFOR 旧ユーゴスラ

ビア 

1996〜

2004 

6 204 将校が英軍部

隊で勤務 

休戦監視団 TMG ブーゲンビル 1997〜98 120 230 停戦監視、和平

プロセス促進 

和平監視団 PMG ブーゲンビル 1998〜

2003 

260 2100 停戦監視、和平

プロセス促進 

国連東ティモー

ル・ミッション 

UNAMET 東ティモール 1999 警察 50 人 

軍 6人 

62 住民投票促進 

東ティモール 

国際軍 

INTERFET 東ティモール 1999〜

2000 

5500 1 万 9576 平和と安全を

確保、人道援助

と復興を促進 

国連東ティモー

ル暫定行政機構 

UNTAET 東ティモール 2000〜02 1650 7500 治安維持、 

復興を促進 

（続く） 
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資料１ 豪州が参加した国際平和協力活動（1947〜2007 年）（続） 

 

 

活動の名称 

 

 

略称 

 

 

国・地域 

 

 

参加期間 

豪州人の平

均または最

大人数 

豪州人の

累計人数

（推定） 

 

豪州人の主な

役割 

国際和平監視 

チーム 

IPMT ソロモン諸島 2000〜02 35 140 和平プロセス

監視 

国連エチオピア 

・エリトリア派遣

団 

UNMEE エチオピア・ 

エリトリア 

2001〜05 2 16 参謀将校 

国際軍事支援 

訓練チーム 

IMATT シエラレオネ 2001〜03 2 17 軍事監視員 

国連東ティモー

ル支援団 

UNMISET 東ティモール 2002〜05  3200 治安維持、 

復興を促進 

国連監視検証 

査察委員会 

UNMOVIC イラク 2002〜03 約 5 5 兵器査察 

国連アフガニス

タン支援 

ミッション 

UNAMA アフガニスタ

ン 

2003〜現

在 

1 4 連絡将校 

ソロモン諸島 

地域支援 

ミッション 

RAMSI ソロモン諸島 2003〜現

在 

1650 5000 警察官・文官・

軍人が治安と

ロジスティク

スを担当 

国連スーダン 

派遣団 

UNMIS スーダン 2005〜現

在 

25 116 監視員、ロジス

ティクス、 

航空管制 

国連東ティモー

ル事務所 

UNOTIL 東ティモール 2005〜06 4 16 軍事顧問 

東ティモール 

国際軍 

ISF 東ティモール 2006〜現

在 

850 3200 UNMIT と東ティ

モール政府の

保安を支援 

国連 

東ティモール 

統合ミッション 

UNMIT 東ティモール 2006〜現

在 

軍 4人 

警察 50 人 

150 連絡将校 

警察 

 

出典 Horner, Londey and Bou, Australian Peacekeeping, pp. 273〜80. 
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資料２ 安全保障協力に関する日豪共同宣言（日本国外務省仮訳）2007 年 3 月 13 日 

 

日本国及びオーストラリアの両首脳は、 

 日本国とオーストラリアとの間の戦略的パートナーシップが、民主主義という価値並びに

人権、自由及び法の支配に対するコミットメント、共通の安全保障上の利益、相互への尊敬、

信頼並びに深い友情関係に基づくことを確認し、 

 共通の価値と利益を反映する戦略的パートナーシップを継続的に発展させることにコミッ

トし、 

 日本国及びオーストラリアが、テロリズム、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散、並び

に災害救援及び感染症大流行等の人間の安全保障上の懸念を含む地域的及び世界的な安全保

障上の課題に関し有益な協力を進めていること、並びに地域の平和と安定に貢献しているこ

とを想起し、 

 日本国及びオーストラリアの将来の安全と繁栄が、アジア太平洋地域及びそれを越える地

域の安全な将来と関連していることを認識し、 

 繁栄し、開かれ、かつ、安全なアジア太平洋地域という目標を達成するため、相互に、及

び、アジア太平洋経済協力（APEC）、ASEAN 地域フォーラム（ARF）、東アジア首脳会議（EAS）

等のフォーラムを通じ他の国々と共に協力することを確認し、また、両国間の強化された安

全保障協力が、この文脈において重要な貢献となることを認識し、 

 共通の関心を有する分野における安全保障上の進展に関する定期的かつ建設的な意見及び

評価の交換の強化を通じたものを含め、日本国及びオーストラリアの自衛隊・軍及び他の安

全保障関係当局の間における实際的な協力を強化することにコミットし、 

 新たな安全保障上の課題と脅威に対忚するため、相互に及び他の国々と共に協力すること

にコミットし、 

日豪それぞれとアメリカ合衆国との同盟関係に具現された共通の戦略的利益及び安全保障上

の利益を確認し、日米豪三箇国間の外務、防衛及び他の関係当局間の实際的な協力並びに日

米豪戦略対話を通じたものを含め、三箇国間の協力を強化することにコミットし、また、両

国間の強化された協力が、三箇国間の協力の強化に資することを認識し、 

 日本国とオーストラリアとの間の安全保障協力の強化のための包括的な枠組みを策定する

ことを希望して、 

 次のとおり決定した。 

 

協力の強化 

・日本国及びオーストラリアは、アジア太平洋地域及びそれを越える地域における共通の戦

略的利益に係る問題についての協力及び協議を強化する。これには、核開発、弾道ミサイ

ルに係る活動及び拉致問題等の人道上の問題を含む、北朝鮮に関連する諸懸案の平和的解

決のための協力を含む。日本国及びオーストラリアは、また、テロリズムがアジア太平洋

地域及びそれを越える地域の平和と安定に与える脅威を認識し、その脅威に対処するため

協力を更に強化する。 
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・日本国及びオーストラリアは、また、平和維持活動や人道支援活動等の活動を通じ、国際

連合並びに他の国際的及び地域的な機関及びフォーラムを通じた協力を強化する。日本国

及びオーストラリアは、日本国の安全保障理事会常任理事国入りの实現を含む国際連合の

改革に向けて協力を行う。 

・協力は、それぞれの国の法令に従って实施される。 

・日本国及びオーストラリアは、地域的及び国際的な平和と安全及び人間の安全保障に対す

る両国の協働による貢献をより効果的なものにするため、安全保障及び防衛協力の分野に

おける両国間の協力を深化させ、また、拡大する。 

 

協力の分野 

・日本国とオーストラリアとの間の安全保障協力の範囲は、尐なくとも次のものを含む。 

（i）国境を越える犯罪との戦いに関する法執行（麻薬・前駆物質の不正取引、密入国及び人

身取引、通貨偽造、並びに武器の密輸を含む。） 

（ii）国境の安全 

（iii）テロ対策 

（iv）軍縮並びに大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散対抗 

（v）平和活動 

（vi）戦略的評価及び関連する情報の交換 

（vii）海上及び航空の安全確保 

（viii）災害救援を含む人道支援活動 

（ix） 感染症大流行の発生時を含む緊急事態対忚計画 

・日本国及びオーストラリアは、上記の協力の一環として、適当な場合は、両国の自衛隊・

軍及び他の安全保障関連当局の間における实際的な協力を強化する。これには、次のもの

が含まれる。 

（i）人的交流 

（ii）人道支援活動の分野を含む、協力の効果を更に向上させるために両国が共に行う訓練 

（iii）法執行、平和活動及び地域のキャパシティ・ビルディングを含む分野における調整さ

れた活動 

 

実施 

・日本国及びオーストラリアは、上記の分野における安全保障協力を推進するため、具体的

な措置を伴う行動計画を策定する。 

・日本国及びオーストラリアは、外務大臣間の戦略対話を更に強化し、年次ベースで開催す

る。 

・日本国及びオーストラリアは、防衛大臣間の対話を強化し、年次ベースで開催する。 

・日本国及びオーストラリアは、定期的な大臣間の対話の創設を含め、外務・防衛両省の合

同対話を強化する。 
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2007 年 3月 13 日に東京で署名した。 

 

日本国総理大臣 安倍晋三 

オーストラリア首相 ジョン・ハワード 
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資料３ 安全保障協力に関する日豪共同宣言を実施するための行動計画の主要な要素 

（改定版、日本国外務省仮訳）2009 年 12 月 

 

1. 共通の戦略的利益に係る問題についての協力の強化 

（1）アジア太平洋地域等における安全保障上の課題に関する政策調整の強化 

（2）拉致、核、ミサイル等の北朝鮮をめぐる諸問題についての情報交換及び政策調整 

（3）日米豪 3か国の枠組みやその他多国間の枠組み（地域における既存・将来のあらゆる枠

組みを含む。）における二国間協力の強化 

（4）APEC、EAS、ASEAN 地域フォーラム（ARF）、豪州加盟後の ASEM における緊密な協力、及

び地域の将来についての地域的議論の継続 

（5）太平洋島嶼国問題における緊密な協力 

 

2. 国連改革 

（1）日本の安保理常任理事国入りの早期实現の追求を含めた、国連改革に関する対話と協力

の継続 

（2）国連安保理の優先課題及び諸問題についての意見交換 

 

3. 安全保障及び防衛協力 

（1）ロジスティックスの相互支援に関する国際約束に向けた努力 

（2）現行の防衛交流協力に基づく次に掲げる活動の实施 

（イ）日豪閣僚級会合の年次開催 

（ロ）ハイレベル交流 

（ハ）实務レベル交流 

（ニ）部隊間交流 

（ホ）技術交流 

（ヘ）情報交流 

（ト）国際平和協力活動における協力 

（チ）日米豪や ARF 等の枠組みにおける二国間防衛協力の強化 

（リ）協力・交流に係る年間計画の策定 

（ヌ）その他 

（3）日豪 1.5 トラック安全保障対話を通じての北アジアの安全保障に関する意見交換の实施 

（4）日米豪 3か国の安全保障・防衛協力会合におけるものを含む日豪間の戦略的議論及び意

見交換の強化 

（5）人間の安全保障に関する意見交換の強化 

 

4. 法執行 

（1）豪連邦警察と警察庁の間の協力関係の強化 

（2）違法薬物（前駆物質含む）に関する情報交換 
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（3）国境を越えた脅威に関する地域援助戦略の調整のための定期協議の継続 

（4）協力を強化するための税関協力会議の定期開催 

（5）マネーロンダリング対策のための協力の強化 

（6）武器貿易条約（ATT）イニシアティブに関する議論を前進させるための協力 

 

5. 国境の安全 

（1）国境の安全の分野における二国間協力の可能性の探求 

（2）エアライン・リエゾン・オフィサー・イニシアティブの实施 

 

6. テロ対策 

（1）テロ対策担当部局間の二国間協力の強化 

（2）次回日米豪テロ対策協議への参加 

（3）途上国の港湾保安及び国境管理の能力強化のための協力 

（4）過激化対策活動についての研究、ベスト・プラクティス、公開情報源及び技術的解決策

の共有 

（5）生物テロ対策のための途上国の能力強化のための協力 

（6）キャッシュ・クーリエ及びキャッシュ・スマグラーの阻止及び特定のための途上国の能

力強化のための協力 

 

7. 軍縮並びに大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散対抗 

（1）日豪軍縮・不拡散年次協議の開催 

（2）地域における PSI の促進 

（3）CWC ワークショップの開催の検討を含む、不拡散アウトリーチ活動についての協力の継

続 

（4）不拡散に関する輸出入管理についての情報交換の促進 

（5）NPT レビュープロセスにおいて協力 

（6）核不拡散・核軍縮に関する国際委員会の最終報告書を考慮に入れ、NPT 運用検討会議に

向けた国際的な議論を促進 

 

8. 平和活動 

（1）豪連邦警察国際派遣グループの派遣前訓練への警察庁の参加 

（2）日本の平和構築人材育成事業における一層の協力の機会の追求 

（3）紛争後の再建・和解についてのシンポジウムの共催 

（4）RAMSI の活動支援のための協力 

（5）新設のアジア大洋州民軍センターを含む、日豪の平和維持に関する研究機関間の連携の

奨励 

 

9. 戦略的評価及び関連する情報の交換 
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（1）安全保障に関する秘密情報共有に関する二国間協定の交渉継続 

（2）関連当局間の定期協議を通じた戦略的評価及び関連する情報の交換の強化 

 

10. 海上・航空保安 

（1）交通保安に関する二国間対話の实施 

（2）共同訓練、人的交流、研修について議論を行うための豪税関と海上保安庁の会合 

（3）海上安全保障の強化のための東ティモールに対する共同支援の方途の検討 

（4）地域的・国際的海賊対策の取組における協力の方途の検討 

 

11. 災害救援を含む人道支援活動 

（1）災害対忚に関する緊密な協議及び災害対忚及びリスク低減等における協力のための分野

の特定 

（2）国連の地域における災害対忚能力を強化するための協力 

 

12. 今後予定される会合 

（1）外務・防衛閣僚協議の開催 

（2）外相会合の開催 

（3）防衛相会合の開催 

（4）外務・防衛当局間（PM）協議 

（5）防衛当局間（MM）協議 

（6）日豪軍縮・不拡散協議 

（7）税関協力会議 

（8）東アジアに関する政策協議 

 

 

資料４ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供

に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定（ACSA） 

 

日本国政府及びオーストラリア政府（以下「両当事国政府」という。）は、 

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における後方支援の分野で提供される物品

又は役務（以下「物品又は役務」という。）の相互の提供に関する枠組みを設けることが、日

本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間の緊密な協力を促進することを認識し、 

 このような枠組みを設けることが、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及びそ

の他の活動において日本国の自衛隊及びオーストラリア国防軍がそれぞれの役割を一層効率

的に果たしていくことを促進し、国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄

与することを理解して、 

 次のとおり協定した。 

 



 110 

第１条 

１ この協定は、次に掲げる活動に必要な物品又は役務の日本国の自衛隊とオーストラリア国

防軍との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。 

ａ 日本国の自衛隊及びオーストラリア国防軍の双方の参加を得て行われる訓練 

ｂ 国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動又はいずれかの当事国政府の国若しくは

第三国の領域における大規模災害への対処のための活動 

ｃ 外国での緊急事態における自国民又は、適当な場合には、その他の者の退去のための輸

送 

ｄ 連絡調整その他の日常的な活動（いずれか一方の当事国政府の部隊の艦船又は航空機に

よる他方の当事国政府の国の領域内の施設への訪問を含む。）。ただし、いずれかの当事国

政府の部隊が単独で行う訓練を除く。 

２ この協定は、相互主義の原則に基づく物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。 

３ この協定に基づいて行われる物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日本

国の自衛隊及びオーストラリア国防軍が实施する。 

 

第２条 

１ いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊又はオーストラリア国防軍により实施され

る前条１に掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこ

の協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要

請された物品又は役務を提供することができる。 

２ この条の規定に基づいて提供される物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。 

食料、水、宿泊、輸送（空輸を含む。）、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地

支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務それ

ぞれの区分に係る物品又は役務については、付表において定める。 

３ ２の規定については、日本国の自衛隊又はオーストラリア国防軍による武器又は弾薬の提

供が含まれるものと解してはならない。 

４ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の提供は、それぞれ

の国の法令に従って行われる。 

 

第３条 

１ この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでな

ければならない。 

２ この協定に基づいて物品又は役務を受領した当事国政府（以下「受領当事国政府」という。）

は、当該物品又は役務を提供した当事国政府（以下「提供当事国政府」という。）の書面に

よる事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても、

当該物品又は役務を受領当事国政府の部隊以外の者に移転してはならない。 

 

第４条 
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１ この協定に基づく物品の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。 

ａ 受領当事国政府は、提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返

還する。ただし、ｂの規定の適用を妨げるものではない。 

ｂ 提供された物品が消耗品である場合又は受領当事国政府が当該物品を提供当事国政府

にとって満足のできる状態及び方法で返還することができない場合は、受領当事国政府は、

同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還す

る。ただし、ｃの規定の適用を妨げるものではない。 

ｃ 受領当事国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとっ

て満足のできる状態及び方法で返還することができない場合は、受領当事国政府は、提供

当事国政府の指定する通貨により償還する。 

２ この協定に基づく役務の提供に係る決済については、提供当事国政府の指定する通貨によ

り提供された役務を償還するか又は同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供す

ることによって決済する。決済の方法については、当該役務が提供される前に両当事国政

府の間で合意する。 

３ いずれの当事国政府も、それぞれの国の法律が許容する範囲内において、この協定に基づ

いて提供される物品又は役務に対して内国税を課さない。 

 

第５条 

１ この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、

条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を实施するためのものを定める手続取決め

（その修正を含む。）に従って实施される。手続取決めは、両当事国政府の権限のある当局

の間で作成される。 

２ 前条１ｃ及び２の規定に従って償還される物品又は役務の価格は、手続取決めに定める関

連規定に基づいて決定される。 

 

第６条 

１ この協定の規定は、1954 年 2月 19 日に署名された日本国における国際連合の軍隊の地位

に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するオーストラリア国

防軍が实施するいかなる活動にも適用されない。 

２ 両当事国政府は、この協定の实施に関し相互に緊密に協議する。 

３ この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国政府の間の協

議によってのみ解決されるものとする。 

４ 両当事国政府の権限のある当局は、手続取決めに規定する手続に従い、この協定の实施に

関して生ずる紛争を解決するものとする。 

５ ４の規定に従って紛争を解決することができない場合には、当該紛争は、３の規定に従っ

て解決されるものとする。 

 

第７条 
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１ この協定は、両当事国政府がこの協定の効力発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を

相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。この協定は、10 年間効力を有

するものとし、その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの 10 年の期間が満了する

6 箇月以上前に他方の当事国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告し

ない限り、順次それぞれ 10 年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。 

２ １の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により

通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。 

３ この協定は、両当事国政府の間の書面による合意によって改正することができる。 

４ この協定の終了の後においても、この協定に基づいて实施された物品又は役務の相互の提

供に関し、第３条から第５条まで及び前条３から５までの規定は、引き続き効力を有する。 

 

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 

 

2010年 5月 19日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書２通を作成した。 

日本国政府のために 岡田克也 

オーストラリア政府のために ジョン・フォークナー 

 

付表 

区  分  

食料 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するもの 

水 水、給水、給水に必要な用具及びこれらに類するもの 

宿泊 宿泊設備及び入浴設備の利用、寝具類並びにこれらに類するもの 

輸送（空輸を含む。) 人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの 

燃料・油脂・潤滑油 燃料、油脂及び潤滑油、給油、給油に必要な用具並びにこれらに類するもの 

被服 被服、被服の補修及びこれらに類するもの 

通信 通信設備の利用、通信支援、通信機器及びこれらに類するもの 

衛生業務 診療、衛生機具及びこれらに類するもの 

基地支援 廃棄物の収集及び処理、洗濯、給電、環境面の支援、消毒機具及び消毒並び

にこれらに類するもの 

保管 倉庫又は冷蔵貯蔵审における一時的保管及びこれに類するもの 

施設の利用 建物、施設及び土地の一時的利用並びにこれらに類するもの 

訓練業務 指導員の派遣、教育訓練用資材、訓練用消耗品及びこれらに類するもの 

部品・構成品 軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類する

もの 

修理・整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びにこれらに類するもの 

空港・港湾業務 航空機の離発着及び艦船の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類

するもの 
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資料５ 豪州連邦警察の国際平和協力派遣（1964～2007 年） 

 

派遣先国・地域 ミッション 活動内容 期間 

キプロス UNFICYP 緩衝地帯の維持 1964～現在 

ナミビア UNTAG 選挙監視 1989 

タイ・カンボジア 

国境 

UNBRO 警備を支援、難民・避難民を救済 1989～93 

カンボジア UNTAC 警備・パトロール 1992～93 

 CCJAP(III) 刑事司法顧問 2007～現在 

ソマリア UNOSOM II 警察訓練顧問 1993～95 

モザンビーク ONUMOZ 選挙監視 1994 

ハイチ 多国籍軍 暫定警察組織について助言 1994～95 

南アフリカ UNOMSA 選挙監視 1994 

ブーゲンビル、 TMG 停戦監視 1997～98 

パプアニューギニア PMG 和平合意監視 1998～2000 

 ECP 警察訓練・警察顧問 2004～05 

バヌアツ DCP 警察訓練・警察顧問 1998 

 VPFCBP 警察能力向上 2006～現在 

東ティモール UNAMET, UNTAET, 

UNMISET 

東ティモール独立前後の支援 1999～2005 

 TLPDP 警察能力向上 2004～現在 

 Operation 

Serene / UNMIT 

法秩序を回復するために多国籍部隊

として介入し、国連に引き継いだ。 

国境も警備した 

2006 

ソロモン諸島 IPMT 和平合意監視、武器の回収 2000～02 

 RAMSI ライン業務に始まり、後に顧問 2003～現在 

ナウル ― 警察能力向上 2004～現在 

ヨルダン JIPTC イラク警察訓練 2004～06 

トンガ 2 国間協定によ

る Operation 

Tokoni 

暴動の後でトンガ警察による法秩序

回復と捜査を支援 

2006～07 

スーダン UNMIS 警察能力向上 2006～現在 

 

出典 Tim Dahlstrom and James Steedman, óFull Spectrum Policingô, in Horner, Londey and Bou, Australian 

Peacekeeping, p. 143. 
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豪日交流基金ヒアリング対象者（組織） 

 

２０１０年３月１日（キャンベラ） 

・豪州国立大学 デビッド・ホーナー教授 Professor David Horner 

・豪州国立大学 ポール・ディブ名誉教授、元国防副次官 Emeritus Professor Paul Dibb 

 

３月２日（キャンベラ、クイーンビヤン） 

・外務貿易省 ウォーレン・キング日本課長 Mr Warren King, 

ジョン・クイン国際安全保障局戦略問題・情報部長（次官補）Mr John Quinn 

・豪州戦略政策研究所（ASPI）所長 ピーター・アビゲイル陸軍退役尐将 

MAJGEN (Retd) Peter Abigail 

・アジア太平洋民軍COE ジム・ロルフ副所長 Dr Jim Rolfe, モリーン・ディー氏 Dr Moreen 

Dee, グレゴリー・タカツ氏 Mr Gregory Takats, バーバラ・バトラー海軍予備役大尉 

LEUT Barbara Butler 

 

３月３日（キャンベラ） 

・豪州国立戦争記念館 スティーブン・ブラード氏 Dr Stephen Bullard 

・国防省 ウィリアム・ナジ国連関与・支援課長 Mr William Nagy, 

シモーヌ・アレシック南北アジア政策担当官 Dr Simone Alesich, 

ブレット・ホワイト・アフリカ・国連・平和維持課長補佐 Mr Brett White 

・国防省 ベン・コールマン次官補 Mr Ben Coleman, 

グレッグ・レイモンド戦略政策指導課長 Mr Greg Raymond 

 

３月４日（シドニー） 

・元国連 PKO局首席軍事顧問 ティム・フォード陸軍退役尐将 MAJGEN (Retd) Tim Ford 

・ローウィー国際政策研究所 アンドリュー・シアラー氏 Mr Andrew Shearer 

 

３月５日（ウィリアムタウン空軍基地） 

・豪国防軍国際平和協力活動訓練センター副所長スティーブン・クロス陸軍中佐 LTCOL 

Stephen Cross 

 

 

３月２６日（ワシントン D.C.） 

・対反乱戦専門家 デビッド・キルカレン豪陸軍退役中佐 Dr David Kilcullen 

 

３月２９日（ニューヨーク） 

・ニューヨーク大学国際協力センター エルシナ・ウェインライト氏 Dr Elsina Wainwright 

・前国連事務次長・PKO局長 ジャン＝マリー・ゲエノ氏（コロンビア大学教授） 
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Professor Jean-Marie Guéhenno 

・国連 PKO局政策・評価・訓練課ベストプラクティス班 デビッド・ハエリ班長 

Mr David Haeri 

 

３月３０日（ペンシルバニア州カーライル） 

・米国陸軍平和維持・安定化作戦研究所（PKSOI） ジョン・ベスラー大佐 COL John Bessler, 

ウィリアム・フレイバン教授 Professor William Flavin, レイモンド・ミレン教授 Professor 

Raymond Millen, ブライアン・グローブス大佐 COL Bryan Groves, マシュー・ラッセル大

佐 COL Matthew Russell, スティーブン・スミス大佐 COL Stephen Smith, カレン・フィン

ケンビンダー氏 Ms Karen Finkenbinder, 高野浩明２等陸佐 

 

３月３１日（ワシントン D.C.） 

・PAE社長 デル・デイリー氏、元米国テロ対策大使、米国陸軍退役中将 Mr Dell L. Dailey 

・スティムソン研究所 ウィリアム・ダーチ氏 Dr William Durch 

 

4月１日（ワシントン D.C.） 

・国防大学 ジョセフ・コリンズ教授、元国防副次官補（安定化作戦）Professor Joseph J. Collins 

・米国平和研究所（USIP）ロバート・ペリト氏 Mr Robert Perito 

 

４月２日（ワシントン D.C.） 

・米国平和研究所（USIP）ベス・コール氏 Ms Beth Ellen Cole 

・ランド研究所 ノラ・ベンサヘル氏 Dr Nora Bensahel 

・ランド研究所 ジェームズ・ドビンズ元大使 Ambassador James Dobbins 

・米国国防総省 ジャニーン・デビッドソン副次官補（計画担当）Dr Janine Davidson 

 

 

【国際変動研究所リサーチチーム】 

・小川和久（理事長）、西 恭之（主任研究員）、渡辺一樹（同） 
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写真：豪日交流基金ヒアリング対象者（組織） 

 

３月１日、キャンベラ Canberra, 1 March 2010 

Professor David Horner, Australian National University（豪国立大学 デビッド・ホーナー教授） 

 

Emeritus Professor Paul Dibb, Australian National University, former Deputy Secretary of the 

Department of Defence（豪国立大学 ポール・ディブ名誉教授）                                 

                     

 

３月２日、キャンベラ Canberra, 2 March 

MAJGEN (Retd) Peter Abigail, Executive Director of Australian Strategic Policy Institute 

（豪州戦略政策研究所 ピーター・アビゲイル豪退役尐将、元陸軍総隊司令官） 

 

 

３月２日、クイーンビヤン Queanbeyan, 2 March 

Asia Pacific Civil-Military Centre of Excellence（アジア太平洋民軍 COE）                 

             



 117 

３月３日、キャンベラ Canberra, 3 March 

Dr Stephen Bullard, Australian War Memorial（豪国立戦争記念館 スティーブン・ブラード氏） 

  

 

３月４日、シドニー Sydney, 4 March 

MAJGEN (Retd) Tim Ford, former Chief Military Adviser in the Department of Peacekeeping 

Operations at UN Headquarters（元国連 PKO 局首席軍事顧問ティム・フォード豪陸軍退役尐将） 

       

 

Mr Andrew Shearer, Lowy Institute for International Policy 

（ローウィー国際政策研究所 アンドリュー・シアラー氏） 

 

 

３月５日、ウィリアムタウン空軍基地 RAAF Williamtown, 5 March 

LTCOL Stephen Cross, Deputy Commander, ADF Peace Operations Training Centre 

（豪国防軍国際平和協力活動訓練センター スティーブン・クロス中佐） 
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３月２６日、ワシントン D.C. Washington, D.C., 26 March 

Dr David Kilcullen, former chief counterterrorism strategist for the US Department of State, Senior 

Counterinsurgency Adviser to Multi-National ForceïIraq, retired Australian Army lieutenant colonel

（治安戦専門家デビッド・キルカレン氏、豪陸軍退役中佐） 

                     

 

３月２９日、ニューヨーク New York, 29 March 

Dr Elsina Wainwright, Senior Fellow, Center on International Cooperation, New York University 

（ニューヨーク大学国際協力センター エルシナ・ウェインライト氏） 

 

 

Professor Jean-Marie Guéhenno, Columbia University; former UN Under-Secretary-General for 

Peacekeeping Operations（前国連事務次長・PKO 局長ジャン＝マリー・ゲヘノ氏、コロンビア大学）  

              

 

Mr David Haeri, Chief of Best Practices Unit, Policy, Evaluation and Training Division, UN 

Department of Peacekeeping Operations（国連 PKO 局デビッド・ハエリ氏） 
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３月３０日、ペンシルバニア州カーライル Carlisle, Pennsylvania, 30 March 

U.S. Army Peacekeeping & Stability Operations Institute（米陸軍平和維持・安定化作戦研究所） 

        

                    

 

３月３１日、ワシントン D.C. Washington, D.C., 31 March 

Mr Dell L. Dailey, PAE Corporation, former US Ambassador-at-Large and Coordinator for 

Counterterrorism for the Department of State, retired US Army lieutenant general 

（元米国テロ対策大使デル・デイリー氏、米陸軍退役中将） 

         

 

Dr William Durch, The Henry L. Stimson Center; in rear of photo at R, Ms Ellen Laipson, President 

and CEO, The Henry L. Stimson Center (スティムソン研究所ウィリアム・ダーチ氏、右下後方は 

エレン・レイプソン所長) 
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４月１日、ワシントン D.C. Washington, D.C., 1 April 

Professor Joseph J. Collins, National War College, former Deputy Assistant Secretary of Defense for 

Stability Operations（国防大学ジョセフ・コリンズ教授、元国防次官補代理） 

                      

 

Mr Robert Perito, Director of Center for Security Sector Governance, United States Institute of Peace

（米国平和研究所ロバート・ペリト氏）                                      

 

 

４月２日、ワシントン D.C. Washington, D.C., 2 April 

Ms Beth Ellen Cole, Director of Intergovernmental Affairs, United States Institute of Peace 

（米国平和研究所ベス・エレン・コール氏） 

           

 

Dr Nora Bensahel, Senior Political Scientist, RAND Corporation 

（ランド研究所 ノラ・ベンサヘル氏） 
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Ambassador James Dobbins, RAND Corporation（ランド研究所 ジェームズ・ドビンズ元大使）                   

 

 

 

※ （先方の事情から写真撮影せず） 

Mr Warren King, Director, Japan Section, Mr John Quinn, Assistant Secretary, Strategic Issues and 

Intelligence Branch, International Security Division, Department of Foreign Affairs and Trade 

（ウォーレン・キング外務貿易省日本課長、ジョン・クイン国際安全保障局戦略問題・情報課長） 

Mr Ben Coleman , Assistant Secretary for Strategic Policy, Department of Defence （ベン・コールマ

ン国防省国防次官補）、Mr William Nagy, Director, United Nations Commitments and Support, 

Department of Defence（ウィリアム・ナジ国連関与・支援課長）、Dr Simone Alesich, Policy Officer, 

North and South Asia, International Policy Division, Department of Defence（シモーヌ・アレシック

南北アジア政策担当官）、Mr Brett White, Assistant Director Africa, United Nations and Peacekeeping, 

International Policy Division, Department of Defence（ブレット・ホワイト・アフリカ・国連・平和

維持課長補佐） 

Dr Janine Davidson, Deputy Assistant Secretary of Defense for Plans（米国防総省 ジャニーン・ 

デビッドソン国防副次官補（計画担当）） 

 

【国際変動研究所リサーチチーム】顔写真向かって左から、小川和久（理事長）、西 恭之（主任研究

員）、渡辺一樹（同） 
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山田満「東ティモール：国家建設と民軍協力」上杉勇司・青井千由紀編『国家建設における 

民軍関係』国際書院, 2008年, 第 13章, pp. 265〜82. 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300005p.pdf
http://www.usip.org/resources/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction
http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-44.html
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